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Ⅰ．道路一般編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ま え が き 

 

道路施設の整備にあたっては、各技術基準等に準拠して設計を行っているところである

が、諸基準の趣旨を正確に把握し、適正に運用することが必要である。しかしながら、設

計担当者によって、その判断に違いが生じ施設整備において問題を残すことも少なくない。 

このため、道路一般編において、設計、施工、管理業務についての基準化、標準化を図

るため、各技術基準、指針及び諸通達等の規定をわかりやすくとりまとめた。 

なお、細部については、以下の基準書に基づくものとする。 
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１．歩道等（歩道又は自転車歩行者道） 

１－１ 歩道等の構造 

 １－１－１ 歩道等の形式 

 

   イ）フラット形式               ロ）セミフラット形式（基本形式） 

     車道と同一面で縁石により区画する方法         歩道面を車道面より若干高くし縁石を歩道面より 

                           高くする方法 

                                                   （歩道面の車道面に対する高さは標準５ｃｍ） 

     

     

     

     

     

      

    ハ）マウントアップ形式 

    車道より一段高くする方法   

 

 

 

 

 

 

     ニ）路上施設を設置する方法（フラット形式）                                           

 

                                              

                                             

 

                         

 

 

 １－１－２ 歩道等の幅員 

  歩道等の設置を計画するにあたっては、歩行者及び自転車の交通量を考慮し決定するもので、実施に当た 

 っては事業主管課に協議の上決定すること。 

  なお、詳細については、平成２０年７月１０日付道路建設第１３４号「道路改築事業の施工等の運用につ 

 いて(通知)」を参照のこと。 

  歩道等の有効幅員は、下表の数値以上とすること。                  

 

   イ）歩道・自転車歩行者道                  （単位：ｍ） 

種  類 歩行者交通量 幅   員 

歩  道 
多   い ３．５ 

少 な い ２．０ 

自転車歩行者道 
多   い ４．０ 

少 な い ３．０ 

 

 

 

 

歩道 車道または車道部

歩道 車道または車道部

車道または車道部歩道

歩道 車道または車道部

車道または車道部歩道

等

う 
等

う 

等

う 

等

う 
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      参考図                                                                               

    i）一般部                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

    ii）植樹帯を設ける場合                                                            

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

    

 

 

 

 

 １－１－３ 勾配 

  （１）勾配 

   ① 縦断勾配：５％以下（ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合、８％以下とすることがで 

               きる） 

   ②  横断勾配：２％を標準（ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合、２％以下とすることが 

               できる。なお、透水性舗装等を行った場合は、１％以下とする。） 

   ③ 縦断勾配を設ける箇所には、原則として、横断勾配を設けない。 

 

  （２）平坦部分（横断勾配２％を標準とする部分） 

   ① 平坦部分の幅を１ｍ以上連続して設けることを原則とする。 

   ②  平坦部分には、地上の占用物件を設けないことを原則とする。 

   ③  歩道等の幅員が十分確保される場合は、平坦部分の幅を２ｍ以上確保する。 

 

 １－１－４ 舗装 

   （１）歩道舗装については、必要に応じ透水性舗装等にする。ただし、「高齢者、障害者等の移動等 

    の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー新法）にもとづく重点整備地区における特定道路では 

    透水性舗装を標準とする。（「重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する 

    基準｣参照） 

    ＊ 歩道の構造に関する基準については、「歩道の一般的構造に関する基準等について」（平成１７ 

     年４月１６日付平１７監理第２８号の１）による。 

 

 １－１－５ 縁石 

   （１）縁石の高さ 

    歩車道境界ブロック高は、車道面から２０ｃｍを標準とする。ただし、バス停車帯部は低床式バスに 

   対応するため、縁石高は、車道面から１５ｃｍを標準とする。 

 

     側溝を歩道有効幅員に含める場合は、 

    蓋板の上を車いすなどが障害なく通行 
    できるようすること。 

歩道幅員 

施設帯 
０．５０ｍ 有効幅員 

  蓋は必ず設置する 

歩道幅員   保護路肩 

植樹帯 有効幅員 

１．５０ｍを標準とし 

1.0m 以上 2.0m 

未満とする 
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 １－２ 横断歩道部（横断歩道等に接続する歩道等の部分） 

  （１）構造 

  ① すりつけ部の縦断勾配：５％以下 

   （沿道の状況等によりやむを得ない場合は８％以下、ただし、路面凍結や積雪の状況を勘案して、歩行 

   者及び自転車の安全な通行に支障をきたすおそれがある場合を除く。） 

  ②  縦断勾配と段差との間には、１．５ｍ程度の水平区間を設ける。 

  ③  歩道等と車道との段差は、視覚障害者の安全かつ円滑な通行に考慮して２ｃｍを標準とする。また、 

   横断歩道接続部における縁石の構造は、図１－６を標準とする。 

  ④ 縁石の段差が横断方向と垂直となるように配慮することが望ましい。 

 

 

図１－１ 歩道等の巻込み部における構造例 

（マウントアップ形式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（セミフラット形式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　歩　道
１．５０ｍ 　一般部

　　Ｂ 車
道

部

Ｂ
（Ｃ） ｌ

縁 Ｂ’
石 歩 断
幅 面

道

幅

A 　　 　Ａ’ 員

（Ｄ）

　　Ｂ’

Ａ－Ａ’断面
縁石天端

車道部

２ｃｍ
１．５０ｍ

　歩　道
　一般部

横
　
断

　
歩

　
道

＊縦断勾配 は５％以下とし、

歩道水平区間 歩道すり付け区間
＊縦断勾配 は５％以下とし、

歩道水平区間 歩道すり付け区間

横断歩道接続部（図１－６参照）
　　 可能な限り緩くすること。

　　 可能な限り緩くすること。

　歩　道
１．５０ｍ 　一般部

　　Ｂ 車
道
部

Ｂ
（Ｃ） ｌ

縁 Ｂ’
石 歩 断
幅 面

道

幅

A 　　 　Ａ’ 員

（Ｄ）

　　Ｂ’

Ａ－Ａ’断面
縁石天端

車道部

　２ｃｍ 　　　５ｃｍ
１．５０ｍ

　歩　道
　一般部

横
　
断

　
歩

　
道

歩道水平区間 歩道すり付け区間
＊縦断勾配 は５％以下とし、

　　 可能な限り緩くすること。

歩道水平区間 歩道すり付け区間
＊縦断勾配 は５％以下とし、横断歩道接続部（図１－６参照）

　　 可能な限り緩くすること。
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（フラット形式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊ 歩道水平区間については、巻込み始点（Ｃ）からすりつけ区間との間に１．５ｍ程度設けることが望 

ましい。このように設けられない場合には、巻込み終点（Ｄ）から１．５ｍ以上設ける。 

 

図１－２ 横断歩道箇所における構造例 

（マウントアップ形式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（セミフラット形式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　歩　道
１．５０ｍ 　一般部

　　Ｂ 車
道
部

Ｂ
（Ｃ） ｌ

縁 Ｂ’
石 歩 断
幅 面

道

幅

A 　　 　Ａ’ 員

（Ｄ）

　　Ｂ’

Ａ－Ａ’断面
縁石天端

車道部

　２ｃｍ 　　　０ｃｍ
１．５０ｍ

　歩　道
　一般部

歩道水平区間 歩道すり付け区間
＊縦断勾配 は５％以下とし、横断歩道接続部（図１－６参照）

＊縦断勾配 は５％以下とし、
　　 可能な限り緩くすること。

　　 可能な限り緩くすること。

横
　
断

　
歩

　
道

歩道水平区間 歩道すり付け区間

　歩　道
　一般部

A 　　 　Ａ’

Ａ－Ａ’断面 縁石すり付け

　２ｃｍ
　歩　道
　一般部

歩道水平区間 歩道すり付け区間
＊縦断勾配は５％以下とし、

横　断　歩　道

横断歩道接続部（図１－６参照）

＊縦断勾配は５％以下とし、

横
　断

　
歩

　道

　　 可能な限り緩くすること。

　　 可能な限り緩くすること。

車道部

路上施設 横断歩道幅

歩道水平区間 歩道すり付け区間

　歩　道
　一般部

A 　　 　Ａ’

Ａ－Ａ’断面 縁石すり付け

　２ｃｍ 　　５ｃｍ
　歩　道
　一般部

歩道水平区間 歩道すり付け区間
＊縦断勾配は５％以下とし、

　　 可能な限り緩くすること。
横断歩道接続部（図１－６参照）

横　断　歩　道

横
　
断

　
歩

　
道

路上施設 横断歩道幅

　　 可能な限り緩くすること。

車道部

歩道水平区間 歩道すり付け区間
＊縦断勾配は５％以下とし、
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（フラット形式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－３ 横断歩道箇所における構造例（交差点に横断歩道がある場合） 

（マウントアップ形式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　歩　道
　一般部

A 　　 　Ａ’

Ａ－Ａ’断面 縁石すり付け

　２ｃｍ 　　０ｃｍ
　歩　道
　一般部

　　 可能な限り緩くすること。

車道部

歩道水平区間 歩道すり付け区間
＊縦断勾配は５％以下とし、

横　断　歩　道

横
　
断

　
歩

　
道

路上施設 横断歩道幅

歩道水平区間 歩道すり付け区間
＊縦断勾配は５％以下とし、

　　 可能な限り緩くすること。
横断歩道接続部（図１－６参照）

Ａ－Ａ’断面

　２ｃｍ
歩道すり付け

　Ａ’

横
断
歩
道

(

図
１

‐
６
参
照

）

横断歩道

Ａ

歩道一般部 歩道水平区間

横断歩道接続部
（図１－６参照）

縦断勾配は５％以下とし、
     可能な限り緩くすること。 横断歩道幅員
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（セミフラット形式） 
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図１－４ 横断歩道箇所における構造例（交差点部以外に横断歩道がある場合） 

（マウントアップ形式） 
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縦断勾配は５％以下とし、
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図１－５ 横断歩道箇所における構造例（中央分離帯等がある場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－６ 横断歩道接続部における縁石の標準図 
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１－３ 車両乗入れ部 

 （１）植樹帯等（路上施設帯を含む）の幅員内ですりつけを行う構造 

  ① 連続的な平坦性確保のため、植樹帯等の幅員内ですりつけを行う。 

  ② ①のすりつけ勾配は、１５％以下とする。 

  ③ 車両乗入れ部における縁石の構造は、図１－１０を標準とする。    

 

図１－７ 植樹帯等の幅員内ですりつけを行う構造例 

（マウントアップ形式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）（１）以外ですりつけを行う構造 

  ① 植樹帯等がない場合、または植樹帯等があっても前項（１）の構造がとれない場合には、１－１－３ 

   （２）①に基づき歩道等の平坦部分を確保し、残りの幅員で以下のとおりすりつけを行うものとする。 

  ② 歩道面と車道面との高低差が１５ｃｍ以下の場合、すりつけ部の長さは７５ｃｍとすることを標準と 

   し、１５ｃｍを超える等の場合、すりつけ部の勾配は１５％以下とする。 

  ③ 車両乗入れ部における縁石の構造は、図１－１０を標準とする。 

 

図１－８ （１）以外ですりつけを行う構造例 

（歩道面と車道面との高低差が１５ｃｍ以下の場合 マウントアップ形式） 
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縁石（図１－１０参照）
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（歩道面と車道面との高低差が１５ｃｍを超える等の場合 マウントアップ形式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）歩道等の全面切下げを行う構造 

  ① 歩道等の幅員が狭く前項（１）、（２）の構造によるすりつけができない場合には、車両乗入れ部 

    を全面切下げて、縦断勾配によりすりつけるものとする。 

  ② ①のすりつけ勾配は、５％以下とする。 

    （沿道の状況等によりやむを得ない場合は８％以下、ただし、路面凍結や積雪の状況を勘案し       

    て、歩行者及び自転車の安全な通行に支障をきたすおそれがある場合を除く。） 

  ③ 車両乗入れ部における縁石の構造は、図１－１０を標準とする。 

 

図１－９ 歩道等の全面切下げを行う構造例 

（マウントアップ形式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１０ 車両乗入れ部における縁石の標準図 

    （マウントアップ形式、セミフラット形式）       （フラット形式） 
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  ＊ 図１－１０は小型車を想定しており、大型車等の場合は縁石の構造を別途考慮すること。 

 

 

図１－１１ 大型車等の車両乗入れ部における縁石の参考例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注意）路外施設の出入り口については、原則、車両乗入れ部であるため、前項（１）～（３）の場合にな 

るが、下図のように縁石を巻き込む交差点形状にする場合は、交差点協議が必要となる場合があるの

で注意すること。（参考：Ⅲ交差点編参照） 
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２．排水工 

２－１ 排水施設設置の留意事項 

 （１）排水施設の能力は、計画道路の種類、規格、交通量および沿道の状況を十分考慮 

   するとともに、個々の排水施設についても排水の目的、排水施設の立地条件、計 

   画流量を超過した場合に予想される周辺地域に与える影響の程度、経済性を考慮 

   して設定しなければならない。 

 （２）路面上の雨水は、できるだけ速やかに路外に排水できるよう排水計画を立てる 

   こと。 

 （３）人家連担区間及び歩行者の多い区間に設けるＵ型側溝は有蓋とする。また、おお 

   むね１０ｍ間隔でグレーチングを設置する。 

 （４）アスカーブによる排水は、縦排水路を設置し、その接続部は水を呑み込み易いよ 

   う特に配慮すること。 

 （５）交差点分岐、縦横断曲線の組合わさったところでは、路面の形が不規則となり、 

   排水上不都合が生じやすいため特に配慮すること。 

 （６）排水管の縦断勾配は平均流速０．８～３．０ｍ／ｓ以下となるように設定する 

   こと。 

 （７）道路を横断して布設する排水管は、地下排水管などを除き、最小直径は、維持管 

   理（清掃・保守点検）を考慮してφ６０ｃｍ以上、特に高い盛土の場合１．０ｍ以 

   上とするのが望ましい。 

 （８）集水桝の蓋は、排水能力の大きなことが要望され、同時に、自動車荷重等の外力 

   に対しても相当の安全性が必要であり、これらを満足させるために落下穴の仕切 

   り方法、構造材料を吟味する必要がある。 

    鉄製格子ふたは、自動車荷重に作用を頻繁に受けるような場所では、その作用 

   により破損したり、あるいは跳ね上がったりすることのないよう、必要に応じて 

   工夫することが望ましい。縦仕切り形は自転車の車輪の落ち込み等の恐れがある  

   場所への適用を避けるのがよい。 

    また、集水桝の深さが１ｍを超える場合には、足掛金具を設ける。（地整マニ 

   ュアル３－２－６１～６２及び標準図集） 

 （９）２次製品の使用を原則とする。 

 

２－２ 法面排水 

のり面排水工は、盛土、切土あるいは自然斜面を流下する表面水や、のり面から浸出す

る浸透水を排除し、のり面の破壊を防止するための排水であり、その効果を発揮するよう

適切に計画、施工することが重要である。（道路土工要綱 p.161 参照） 

 

 （１）水による法面破壊は、以下の２つに大別される。 

  ①法面を流下する表面水による表面の浸食や洗掘によるもの。 

  ②浸透水が法面を構成する土のせん断強さを減じたり、間隙水圧を増加させること 

  による崩壊。 
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 （２）法面排水施設の留意点 

  法面崩壊は、表面水と併せて浸透水及び湧水が原因となって生じることが多い。した 

 がって、傾斜地盤上の盛土、谷間を埋める盛土、片切り片盛り、切り盛り境部では地山 

 からの湧水が盛土内へ浸透し、盛土を不安定にすることが多いため、地下排水処理が重 

 要となる。また、舗装を健全な状態に維持するためには、路床・路盤の地下排水を確実 

 に行うことが大切である。 

  地下排水の計画設計においては、特に以下のことに留意することが大切である。 

  ①設計にあたっては、排水系統を確認し流末処理が適切に行われているか確認するこ

と。 

  ②表面水が盛土内へ入らないようアスカーブ等で適切に処理すること。 

  ③盛土施工にあたっては、段切りを適切に行うこと。 

  ④地盤からの湧水は施工中にはじめて確認されることが多いため、施工途中や降雨後 

  の観察が重要であり、その結果に応じて適宜計画を修正していくこと。 

  ⑤道路路隣地を含む原地形における表面水・地下水の状況を把握するとともに、盛土 

  を構築した後の流況を適切に予測すること。 

  ⑥将来の機能低下に備え、地下水を１箇所に集中させず、分散して排水するよう考慮 

  すること。 

  ⑦高盛土、地山傾斜地で集水地形に造成する盛土、盛土前面に民家や避難施設等が存 

  在する盛土を計画する場合には、特に排水処理に留意し、適切な排水施設を設けるこ 

  と。 

 

 （３）盛土工事における排水機能の確認について 

  平成２７年５月２０日付け平２７道路建設第４１号に基づき、設計～施工後までの排 

 水機能の確認を行い、道路建設課へ報告すること。 

 

２－３ アスカーブ設置工 

 （１）アスカーブの設置について 

  道路の法長が長く路面の流水により、法面の浸食を受けるおそれのある箇所および曲 

 線部の舗装路面の端に設けるものとし、必要に応じ縦排水施設を考慮のこと。 

 （参考）縦溝あるいは在来水路へ接続する縦溝（集水桝）間隔を求めるのは次の方法に 

 よってもよい。（参照：道路土工要綱ｐ１５１～ｐ１５７,地整マニュアル３－２－５５） 

 
                      ３．６×１０６×Ｑ  
                ＝           

                         Ｃ×ｒ×Ｗ 

                  ここに、Ｓ：縦溝（桝）間隔    （ｍ） 

                          Ｑ：路肩の許容通水量 （ｍ３／sec） 

                          Ｃ：流出係数 

                          ｒ：平均降雨強度      （㎜／ｈ） 

                          Ｗ：集水幅            （ｍ） 

Ｓ （ｍ） 
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２－４ 縦排水工の蓋設置 

 （１）縦排水工において、飛散防止を図る必要がある箇所については、蓋を設置するこ 

   と。 

 

 （２）路肩コンクリートレベル区間において、歩行者・自転車・自動車等が転落する 

   おそれがある箇所についても蓋を設置のこと。 

 

切土法面の縦排水工への蓋設置例 
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２－５ 路面排水 

 （１）路面排水は、円滑に排水溝まで導くようにすること。 

        

 

 （施工例） 
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２－６ 排水工施工例 

 （１）アスカーブによる施工例 

           （ 平 面 図 ） 

 

 

 注）道路に急な縦断勾配がついている場合には、縦断方向の排水能力を十分に把握  

  し横断溝を検討すること。 

                                詳 細 図（例） 

      
 

 （２）交差点部の排水例 
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（ 平 面 図 ） 

 

出典）『道路土工要綱 （平成 21 年 6 月） （公社）日本道路協会 P149』 
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３．路肩工 

３－１ 目的 

 （１）雑草を排除し、道路幅員及び視距を確保する。 

 （２）草根や溜り土を排除し、水たまりをなくし、路肩部の走行性を確保する。 

 （３）路肩を保護し強化することにより、法面崩壊を防止する。 

 （４）路肩の草刈り等の維持管理費を節減する。 

 

３－２ 設置箇所の選定基準について 

 （１）切土・盛土による区分 

  １）切土部の犬走り及び法面の一部 

  ２）盛土部の保護路肩 

 （２）道路規格による区分 

  １）新設道路改良区間 

  ２）改良済み区間及び必要と認められる区間（注：改良計画のある箇所は除く） 

 

３－３ 構造基準について 

 （１）厚さ・・・・・ｔ＝１０ｃｍを標準とする。 

 （２）横断勾配・・・・・２％を標準とする。 

  （３）目地間隔・・・・・① 防護柵のない場合：５ｍを標準とする。 

             ② 防護柵がある場合：図－１参照。 

 （４）水抜きの設置 

  平ブロックには、原則２～３㎡に１箇所の割合で水抜きを設置する。 

 （５）天端コンクリート 

  平ブロックの天端には、原則、天端コンクリートを設置する。 

 

 

３－４ 留意事項 

  （１）標準断面図の使用について 

    １）盛土部１：１．５以上、切土１：１．０以上の箇所に使用し、これによりがた 

    い場合は、個別に検討すること。 

   ２）実施にあたり、経済性・施工性を考慮した工法に変更することは妨げないこと 

    とし、その使用にあたっては、事業課と協議すること。 
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盛土部 標準断面図 

(単位：cm) 

（１）路肩に構造物がない場合 

 

 

 

 

（２）アスカーブがある場合 

 

 

 

※平面図（図－１） 
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切土部 標準断面図 

(単位：cm) 

（１）切土施工済箇所及び用地買収済箇所の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規計画箇所の場合 
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４．立体横断施設 

４－１ 用語解説 

 ４－１－１ 立体横断施設  

  車道または鉄道もしくは軌道法による新設軌道の路面を横断する歩行者あるいは自転 

 車利用者を、単独に車道または鉄道から立体的に分離することにより、横断者の安全を 

 確保することを目的とする施設であり、設置の形式により、横断歩道橋および地下横断 

 歩道に分類される。 

４－２ 設置基準 

 ４－２－１ 単路または信号機のない交差点に設置する立体横断施設 

  １．単路または信号機のない交差点において、ピ－ク１時間あたりの横断者の数が 

   １００人以上、かつ、その時間の道路の往復合計交通量と横断幅員が、それぞれピ 

   －ク１時間あたり横断者数に応じ、図４－１の斜線で示す範囲内（ただし、特別の 

   場合にあっては点線で示す範囲内）にある場合には、必要に応じ立体横断施設を設 

   置することができる。 

 

図４－１ 単路又は信号機のない交差点に設置する場合 

出典）『立体横断施設技術基準・同解説（昭和 54 年 1 月） （公社）日本道路協会 P6』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２．前項の立体横断施設で、特に学童（幼稚園児を含む）の横断を目的とする場合は、 

   前項の規定にかかわらず図４－２の斜線で示す範囲内（ただし、特別の場合にあっ 

   ては点線で示す範囲内）にある場合には、必要に応じ設置することができる。 

       図４－２ 特に学童（幼稚園児を含む）の横断を目的とする場合 

出典）『立体横断施設技術基準・同解説（昭和 54 年 1 月） （公社）日本道路協会 P6』 
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  ３．単路または信号機のない交差点において、下記の各号のいずれか該当する場合に 

   は、前２項の規定にかかわらず、必要に応じ立体横断施設を設置することができる。 

   (1) 横断者群が待機できる十分な幅員をもった中央分離帯または安全島を有しな 

     い車道部幅員２５m 以上の道路を横断する場合。 

   (2) 横断者数が常時きわめて多い場合。 

   (3) 連続した高速走行が可能な道路を横断する場合。 

   (4) その他、立体交差の取付部付近、および踏切から２００m 以内の場所または 

     視距が道路構造令に定める値以下の場所等の特殊な場所で、横断者を自動車交通 

     から完全に分離しなければ横断者の安全確保が困難な場合。 

 

 ４－２－２ 信号交差点に設置する立体横断施設 

  現に信号機が設置されている交差点において下記の各号のいずれかに該当する場合に 

 は、必要に応じ立体横断施設を設置することができる。 

 (1) 横断者が著しく多いか、または広幅員の信号交差点において横断者が横断を完了 

   するのに相当の時間を要するため、危険が予想される場合。 

 (2) 右折および左折交通量が多い信号交差点において、右左折車による横断者の事故 

   が多発するおそれのある場合。 

 (3) 車両交通のあい路となっている三差路または複雑な交差点で横断者にとって著し 

   く危険と見なされる場合。 

 

 ４－２－３ その他立体横断施設を設置する場合 

  その他、現に横断者の事故が多発していること等により、特に必要と認められる場合 

 には、立体横断施設を設置することができる。 

 

４－２－４ 鉄道を横断する立体横断施設の設置基準 

  踏切道の横断者が相当数あり、しかも踏切しゃ断時間が長く、かつ踏切横断距離が長 

 いことにより横断者の通行に著しい支障がある踏切道においては、必要に応じ鉄道を横 

 断する立体横断施設を設置することができる。 

 

４－２－５ 横断歩道橋における防護柵について 

 (1) 横断歩道橋の防護柵は、歩行者等が容易にすり抜けられないものとする。 

 (2) 防護柵の桟間隔は、縦桟構造を基本とする。 

 (3) 桟間隔および部材と路面との間隔は１５ｃｍ以下を基本とする。 
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５．道路標識 

５－１ 公安委員会との調整事項 

 道路法および道路交通法における道路管理者と公安委員会との調整措置は、道路法第９５条の２および道路

交通法第１１０条の２第３項により行うものとされており、次の事項について意見聴取及び協議を行わなけれ

ばならない。 

   

 ５－１－１ 意見聴取事項 

 

道路管理者が公安委員会の意見をき 

くこととされている事項（道路法第 

９５条の２第１項） 

 

 公安委員会が道路管理者の意見をきく 

 こととされている事項（道路交通法第 

 １１０条の２第３項） 

 

区画線（道路標示とみなされるものに

限る。）の設置（第４５条第１項） 

 

通行の禁止又は制限（第４６条第１項

又は第３項）（第４７条第３項） 

 

横断歩道橋の設置 

 

交差点およびその付近の道路の部分

の改築 

突角の切取り、車道又は歩道幅員の変

更および交通島又は中央帯の設置 

（令第３８条の２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 車道を区画する道路標示のうち以下の 

 もの 

 車道の道路標示（第２条第１項第３号） 

 路側帯の道路標示（第２条第１項第３  

号の４） 

 横断歩道の道路標識等（第２条第１項  

第４号） 

 自転車横断帯の道路標識等（第２条第１

項４号の２） 

 車両通行帯の道路標示（第２条第１項  

第７号） 

 道路標識等による通行の禁止（第８条  

第１項） 

 道路標識等による歩行者の横断禁止（第

 １３条第２項） 

 道路標識による道路の中央以外の部分 

 の中央線としての指定（第１７条第４  

項） 

 急こう配のまがりかど付近の通行方法

（第１７条第５項第５号） 

 車両の通行の用に供しない部分の道路 

 標識等（第１７条第６項） 

 道路標識等による政令で定める最高速 

 度を超える最高速度（第２２条第１項） 

 道路標識等による最低速度（第２３条） 

 原動機付自転車の通行の制限（第３４条

第５項） 



- 24 - 

 時間制限駐車区間の道路標識等（第４９

条第１項） 

 道路標識等による自転車の歩道通行（第

 ６３条の４第１項第１号） 

 道路標示による自転車の交差点への浸

入禁止（第６３条の７第２項） 

 

 

 ５－１－２ 協議事項 

 

 道路管理者が公安委員会と協議す 

 ることとされている事項（道路法  

 第９５条の２第２項） 

 

 公安委員会が道路管理者と協議するこ 

 ととされている事項（道路交通法第 

 １１０条の２第４項） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 自動車専用道路の指定（第４８条  

の２第１項又は第２項） 

自動車専用道路の区画線(道路標 

 示とみなされるものに限る。）    

  の設置（第４５条第１項） 

 自動車専用道路の通行の禁止又は

制限（第４６条第１項又は第３項） 

 

 

 

 

 意見聴取事項とされているもののうち 

 以下のもの 

 道路標識等による右側部分にはみだし 

 た追越しの禁止（第１７条第５項第                  

 ４号） 

 道路標識等による追越禁止（第３０条） 

 道路標識等による徐行（第４２条） 

 道路標識等による最低速度（第７５                  

 条の４） 
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５－２ 道路標識 

 ５－２－１ 用語解説 

  （１）道路標識 「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」（標識令）に規定された標識をいい、 

    本標識と補助標識からなる。                   

  （２）本標識  案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識の４種をいう。       

  （３）補助標識 本標識に付置して本標識の意味を補足するもの。               

 

 ５－２－２ 種 類 

  （１）案内標識 

   目的地や通過地の方向及び距離を示し道路上の位置を教示し、あるいは道路の付属施設を案内するもの。 

   １）一般道路における案内標識  

 
             
  

  経路案内     予告案内     方面及び方向の予告(108-A,108-B)    
  

 
  

 
    

  
  

  
  

  方面、方向及び道路の通称名の予告(108 の 3)   
  

  
  

   
  

  
  

 

  
 

交差点 

案内 

 

 

案内 

  方面、方向及び距離(105-A，105-B，105-C)   
  

  
  

 
    

  
  

  
 

  方面及び方向(108 の 2-A，108 の 2-B)   
  

  
  

 
    

  
  

  
  

  方面、方向及び道路の通称名(108 の 4)   
  

  
  

   
  

  
  

 

  
 

確認案内   方面及び距離(106-A)   
  

    
    

  
     

  国道番号(118-A，118-B，118-C)   
  

     
  

案内標識     
     

  都道府県道番号(118の 2-A，118の 2-B，118の 2-C)  
  

     
    

  
     

  総重量限度・緩和指定道路(118の 4-A，118の 4-B)   
  

     
  

         高さ限度・緩和指定道路（118の 5-A,118の 5-B） 
 

 

          
  

     
  道路の通称名(119-A，119-B，119-C)   

  
      

  
  時点案内           市町村(101)   
  

    
    

  
     

  都府県(102-A)   
  

     
    

  
     

  著名地点(114-A，114-B)   
  

     
    

  
     

  主要地点(114 の 2-A，114の 2-B)   
  

      
  

  道路施設案内           非常電話(116 の 4)   
  

    
    

  
     

  待避所(116 の 5)   
  

     
    

  
     

  非常駐車帯(116 の 6)   
  

     
    

  
     

  駐車場(117-A)   
  

     
    

  
     

  登坂車線(117 の 3-A)   
  

     
    

  
     

  エレベーター(121-A，121-B，121-C)   
  

     
    

  
     

  エスカレーター(122-A，122-B，122-C)   
  

     
    

  
     

  傾斜路(123-A，123-B，123-C)   
  

     
    

  
     

  乗合自動車停留所(124-A，124-B，124-C)   
  

     
    

  
     

  便所(126-A，126-B，126-C)   
  

      
  

  その他           まわり道(120-A，120-B)         
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   ２）予告案内標識（１０８系） 

    交差道路の方面、方向をあらかじめ案内する必要がある交差点には予告標識を設置する。 

    設置場所は、交差点の手前１５０～３００ｍ以内とし、道路状況等勘案のうえ定める。 

          

   ３）交差案内標識（１０８，１０５系） 

    主要な道路が交差する交差点では、交差道路の方面、方向等の案内をする。 

    設置場所は、交差点の手前１０８系の場合１５０ｍ以内、１０５系の場合３０ｍ以内とする。 

    １０５系は１０８系に比べて、判読性に劣るので主要な交差点には１０５系は使用しない。 

      

   ４）確認案内標識（１０６系） 

    主要な交差点の流出部では、方面及び距離を案内する。 

    標識設置に際しては、可能な限り反対車線の標識の裏面利用に努めること。 

 

   ５）著名地点及び主要地点（１１４系） 

    著名地点とは、交通施設、文化施設、観光施設、名所・旧跡、公共施設、体育施設のことであるが、 

   著名地点の案内については、道路整備課に協議すること。また、過去に道路管理者が設置した標識の更 

   新を各施設管理者から依頼された場合も道路整備課に協議すること。なお、占用による設置にあたって 

   は、標識令並びに道路標識設置基準に準じたものしか認めないこととする。 

    主要地点は、交通の主要な目標となる交差点及び町等があげられる。 

    このうち交差点名標識の設置については、今後積極的に検討すること。 

           

   ６）案内標識の地点名（目標地）の選定について 

    ①案内標識の目標地の選定 

     当該道路の進行方向上にある目標地としては、道路の分類に応じて表５－１で示される第一ランク 

    地名のうち最も近いものを表示することを原則とする。 

     主要幹線道路・幹線道路においては、２地名表示を行って案内の連続性を保ち、長距離ドライバー 

    に対する案内も行う。 

 

表５－１ 道路の分類と目標地 

             目標地 

 道路の分類 

 重 要 地 

(基 準 地) 

 主 要 地 

 

 一 般 地 

 

 主要幹線道路     ◎     ○  

 幹 線 道 路     ◎     ◎     ○ 

 補助幹線道路     ◎     ◎     ◎ 

                            （注）◎ 第１ランク（原則として用いる地名） 

                                  ○ 第２ランク（２地名表示の場合用いる地名） 
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    ②例外事項 

     （ａ）主要幹線道路で表示する地点間隔が長いもの（５０ｋｍ程度）に限り、一般地を第二ランク 

       の選択地として用いてもよい。 

     （ｂ）主要幹線道路で表示する地点間隔が長いもの（５０ｋｍ程度）に限り、主要地を第一ランク 

       の選択地として用いてもよい。 

     （ｃ）幹線道路で表示する地点間隔が長いもの（５０ｋｍ程度）に限り、一般地を第一ランクの選 

       択地として用いてもよい。 

    ③県内における目標地（図５－１参照） 

     （ａ）基準地                                           

       重要地の中でトリップ長の長い交通が多く通行する主要幹線道路の中から選定されており、山 

      口県では下関が選定されている。         

     （ｂ）重要地         

       県庁所在地、地方生活圏の中心都市、主要幹線道路が相互に交差する結節点を有する市等。 

       （山口、宇部、周南、岩国、萩）   

     （ｃ）主要地      

       二次生活圏の中心市町、主要幹線道路が相互に交差する結節点を有する町、主要幹線道路と幹 

      線道路、幹線道路が相互に交差する結節点を有する市町、高速道路のインター 

      チェンジ・主要な港湾・鉄道の主要駅などを有する市町、大規模な工業基地・流通団地を有する 

      市町、その他著名な史跡名勝等。  

      （徳地、柳井、光、小郡、鹿野、秋芳洞、防府、長門、山陽小野田、玖珂、美祢、特牛、熊毛、 

       須佐）     

     （ｄ）一般地                  

       基準地・重要地・主要地以外の市町、その他沿道の著名な地点。    

    ④注意事項 

     案内地名の表示内容は以上をもとに表示するが、前後区間の既設標識等も調査し、連続性が保たれ 

    るようチェックを行い表示内容について道路整備課と協議すること。 

        

   ７）案内標識に記載する距離表示について      

    山口県では、下関については下関駅まで、小郡については新山口駅までの道路に沿った距離、それ以 

   外の市町については市役所又は、町役場正面地点までの道路に沿った距離を表示する。 

 

   ８）経由路線番号 

    予告、交差点案内標識のうち１０８系には、原則として路線名に係る数字を表示する。 

 

   ９）橋名標識は設置しないこと。 

 

   10）標識の設置にあたっては、道路整備課と協議を行うこと。 
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   11）交差点付近に設置する案内標識について 

    ①交差案内標識については、１０８系標識を標準とし、未改良１車線道路等の場合は１０５系 

    標識を使用する。 

    ②設置の目安は表５－２、図５－２を標準とする。 

    ③設置にあたっては、信号機等との位置関係を精査照査し、十分な視認距離を確保すること。 

 

                               表５－２ 交差点付近の案内標識設置図番号 

             主道路 

 従道路 

  改良済道路 

（２車線以上） 

  未改良道路 

  （１車線） 

   改良済道路 

 （２車線以上） 

 

      Ⅰ 

 

      Ⅱ 

   未改良道路 

   （１車線） 

 

      Ⅱ 

 

      Ⅲ 

                           ※車線数は交差点部における状況 

 

                   

                      図５－２ 交差点付近の案内標識設置図 

 

             Ⅰ 改良済道路同士 

 
 

 

  
 

 
 

  
 

 

     
 

  
 

 
    

 
  

 

      
 

 
  

 
 

  
 

 

 
 
 

  
 

  
 

       

         
     
     

 

  
 

 

  
 

 
 

  
 

 

  
 

 
  

 
  

 
  

    
 

 
  

 
  

 
 

 

 
 

 
   
   
     

 

 

 

         

 

凡例 予・・・予告案内標識 

   交・・・交差点案内標識 

   確・・・確認案内標識 
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   Ⅱ 改良済道路と未改良道路               Ⅲ 未改良道路同士              
 

 

  
 

   

  
 

 
     
     
     
   

 
   
  

 

 
 
 

   
     
       

   
 

 

  
 

 

  
 

 
     
     
     
  

 
 

  

 
 

     
    

 

   12）県内において、次表のとおり地元に親しまれている「通称名」がある。新たに「通称名」をつける 

    場合には、事前に道路整備課と協議すること。 

                                                                                      

     表５－３ 道路の通称名 

   対 象 路 線    通 称 名    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ①県道長門油谷線＋県道久津小田線＋県道油谷港線 

   ＋町道二尊院線（～楊貴妃の里） 

「楊貴妃ロマンロード」 

 

 ②県道島戸港線（全区間）   
「

あ ま が せ

海士ヶ瀬ロード」 

 ③県道下関長門線（大路瀬橋～殿敷橋） 「とよたホタルロード」 

 ④県道室積公園線（全区間） 
「

が び さ ん

峨嵋山通り」 

 ⑤県道豊浦清末線（川棚温泉駅～川棚温泉入口） 「川棚温泉青龍街道」 

 ⑥一般国道４３５号（県道下関美祢線交点～自動車 

 商会） 

「化石館通り」 

 

 ⑦県道玖珂停車場線＋町道本町駅通線（玖珂駅～県 

 道柳井玖珂線交点） 

「駅前ふれあい通り」 

 

 ⑧一般国道３１６号＋県道下関長門線＋県道仙崎  

（停）小浜線＋県道仙崎港線（～青海大橋） 

「近松・みすゞの道」 

 

 ⑨町道八重広谷線（＝カルストロード）＋県道萩秋 

 芳線 

「カルストロード」 
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  （２）警戒標識 

   運転者に対して道路上及びその沿道における運転上の危険又は注意を予告し、注意深い運転を促すため 

  に設置する標識である。 

   １）曲線部補助標識（警戒標識の補助標識） 

    ①表示の対象 

    山地、平地の単路部で急なカーブのために今まで走行してきた速度を大幅に減じなければ車両が安全 

   に走行できないような場所に、警戒標識（202～206）、規制標識（314、314 の 2、323、323、329 等） 

   と併せて設置するものとする。 

    ②標識の表示と規格 

     （ａ）曲線半径１５０ｍ以下、交差角４５°～１８０°で車両の路外逸脱及びセンターラインオー 

       バーによる対向車との衝突事故の多発が予測される屈曲、屈折箇所に設置することを原則とす 

       る。 

     （ｂ）この標識を設置する手前には、標識令によって警戒標識を設置するものとする。 

     （ｃ）標識板の大きさ、表示方法及び各部の寸法は、図５－３のとおりとする。 

     （ｄ）色彩については、標識板の地を黄色、矢印を黒とし、地だけの反射とする。反射シートには、 

       高輝度反射シートを使用する。 

     （ｅ）複柱式とし、その向きは自動車の前照灯の入射方向を考慮しなければならない。 

 

      （注）運用上の注意 

       この標識は特に危険な屈曲、屈折箇所を通行する車両運転者に曲線部の存在を予知させ、安全 

      に運転させることを目的とするものであり、この標識を乱用すると他の警戒標識の効果を滅殺す 

      るほか、この標識の特異性による、運転者に与える心理的効果を失わせることから特に危険な箇 

      所に限定する必要がある。 

                  図５－３ 曲線部補助標識寸法図 

出典）『土木工事設計マニュアル（平成２９年４月） 中国地方整備局 P3-4-25』 
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図５－４ 曲線部補助標識の設置例 

 

  （３）規制標識 

  道路交通機能上の禁止、制限又は指定を行うための標識で、道路管理者が道路法に基づいて設置するもの 

 と、公安委員会が道路交通法に基づいて設置するものとがある。 

 

  （４）指示標識 

  交通に関して必要な地点等の指示を行う標識であるが、その大部分は、公安委員会の設置に係るもので、 

 道路管理者が設置できるものは規制予告のみである。 

 

 ５－２－３ 設置者の区分 

 道路標識の設置にあたっては標識令第４条の規定により 

 （１）道路管理者が設置するもの。 

 （２）都道府県公安委員会が設置するもの。 

 （３）道路管理者又は、都道府県公安委員会が設置するもの。 

 以上の３種類に区分され、次表のとおり定められている。 
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道路標識の設置者区分

道
路
管
理
者

交
安
委
員
会

道
路
管
理
者

交
安
委
員
会

案内
標識

全種類 〇 （327） 車両通行区分 〇

警戒
標識

全種類 〇 （327の2）
特定の種類の車両の通
行区分

〇

（301） 通行止め 〇 〇 （327の3）
牽引自動車の高速自動
車国道通行区分

〇

（302） 車両通行止め 〇 〇 （327の4） 専用通行帯 〇

（303） 車両進入禁止 〇 〇 （327の4の2） 普通自転車専用通行帯 〇

（304）
二輪の自動車以外の自
動車通行止め

〇 〇 （327の5） 路線バス等優先通行帯 〇

（305）
大型貨物自動車等通行
止め

〇 （327の6）
牽引自動車の自動車専
用道路第一通行帯通行
指定区間

〇

（305の2）
特定の最大積載量以上
の貨物自動車等通行止
め

〇 （327の7-A～D） 進行方向別通行区分 〇

（306）
大型乗用自動車等通行
止め

〇 （327の8）
原動機付自転車の右折
方法（二段階）

〇

（307）
二輪の自動車・原動機付
自転車通行止め

〇 （327の9）
原動機付自転車の右折
方法（小回り）

〇

（308）
自転車以外の軽車両通
行止め

〇 （327の10）
環状の交差点における右
回り通行

〇

（309） 自転車通行止め 〇 （327の11） 平行駐車 〇
（310） 車両（組合せ）通行止め 〇 〇 （327の12） 直角駐車 〇

（310の2）
大型自動二輪車及び普
通自動二輪車二人乗り
通行禁止

〇 （327の13） 斜め駐車 〇

（311-A～F） 指定方向外進行禁止 〇 〇 （328） 警笛鳴らせ 〇
（312） 車両横断禁止 〇 （328の2） 警笛区間 〇
（313） 転回禁止 〇 （329-A・B） 徐行 〇 〇

（314）
追越しのための右側部分
はみ出し通行禁止

〇 （329の2-A・B） 前方優先道路 〇

（314の2） 追越し禁止 〇 （330-A・B） 一時停止 〇
（315） 駐停車禁止 〇 （331） 歩行者通行止め 〇
（316） 駐車禁止 〇 （332） 歩行者横断禁止 〇
（317） 駐車余地 〇 （401） 並進可 〇
（318） 時間制限駐車区間 〇 （402） 軌道敷内通行可 〇

（319）
危険物積載車両通行止
め

〇 （402の2）
高齢運転者等標章自動
車駐車可

〇

重量制限（道路法による
道路に設置する場合）

〇 （403） 駐車可 〇

重量制限（道路法による
道路以外の道路に設置
する場合）

〇 （403の2）
高齢運転者等標章自動
車停車可

〇

高さ制限（道路法による
道路に設置する場合）

〇 （404） 停車可 〇

高さ制限（道路法による
道路以外の道路に設置
する場合）

〇 （405） 優先道路 〇

（322） 最大幅 〇 （406） 中央線 〇
（323） 最高速度 〇 （406の2） 停止線 〇

（323の2）
特定の種類の車両の最
高速度

〇 （407-A・B） 横断歩道 〇

（324） 最低速度 〇 （407の2） 自転車横断帯 〇
（325） 自動車専用 〇 （407の3） 横断歩道・自転車横断帯 〇
（325の2） 自転車専用 〇 〇 （408） 安全地帯 〇
（325の3） 自転車及び歩行者専用 〇 〇 （409-A・B） 規制予告 〇 〇
（325の4） 歩行者専用 〇 〇
（326-A・B） 一方通行 〇 〇
（326の2-A・B） 自転車一方通行 〇 〇

設置者区分

指
示
標
識

〇

（320）

設置者区分

分類
標識
番号

種　　　類

規
制
標
識

補助
標識

全種類 〇

分類
標識
番号

（321）

種　　　類
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 ５－２－４ 設置基準 

  （１）設置場所の選定 

   （ア）道路標識は安全で円滑な交通を確保するためのものであり、視認距離、判読距離等十分検討する 

     こと。 

   （イ）照明、街路樹、他の標識、情報板また、電話ボックス、電柱等により、見えにくくなるおそれの 

     ない場所を選ぶこと。 

   （ウ）道路標識等の交差点付近への集中を避けるため、必ずしも交差点付近に設置する必要のないもの 

     については、できる限り交差点付近を避けること。 

   （エ）交通の傷害または危険とならない場所を選ぶこと。 

   （オ）損傷を受けるおそれのない場所を選ぶこと。 

   （カ）管理上支障のない場所を選ぶこと。 

   （キ）道路構造に著しく支障を及ぼさない場所を選ぶこと。 

   （ク）信号制御の交差点付近の標識については、特に信号の視認性を阻害することのないよう十分注意 

     して設置位置を決定すること。                                             

   （ケ）標識板の共架、背面利用による支柱乱立防止を図ること。 

 

  （２）標識の高さ及び設置方法 

  標識板の路面からの表示高さは、次の基準とする。 

  路側式の場合①歩道や路肩等、歩行者の進入がある所       …２５０cm 

        ②標識幅より広い植樹帯や法面等歩行者の進入がない所…１８０cm 

                         片持・門型の場合…５００cm 以上 
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図５－５ 標識の高さ及び設置方法 

  イ）歩道等に設置する場合（路側式） 

出典）『道路標識設置基準・同解説（令和２年６月）日本道路協会 P63』 

 

  ロ）の１ 歩道等を有しない場合（路側式） 

 

      ※歩道や路肩等、歩行者の進入があるところ                ・・・２５０cm 

        標識幅より広い植樹帯や法面等、歩行者の進入がないところ・・・１８０cm 
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 ロ）の２ 中央分離帯に設置する場合 

 

出典）『道路標識設置基準・同解説（令和２年６月）日本道路協会 P64』 

 ハ）の１ 片持式                      ハ）の２ 片持式（植樹されている道路の例） 

 

出典）『道路標識設置基準・同解説 

（令和２年６月）日本道路協会 P65』 
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 二）門型式 

 

 

 

 

 ホ）添架式 
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 ５－２－５ 標識板                      

  （１）標示板・文字の寸法 

   １）案内標識の基本寸法 

    ①漢  字：設計速度 ７０km/h 以上         ・・・    ３０cm    （基準値） 

                              ４０、５０、６０km/h  ・・・   ２０cm    （基準値） 

                              ３０km/h 以下         ・・・    １０cm    （基準値） 

    ②ローマ字：大文字：漢字の大きさの１／２（小文字は大文字の３／４程度） 

    ③数  字：１０５，１０６系    ・・・       漢字の大きさの１．０倍 

          １０８系            ・・・       漢字の大きさの０．７倍 

                    １１４系            ・・・       漢字の大きさの０．５倍 

    ④文字の間隔：漢字の大きさの１／１０以上 

 

   ２）警戒・規制・指示標識 

    ①警戒標識            ・・・・       ４５cm（標準値） 

    ②規制・指示標識      ・・・・       ６０cm（標準値） 

                                                                     

  （２）標識板の反射材料                                    

   標識板は原則として高輝度反射シ－ト（カプセルレンズを標準）とする。        

                                                                   

  （３）標識の拡大率の標準値 
 
         標識種別 
 

片側２車線以上 
及び一般国道 

片側１車線 
 
 

 
 
  案内 
  
 
 
 

 

 標識 
    
 

「方面・方向及び距離」、「方面及び距離」、 
「方面及び方向の予告」、 「方面及び方向」、 
「方面・方向及び道路の通称名の予告」 
「方面・方向及び道路の通称名」 

 
  １．５ 
 
 

 
   １．５ 
 
 

市町・都府県・著名地点及び主要地点   １．０    １．０ 

駐車場・国道番号・都道府県番号 

チェーン着脱場及びまわり道(120-A) 

   

 １．６ 

 

   

  １．３ 

 

登坂車線・道路の通称名   １．５    １．５ 
非常駐車帯・非常電話   １．０    １．０ 
待避所   １．０    １．０ 

警戒標識 全標識      １．６    １．３ 
規制標識 全標識   １．０    １．０ 

 

                図５－６に案内標識の基本寸法を示す。その他詳細については、道路標識設置基準・ 

        同解説（日本道路協会）参照のこと。 
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  （４）英語による表示 

   表５－４の施設については、原則として同表の英語（略称も可）の併用表示を用いることとする。 

 

 

表５－４ 案内標識の英語表記施設 

 施設等 英語 略称

鉄道駅、軌道駅 Station Sta.

空港 Airport

港湾 Port

自動車駐車場 Parking

トンネル Tunnel

橋 Bridge Brg.

通り
Avenue/Street

/Boulevard
Ave. /St. /Blvd.

城 Castle

温泉 Onsen

美術館 Museum of Art

公園 Park

県庁 Prefectural Office Pref. Office

市役所 City Hall

町役場 Town Office

郵便局 Post Office

病院 Hospital

小学校 Elementary School Elem. School

中学校
Junior High

School
J.H. School

高等学校 High School

大学

University/

College/

Institute

体育館 Gymnasium

山岳 Mountain Mt.

河川 River Riv.
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   出 典 ）『 道 路 標 識 ハ ン ド ブ ッ ク Ⅲ （ 2 0 1 2 年 度 版 ）  

（ 一 社 ） 全 国 道 路 標 識 ・ 標 示 業 協 会  P 2 5』  
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  （５）地名シ－ト                                                                     

  φ267.4以上の支柱に地名シ－トを設置する。                                    

   位  置      路面よりシ－ト下端まで h＝１．２m                      

   向  き      シ－ト中心を道路方向に１５°道路側へずらす              

   表示地名      市町名及び大字名                                      

   材  料      反射シート  素地 封入レンズ型（ホワイト）            

          文  字                  （ブラック）            

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－７ 地名シート詳細図 

  （６）標識柱銘板                                                                     

  標識の設置後、「山口県、設置年月日等」を記入したステッカーを貼り付けなければならない。貼付位置  

 及び寸法は図５－８、及び図５－９のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－８ 標識柱銘板詳細図（支柱） 

支柱φ２６７．４以上

地名シート

1
,2
0
0

20 80 20

10

1
00

1
00

2
00

2
00

2
00

2
00

2
0

2
0

1
0

1
0

1
0

200
50 50

2
0

80 80

10

300

2
0

ス
テ
ッ
カ
ー 



- 47 - 

 

 

 

 

 

 

 

図５－９ 標識柱銘板詳細図（標識板） 

                                                                                           

 ５－２－６ 標識の支柱                         

   （１）支柱の設計                  

  道路標識の支柱は、板の大きさ及び設置場所の状況等を勘案して十分な強度をもった構造でなければなら 

 ない。門型式、片持式の水平部材も含め、支柱の構造については、鋼構造設計基準（日本建築学会）を参照 

 することができる。                          

 

 （２）標示板を柱へ取り付ける方法          

  標示板を柱に取り付ける方法には、直接式と間接式とがある。また構造には固定構造のものとヒンジ構造 

 のものとがあり、設計上の分け方は構造の種類で分けるのが一般的である。なお、照明柱、信号機、電柱、 

 歩道橋の桁や手摺等既設の構造物を利用する場合には、それらの強度を十分考慮し、標示板の大きさ、取付 

 構造の種類を選択する必要がある。 

  

  （ア）固定構造          

   固定構造のものは柱取付金具又は腕木金具等を用いて標示板と柱を固定する取付け方である。路側式に 

  あっては構造が簡単であり、門型式、片持式にあっては信頼性の高い取付け方式で大型標識の場合にも適 

  している。 

     

 ５－２－７ 標識の基礎の設計及び規格と寸法                                        

  片持式（逆Ｌ型及びＦ型）標識の基礎の設計に当たっては、「道路案内標識標準図集（案）（平成１３年 

 ７月）」を使用するものとする。また、路側式の支柱及び基礎については、次項の選定表を参考に設計する 

 こと。なお、これに、より難いものについては、以下により別途設計すること。 

  ※道路標識設置基準・同解説(S62.1) P212 

   基礎の設計は「道路付属物の基礎について」（ 昭和５０年７月１５日付け建設省道企発第５２号建設省 

  道路局企画課長通達）によるものとする。       

   この設計は、道路橋示方書Ⅳ下部構造編、７章ケーソン基礎の設計を一部修正して用いたもので、設計 

   上次の事項を仮定としている。     

   ・基礎周辺地盤はＮ値１０程度の砂質地盤で、地盤反力係数は深さとともに増大するものと考え、三角 

   形分布を採用する。    

   ・基礎前面地盤の単位体積重量１．７ｔ／ｍ3  とし、受働土圧係数は３．５３とする。なお、底面地盤 

   のせん断抵抗力は無視する。         

   ・標識の取付方法は固定構造とする。 
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路側式（単柱型）の道路標識の支柱及び基礎

標識の種類 標識枚数 標識倍率
支　柱　寸　法

ａ(m) ｂ(m) 面積（㎡） 重心高（m） ｃ(m) ｄ(m) 面積（㎡） 重心高（m） 水平力（ｔ）
曲げﾓｰﾒ
ﾝﾄ（t・m） （外径mm×内厚mm） 未舗装面に

設ける場合
舗装面に
設ける場合

1.0 0.450 0.450 0.194 3.21 0.320 0.400 0.128 2.66 0.05 0.13 60.5×2.3 60 50 30

1.3 0.585 0.585 0.329 3.42 0.416 0.520 0.216 2.71 0.08 0.22 76.3×2.8 90 70 30

1.6 0.720 0.720 0.498 3.63 0.512 0.640 0.328 2.76 0.11 0.35 89.1×2.8 120 90 30

1.0 0.450 0.450 0.147 3.11 0.385 0.450 0.173 2.69 0.05 0.12 60.5×2.3 60 50 30

1.3 0.585 0.585 0.249 3.29 0.500 0.580 0.290 2.75 0.08 0.21 60.5×3.8 90 70 30

1.6 0.720 0.720 0.377 3.48 0.616 0.720 0.444 2.81 0.11 0.33 89.1×2.8 120 90 30

1.0 0.300 0.450 0.135 2.65 - - - - 0.03 0.06 60.5×2.3 60 50 30

1.3 0.390 0.585 0.228 2.70 - - - - 0.04 0.09 60.5×2.3 60 50 30

1.6 0.480 0.720 0.346 2.74 - - - - 0.05 0.13 60.5×2.3 60 50 30

1.0 0.600 0.600 0.360 2.80 - - - - 0.05 0.13 60.5×2.3 60 50 30

1.3 0.780 0.780 0.608 2.89 - - - - 0.09 0.23 76.3×2.8 90 70 30

1.6 0.960 0.960 0.922 2.98 - - - - 0.13 0.35 89.1×2.8 120 90 30

1.0 0.900 0.600 0.540 2.95 - - - - 0.08 0.20 60.5×3.8 90 70 30

1.3 1.170 0.780 0.913 3.09 - - - - 0.13 0.36 89.1×2.8 120 90 30

1.6 1.440 0.960 1.382 3.22 - - - - 0.18 0.56 101.6×3.2 150 110 30

1.0 0.450 0.450 0.203 3.04 0.220 0.600 0.132 2.61 0.05 0.13 60.5×2.3 60 50 30

1.3 0.585 0.585 0.342 3.20 0.286 0.780 0.223 2.64 0.08 0.22 60.5×3.8 90 70 30

1.6 0.720 0.720 0.518 3.36 0.352 0.960 0.338 2.68 0.12 0.34 89.1×2.8 120 90 30

2.0 0.900 0.900 0.810 3.58 0.440 1.200 0.528 2.72 0.18 0.54 89.1×4.2 150 110 30

2.5 1.125 1.125 1.266 3.85 0.550 1.500 0.825 2.78 0.27 0.89 114.3×4.5 180 130 30

1.0 0.450 0.450 0.406 3.36 0.220 0.600 0.132 2.61 0.08 0.22 76.3×2.8 90 70 30

1.3 0.585 0.585 0.684 3.61 0.286 0.780 0.223 2.64 0.12 0.39 89.1×3.2 120 90 30

1.6 0.720 0.720 1.036 3.87 0.352 0.960 0.338 2.68 0.18 0.61 101.6×4.2 150 110 30

2.0 0.900 0.900 1.620 4.21 0.440 1.200 0.528 2.72 0.28 1.02 139.8×3.5 180 130 30

2.5 1.125 1.125 2.532 4.64 0.550 1.500 0.825 2.78 0.43 1.72 165.2×4.5 *80×150 *80×110 40

市町村（ふるさとサイン） 1.0 1.650 0.900 1.485 3.33 - - - - 0.20 0.62 101.6×4.2 150 110 30

注１）基礎天端から標識下端が2.5m以下に適用する。
注２）標識面積か標識枚数が本表より大きい場合は、別途計算する。
注３）基礎の根入れ長さの＊印は、基礎幅80cmである。

支柱の
埋込長
（cm）

基礎の根入れ長さ（cm）
（基礎幅50cm）

支柱基部応力

１枚
補助標識
付設可

本　　標　　識 補　助　標　識

２枚
補助標識
付設可

補助標識
付設可

補助標識
付設可

警戒標識

国道番号（118）

駐車場（117-A）

非常電話（116の2）
待避所（116の3）
非常駐車帯（116の4）
道路の通称名（119系）

県道番号（118の2）

まわり道（120ｰA）

116の4
116の5

116の6
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路側式標識の寸法表        
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     非常電話 (116の 4)、待避所 (116の 5)      
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路側式（複柱型）の道路標識の支柱及び基礎

標識の種類 文字高 文字数
支　柱　寸　法

(cm)
ａ(m) ｂ(m) 面積（㎡）重心高（m）水平力（ｔ）

曲げﾓｰﾒﾝ
ﾄ（t・m） （外径mm×内厚mm）

未舗装面に
設ける場合

舗装面に
設ける場合

20.0 2（県除く） 0.520 1.280 0.666 2.76 0.05 0.12 60.5×2.3 60 50 30

30.0 2（県除く） 0.780 1.920 1.489 2.89 0.10 0.26 76.3×2.8 90 70 30

2 1.420 1.540 2.187 3.21 0.15 0.44 89.1×4.2 120 90 30

3 1.420 1.760 2.499 3.21 0.16 0.50 89.1×4.2 120 90 30

4 1.420 2.000 2.840 3.21 0.19 0.57 101.6×4.2 150 110 30

2 2.130 2.310 4.920 3.57 0.32 1.08 139.8×3.5 *80×120 *80×90 40

3 2.130 2.640 5.623 3.57 0.36 1.24 139.8×4.5 *80×150 *80×110 40

4 2.130 3.000 6.390 3.57 0.41 1.40 139.8×4.5 *80×150 *80×110 40

2 0.950 1.540 1.463 2.98 0.10 0.28 76.3×3.2 90 70 30

3 0.950 1.760 1.672 2.98 0.12 0.32 89.1×2.8 120 90 30

4 0.950 2.000 1.900 2.98 0.13 0.36 89.1×2.8 120 90 30

2 1.430 2.310 3.303 3.22 0.22 0.66 101.6×4.2 150 110 30

3 1.430 2.640 3.775 3.22 0.25 0.75 114.3×3.5 150 110 30

4 1.430 3.000 4.290 3.22 0.28 0.85 114.3×4.5 180 130 30

2 0.480 1.540 0.739 2.74 0.05 0.13 60.5×2.3 60 50 30

3 0.480 1.760 0.845 2.74 0.06 0.15 60.5×3.2 90 70 30

4 0.480 2.000 0.960 2.74 0.07 0.17 60.5×3.2 90 70 30

2 0.720 2.310 1.663 2.86 0.11 0.30 76.3×3.2 120 90 30

3 0.720 2.640 1.901 2.86 0.13 0.35 89.1×2.8 120 90 30

4 0.720 3.000 2.160 2.86 0.15 0.39 89.1×2.8 120 90 30

注１）本表は路側式（複柱型）に適用し、地形等により片持式になる場合は別途考慮する。
注２）基礎天端から標識下端が2.5m以下に適用する。
注３）地形等で左右の支柱の長さが違っても、注２）の範囲であれば適用する。
注４）標識面積か標識枚数が本表より大きい場合は、別途計算する。
注５）基礎の根入れ長さの＊印は、基礎幅80cmである。

20.0

30.0

方面、方向及び距離
（105-A）

支柱の
埋込長
（cm）

基礎の根入れ長さ（cm）
（基礎幅50cm）

１本当りの支柱基部応力標　　識　　寸　　法

都府県（102-A）

方面、方向及び距離
（105-B）

方面、方向及び距離
（105-C）

20.0

30.0

20.0

30.0



- 52 - 

路側式標識の寸法表                       

複柱型  
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６．区画線 

６－１ 設置者の区分 

 ６－１－１ 設置者の区分 

  区 画 線…………道路管理者が設置するもの 

  道 路 標 示     …………公安委員会が設置するもの 

 ６－１－２ 区画線と道路標示の設置区分 

 

表６－１ 設置区分 

   区    画    線  

  

   道   路   標   示    

 

 種   類 設置場所と設置区分   種   類 表示する意味と設置区分 

 

 

 

 

 車道中央線 

     (101) 

 

 

 

 

①車道（軌道敷であ 

 る部分を除く。)の 

 幅員が5.5メート 

 ル以上の区間内の 

 中央を示す必要が 

 ある車道の中央 

②車道幅員６メート 

 ル以上の区間のう 

 ち右記の区間を除 

 く全区間 

 

 

 

 

 中央線 (205) 

 （指示標示） 

 

 

 

 

①道路の中央であること 

 又は道交法第17条第 

 ４項の道路標示による 

 中央線であること。 

②道交法第30条の規定 

 により道路の両側につ 

 いて追越し禁止の指定 

 をする区間 

  

  

 

 

 

 

 

 車線境界線 

     (102) 

 

 

 

 

 

①４車線以上の車道 

 の区間内の車線の 

 境界線を示す必要 

 がある区間の車線 

 の境界 

②直轄管理区間、有 

 料道路区間その他 

 道路の新改築に伴 

 つて設置する場合 

（右記の区間を除 

 く。） 

 

 車線境界線 

    (206) 

 （指示標示） 

①４車線以上の道路の区 

 間内の車線の境界であ 

 ること 

 車線通行帯 

    (109) 

 （規制標示） 

 

 

 

 

 

 

①道交法第２条第１項第 

 ７号に規定する車両通 

 行帯であること 

②道交法第20条第２項 

 の規定により同条第１ 

 項に規定する通行区分 

 と異なる車両通行区分 

 を指定する車両通行帯 

 を設ける場合 

 車道外側線 

    (103) 

 

 

①車道の外側の縁線 

 を示す必要がある 

 区間の車道の外側 

②必要な区間 

 路側帯 

   (108) 

 （規制標示） 

 

①道交法第２条第１項第 

 ３号の４に規定する路 

 側帯であること 

 

 歩行者横断指 

 導線   (104) 

 

①歩行者の車道の横 

 断を指導する必要 

 がある箇所 

 横断歩道 

    (201) 

 （指示標示） 

①道交法第２条第１項第 

 ４号に規定する横断歩 

 道であること 
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 車道幅員の変 

 更   (105) 

 

 

①異なる幅員の車道 

 の接続点で、車道 

 の幅員の変更を示

 す必要がある場所 

②全箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 路上障害物の 

 接近  (106) 

 

 

①車道における路上 

 障害物の接近を示 

 す必要がある場所 

②右記の箇所を除く 

 全箇所 

 安全地帯又は 

 路上障害物に 

 接近   (208) 

 （指示標示） 

 

①安全地帯又は路上障害 

 物に接近しつつあるこ 

 と 

②安全地帯への接近箇所 

 

  

  

 導流帯 (107) 

 

 

①車両の安全かつ円 

 滑な走行を誘導す 

 る必要がある場所 

②原則として道路管 

 理者 

 導流帯 

   (208の２) 

 （指示標示） 

 

 

①車両の安全かつ円滑な 

 走行を誘導するために 

 設けられた場所である 

 こと 

 

  

 路上駐車場 

     (108) 

 

 

 

①路上駐車場の外縁  

 （歩道に接するも 

 のを除く。） 

②全箇所 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注） 

   １ 「種類」の欄中（ ）内の数字は、標識令により定められた「番号」を示す。 

   ２ 「設置場所と設置区分」の欄中①は設置場所又は表示する意味を、②は通達に 

     基づいて定められた設置区分を示す。なお、この設置区分は、有料道路の場合 

     には適用されず、この場合にはすべて道路管理者が設置するものとし、その他 

     の道路についても、従前からの慣行がある場合その他特別の事情がある場合で 

     この設置区分により難いときは、両者の協議により、これと異なる区分による 

     ことができるものとされている。 

   ３ 設置区分については次の定めがある。 

    (1) 前表は簡易な舗装を除く舗装済区間に適用するものとする。 

    (2) 設置の際は相互に連絡のうえ両者においてあらかじめ十分協議するものと 

      する。 

    (3) 設置後の維持管理は、原則として当初の設置者が実施するものとする。 

 

 ６－２ 区画線の設置様式 

「車道中央線」「車線境界線」「車道外測線」の設置時の長さ、間隔及び幅については、

表６－２に示す値を標準とする。 
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                                                              （単位：ｍ） 

表６－２ 区画線設置様式標準値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標識令の規定 

 

 

標     準     値 

 

①都市部の 

道路 

 

②地方部の道 

路及び自動車 

専用道路(③を

除く) 

③設計速度 

80㎞/h以上 

の自動車専

用道路 

 

４車線 

以上 

 

車道中央線 

（実線２本） 

  幅 (t) 0.10～0.15 0.15 0.15 0.15 

実線間隔(d) 0.10～0.15 0.15 0.15 0.15 

車道中央線 

実線１本） 

 

  幅 (t) 

 

0.15～0.20 

 

0.20 

 

0.20 

 

0.20 

 

 

２車線 

 

 

車道中央線 

（実線１本） 

 

 幅 (t) 

 

0.12～0.15 

 

0.15 

 

0.15 

 

0.15 

車道中央線 

（破線） 

 

長さ (ℓ 1) 3.00～10.00 5.00 5.00 5.00 

間隔 (ℓ 2) ℓ 1 5.00 5.00 5.00 

  幅 (t) 0.12～0.15 0.15(0.12) 0.15 0.15 

 

 

４車線 

以上 

 

 

車線境界線 

（実線） 

 

  幅 (t) 

 

0.10～0.15 

 

0.15 

 

0.15 

 

0.15 

車線境界線 

（破線） 

 

長さ (ℓ 1) 3.00～10.00 6.00(5.00) 6.00(5.00) 8.00 

間隔 (ℓ 2) 

 

(1.0～2.0) 

×ℓ 1 

9.00(5.00) 

 

9.00(5.00) 

 

12.00 

 

  幅 (t) 0.10～0.15 0.15 0.15 0.15 

 車道外側線   幅 (t) 0.15～0.20 0.15 0.15 0.20 

 長さ（ℓ 1）、間隔（ℓ 2）、幅（ｔ）及び実線間隔（ｄ）は、次図に示すところによる。 

       

（破線の場合） 

        

 

 

          t    

 

       

      （実線の場合） 

 

                      t   

                      ｄ 

                        

 

 

 

ℓ 1 ℓ 2 
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  （注） 

   １ 表６－２の（  ）書きの値については、次の場合に適用する。 

    (1) 車道中央線（破線）の幅については、都市部で平均走行速度が低く、かつ、 

      交通量が少ない道路に設けられる場合には、0.12ｍとすることができる。 

    (2) 車線境界線に破線を用いる場合の長さと間隔の比（ℓ 1：ℓ 2）については、 

      曲線半径の小さい曲線部又は縦断勾配の急な箇所等、特に区画線の連続的視認 

      性を良好に保つ必要のある区間、あるいは都市部にあって交差点間隔の特に狭 

      い地域等では比率を１：１まで縮小することができる。この場合はℓ 1＝ℓ 2 

      ＝５ｍとする。 

   ２ 前表中③に分類される自動車専用道路にあっても、設計速度以下の速度規制が 

    実施される場合には、規制機関等を考慮のうえ②と③いずれかの標準値によるか 

    を選択するものとする。 

   ３ ここに示した道路区画線の標準値は、新設又は改築を行う道路（高速自動車国 

    道及び都市高速道路は除く。）に適用するものとし、既設の道路については、区 

    画線の塗り替え、舗装の打ち換え、オーバーレイ等の機会をとらえて漸時標準値 

    に近づけていくものとする。 

     ただし、車線境界線（破線）については、塗り替えの際は（ℓ 1＋ℓ 2）を既設 

    のままとし、暫定的に比率（ℓ 1：ℓ 2）だけを標準に合わせ、舗装の打ち換え、 

    オーバーレイ等を実施する際に前後の道路との連続性、当該箇所の延長等を考 

    慮して適宜標準値へ移行するよう措置するものとする。 

   ４ 車道中央線（実線）の適用について 

     新設又は改築の４車線以上の道路で、やむを得ず中央分離帯を設けず車道中央 

    線を引く場合には、実線２本の設置が望ましい。この場合、車線幅員は道路中心 

    線からとるものとする。したがって中央寄りの車線については、実質的な通行幅 

    （図の a）が減少することになるが、路肩幅員の余裕等条件が許せば車線幅員を 

    拡げて必要な通行幅を確保することができる。 

 

 

 

 

    車線幅員 

 

 

      車線幅員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      a 
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６－３ 区画線の設置位置 

 ６－３－１ 歩道のない場合 

 

 

 

 

 

 

 

出典）『土木工事設計マニュアル（平成 29年 4月） 中国地方整備局 P3-4-35』 

 

 ６－３－２ 歩道のある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）『土木工事設計マニュアル（平成 29年 4月） 中国地方整備局 P3-4-36』 

 

  （注） 

   １ 歩道のある場合で路肩が≦0.49ｍ以下のときは区画線は設けなくてもよい。 

   ２ 車道幅員は、車線幅を基準にする。 

     すなわち、１車線Ｗ＝3.25ｍで２車線の場合はＷ＝3.25×２＝6.50ｍとなり、 

    おのおの、外側線の車道側の内側の縁から中心線設置位置の中心位置までの距離 

    となる。 
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６－４ 区画線の種類 

 ６－４－１ 車道中央線［101］ 

 １ 道路改良に伴う中央線の取扱いについて 

  （昭和 57 年９月 24 日 道路整備第 276 号） 

   中央線の実施については、道路法第 95 条２項による公安委員会との協議事項であ 

  るが、所轄警察署と十分な調整を行い、処理すること。 

   なお、中央線の実線と破線の選定については、追越視距や沿道状況等を考慮したう 

  えで、所轄警察署と協議すること。 

 

 ２ ４車線以上の車道に設置するとき 

                                                        0.15～0.20 

 

                                                                         

 ３ ２車線の車道に設置するとき 

  (1) ペイント又はこれに類するものによるとき 

 

                                                        0.12～0.15 

                     色彩 白 

 

 

 

 

 

                              ℓ 2  ℓ 1 = 3～10 

 

  (2) 道路鋲，石又はこれに類するものによるとき 

 

                                                         0.10～0.15 

                    

 

 

 

                                           1.0～5.0 

 

 ４ 特に必要があるとき 

      0.10～0.15  

 

  

 

      0.10～0.15 

 

 

色彩 白 

 

0.10～0.15 

 色彩 白 
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 ６－４－２ 車線境界線［102］ 

  １ ペイント又はこれに類するものによるとき 

 

  

 

 

                                 

                     

                              

                                                                         

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ℓ1 

 

ℓ 2 

 

           

 

         

                               ℓ 1 = 3～10   ℓ 2 =  (1.0～2.0)  ℓ 1 

  ２ 道路鋲，石又はこれに類するものによるとき 

 

  

 

 

                       

                                                              0.10～0.15 

 

               

 

 

                                            1.0～5.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

車道中央線，中央線又は中央分離帯 

〔0.15〕 

 

〔0.15〕 

 色彩 白 

 

車道中央線，中央線又は中央分離帯 

〔0.15〕 

 

色彩 白 

 

車道中央線，中央線又は中央分離帯 
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  ３ 高速道路等の入口、出口、分岐点、登坂車線又は乗合自動車停留所の付近に設置 

   する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）『路面標示設置マニュアル （平成 27 年 9月） （一財）交通工学研究会 P126』 

 

 ６－４－３ 車道外側線［103］ 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

             道路鋲による区画線の場合 

 

                ○     ○     ○     ○ 

                            0.10～0.15 

                   0～10.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車道通行帯境界線，車道中央線等 

道路の左側端 

〔0.15〕 
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 ６－４－４ 車道幅員の変更［105］ 

 

                  

 

   路端 

  

 

 

  

    

    

                                            0.15 

                     ℓ ＞15ｄ 

                                                                       色彩 白 

  

 路端 

 ６－４－５ 路上障害物の接近［106］ 

  １ 片側に避ける場合 

 

 

        安全地帯 

        又は障害物  色彩 白 

 

 

  ２ 両側に避ける場合 

 

 

 

        安全地帯 

        又は障害物   色彩 白 

 

 

 

出典）『路面標示設置マニュアル （平成 27 年 9月） （一財）交通工学研究会 P138』 

 

 ６－４－６ 導流帯［107］ 

 １ 道路管理者が設置する区画線「導流帯（107）」の規格は図６－１(1)のように規定 

  されている。 

 ２ 交差点及びその付近等において、交錯する交通の流れを分離し、車両を安全かつ円 

  滑に一定の進路に誘導する必要がある次のような場合に「導流帯（107）」を設置する。 

  (1)  交差点が広すぎるため、交差点を通行する車両の走行位置が不安定で交通能率が 

    低下し、又はこれに起因する交通渋滞又は交通事故が多発する場合 

 

ｄ 

ℓ

2 
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  (2) 交差点が変形又は複雑であるため、車両の交錯が多く、これに起因する交通渋滞 

    又は交通事故が発生している場合 

  (3) その他道路の形状及び交通の状況からみて必要と認められる場合、また、導流帯 

    を設置する場合には、必要に応じて島状の施設（交通島）又は公安委員会との協議 

    により、道路標示（「停止線（203）」「進行方向（204）」等）を併せて用いる。 

     図６－１(1),(2),(3)は「導流帯（107）」の設置例である。 

 

                         図６－１ 導流帯（１０７） 

  (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3) 

 

 

 

 

 

 

出典）『路面標示ハンドブック 第 5版（平成 30 年 10月）  
（一社）全国道路標識・標示業協会 P118』 
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６－５ 幅員、車線数変化点の処理 

 単路部本線の車線数を増減させたり、車線幅員を変化させたり、車線を横に変移させた

りする場合のすりつけ長は、次式によって求められる値を標準とする。 

     Ｌ＝０．５ＶＷ～０．６ＶＷ 

            ここに、Ｌ：すりつけ長（ｍ） 

                    Ｖ：設計速度または 85 パーセンタイル速度（㎞／ｈ） 

                    Ｗ：すりつけ幅（ｍ） 

 

        表６－３ 直線区間のすりつけ率の標準 

 

 設計速度（㎞／ｈ） 

 

    すりつけ率の標準値 

  地 方 部   都 市 部 

       １２０ 

    １００ 

     ８０ 

         ６０ 

         ５０ 

         ４０ 

         ３０ 

         ２０ 

    １／７０ 

    １／６０ 

    １／５０ 

    １／４０ 

    １／３０ 

    １／２５ 

    １／２０ 

    １／１５ 

      － 

      － 

    １／４０ 

    １／３０ 

    １／２５ 

    １／２０ 

    １／１５ 

    １／１０ 

 

  １ 中央帯の幅が変化する等のために、車道の中央部の幅員が変化する場合 

 

出典）『路面標示ハンドブック 第 5版（平成 30 年 10月）  
（一社）全国道路標識・標示業協会 P32』 

 

  ２ 車道の幅員が変化する場合 

   (1) 中央帯がない場合 

・都市部（沿道利用が多い地域において左側車線および緩速車用として利用する場合）
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出典）『路面標示ハンドブック 第 5版（平成 30 年 10月）  
（一社）全国道路標識・標示業協会 P32』 

             沿道アクセス等路側寄り空間での外乱要素に対処するため、 

             外側車線を除く車線で連続性を確保する。 

    ・地方部（沿道利用が少ない地域において左側車線を連続した走行車線として確 

    保する場合） 

 

 

 

 

 

             地方部においては、キープレフト通行原則を構造的に担保す 

             るために、左側車線を連続した走行車線として確保すること 

             が望ましい。すりつけ部の中間に、路側に対する平行区間 

             （３０ｍ）を挿入し中央寄り車線を走行する車両の車線変更 

             後の円滑性を確保する。 

 
出典）『路面標示ハンドブック 第 5版（平成 30 年 10月）  

（一社）全国道路標識・標示業協会 P32』 

 

６－６ 法定外標示等の運用について 

 区画線・路面標示については標識令で定められているが、これに定められていないいわ

ゆる法定外標示については、下記事項に留意し、事業実施すること。 

 （平成１１年１月４日付道路整備第４９８号及び平成１２年１１月２８日付道路整備第 

  ４１０号参照） 

 

 ６－６－１ 種別 

  （１）「止まれ」路面標示  

  （２）はみ出し禁止規制箇所での車道中央部分のゼブラ標示 

  （３）交差点クロスマーク・ドットライン（外側線）標示 

  （４）減速マーク 

 

 ６－６－２ 設置区分 

  設置区分については、表６－４による。 

 

表６－４ 法定外標示の設置区分 

 法定外標示の種別 既設の復旧 新  設 

 止まれ 原因者 山口県警察 

 ゼブラ標示の内ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ 原因者 山口県警察 

 ゼブラ標示 原因者 協議 ※ 

 交差点ｸﾛｽﾏｰｸ･ﾄﾞｯﾄﾗｲﾝ 原因者 協議 ※ 
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 減速マーク 原因者 協議 ※ 

        ※新設時の施工区分は決まっていないので、所轄警察署と協議のこと。 

 ６－６－３ 規格  

  （１）止まれ 

 

         

出典）『路面標示ハンドブック 第 5版（平成 30 年 10月）  
（一社）全国道路標識・標示業協会 P414』 
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  （２）はみ出し禁止場所での車道中央部分のゼブラ標示 

 
出典）『路面標示ハンドブック 第 5版（平成 30 年 10月）  

（一社）全国道路標識・標示業協会 P417』 

 

  （３）交差点クロスマーク 
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        出典）『路面標示ハンドブック 第 5版（平成 30 年 10月）  
（一社）全国道路標識・標示業協会 P415』 

  （４）ドットライン標示 

 

    出典）『路面標示ハンドブック 第 5 版（平成 30年 10月）  
（一社）全国道路標識・標示業協会 P415』 

  （５）減速マーク 

     

ド
ッ
ト
マ

サ

－

セ サ
イ ク ン イ
ド タ ド
ラ

－

ラ
イ ラ イ
ン イ ン

ン

 2,000

100
200150

100
200

2,200以上 100
200

2,200以上100
200

車　線車　線

角度は付けない

150 150

 2,000

 2,000

 

（ドットマーク） 



- 68 - 

出典）『路面標示ハンドブック 第 5版（平成 30 年 10月）  
（一社）全国道路標識・標示業協会 P417』 

   注）ドットマークに関する留意事項 

   ① 車線の両サイドに施工することを原則とする。片側施工（センターライン側） 

    を検討する場合は、道路標示の「片側はみ出し禁止」と混同されることのないよ 

    う十分注意すること。 

   ② 施工箇所が「駐停車禁止路側帯(108 の 2)」の道路標示が施工されているか、 

    施工の可能性のある箇所には、混同される可能性があるので施工しないことが望 

    ましい。 

   ③ 施工延長は、実勢速度を勘案し決定するが、比較的長い延長を施工しないと 

    効果がないと思われる。２００ｍ以上施工されている場合が多い。 

   ④ ドットマークの端部には角度を付けない。 

   ⑤ ドットマークを施工する場合は、道路整備課に協議を行うこと。 

 

 

６－７ その他 

 ６－７－１ 区画線の塗替え 

 区画線の塗替えは、溶融式を標準とするが、レンガ舗装、仮舗装及び半年以内に舗装工

事等が予定されている路面等へは適さないため、別途考慮すること。 

 

 ６－７－２ 高視認性区画線 

 設計速度に対して最小曲線半径を下回る箇所、事故多発区間及び危険度の高い区間の中

央線については、必要に応じて高視認性区画線を設置する。（車道境界線及び外側線には

設置しない）ただし、住宅地に設置される場合は騒音等の問題が発生することがあるので、

事前に地元調整をすること。 
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７．防護柵 

 

７－１ 車両用防護柵 

 ７－１－１ 設置区間                   

 下記各号のいずれかに該当する区間または箇所においては、道路及び交通の状況に応じ

て原則として、設置するものとする。 

  １ 主として車両の路外への逸脱による乗員の人的被害の防止を目的として路側に設 

   置する区間 

   （１）盛土、崖、擁壁、橋梁、高架などの区間で路外の危険度が高く必要と認め 

     られる区間                          （注１） 

   （２）海、湖、川、沼地、水路などに近接する区間で必要と認められる区間 

   （３）橋梁、高架、トンネルなどへの進入部または車道に近接する構造物などに関 

     連し特に必要と認められる区間 

        

  ２ 主として車両の路外への逸脱による第三者への人的被害（以下「二次被害」とい 

   う。）の防止を目的として設置する区間 

   （１）主として車両の路外への逸脱による二次被害の防止を目的として路側に設置 

     する区間 

    １）道路が鉄道もしくは軌道、他の道路などに立体交差または近接する区間で車 

     両が路外に逸脱した場合に鉄道等、他道路などに進入するおそれのある区間 

   （２）分離帯を有する道路において、主として車両の対向車線への逸脱による二次 

     被害の防止を目的として分離帯に車両用防護柵を設置する区間 

    １）高速自動車国道、自動車専用道路 

    ２）走行速度の高い区間で縦断勾配または線形条件が厳しく対向車線への車両の 

     逸脱による事故を防止するため特に必要と認められる区間 

   （３）主として車両の歩道、自転車道、自転車歩行車道への逸脱による二次被害の 

     防止を目的として、歩道等と車道の境界に設置する区間（防護柵により歩道等 

     を新設する場合を含む。） 

    １）走行速度が高い区間などで沿道人家などへの車両の飛び込みによる重大な事 

     故を防止するため特に必要と認められる区間 

    ２）走行速度が高い区間などで歩行者等の危険度が高くその保護のため必要認め 

     られる区間 

 

  ３ その他の理由で必要な区間 

   （１）事故が多発する道路、または多発するおそれのある道路で防護柵の設置によ 

     りその効果があると認められる区間 

   （２）幅員、線形等道路および交通の状況に応じて必要と認められる区間（注２） 

   （３）気象条件により特に必要と認められる区間 
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    注１）設置区間に係る規定のうち、乗員の人的被害の防止を目的とした「路外危 

      険度の高い区間」に係る取り扱いは下記事項による。 

      ①路側高さ４ｍ以上かつ勾配が１割以下の区間（下図の①） 

        必ず設置する。 

      ②上記以外で（下図②）の区間 

        設置を前提とするが、道路の状況・路外の危険度から、路外逸脱の危険 

       性が低い場合は設置しないことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注２）設置区間に係る規定のうち、「幅員、線形等道路及び交通の状況に応じ 

      て必要と認められる区間」については、曲線半径３００ｍ以下、下り勾配 

      ４％以上の区間を対象として必要性を検討し判断する。 

 

 ７－１－２ 防護柵高さ           

  （１）高さ 

  車両用防護柵の路面から防護柵上端までの高さは、原則として、0.6m 以上 1.0m 以下 

 とする。 

  所要の性能を満たすためにやむを得ず 1.0m を超える高さとする場合は、車両衝突時 

 における乗員頭部の安全性を確保できる構造としなければならない。 

 

 ７－１－３ 種別の適用                    

  （１）一般部 

   １）車両用防護柵は、設計速度および設置する区間に応じて、原則として表７－１ 

    に示す種別を適用するものとする。 

     ここで、重大な被害が発生するおそれのある区間とは、地方幹線鉄道との交差 

    近接区間、高速自動車国道・自動車専用道路などとの交差近接区間、分離帯に防 

    護柵を設置する区間で走行速度が特に高くかつ交通量が多い区間、その他重大な 

    二次災害の発生するおそれのある区間、または、乗員の人的被害の防止上、路外 

路
側
高
さ
(
m
)

法勾配i
1.0 2.0 3.0 4.0
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    の危険度が極めて高い区間をいう。（注３） 

                          

                          表７－１ 種別の適用   

    ①一般国道、県道、その他の道路 

       設 置 位 置 

設計速度 

                  (km/h) 

 

路 側 

 

 

分 離 帯 

 

 

歩車道境界 

 

条 

件 

 

 

 

 

 

 

 

  

  一般区間 

 

60以上 Ｂ Ｂm Ｂp 

50 Ｃ Ｃm Ｃp 

40以下 Ｃ Ｃm Ｃp 

 重大な被害が

発生するおそれ

のある区間 

60以上 Ａ Ａm Ａp 

  50   Ｂ Ｂm Ｂp 

40以下 Ｃ Ｃm Ｃp 

 新幹線などと

交差または近接

する区間 

60以上 ＳＢ － ＳＢp 

  50   ＳＢ － ＳＢp 

40以下 ＳＢ － ＳＢp 

                                                                       

    ②高速自動車国道及び自動車専用道路  

     

     

     

     

     

  

 

 

 

       設 置 位 置 

                 設 計 速 度 

                  (km/h) 

 

路 側 

 

 

分 離 帯 

 

条 

件 

 

 

 

 

  一般区間 

   

80以上 Ａ Ａm 

60以下 Ａ Ａm 

 重大な被害が発生する

おそれのある区間 

80以上 ＳＢ ＳＢm 

60以下 ＳＣ ＳＣm 

 新幹線などと交差また

は近接する区間 

80以上 ＳＳ － 

60以下 ＳＡ － 

 

    注３）「乗員の人的被害の防止上、路外の危険度が極めて高い区間」については、 

      下記事項を目安として取り扱う。 

      ①高さ１５ｍ以上で、法勾配が２割以下の斜面部 

      ②水深２ｍ以上の水面に近接し、路外に逸脱した車両が水中に突入する可能 

      性の高い区間 

 

   ２）車両用防護柵は、「車両用防護柵標準仕様」において、性能の確認された「た 

    わみ性防護柵（標準型）」を使用する。 

     ただし、構造物上、または幅員の狭い分離帯などに防護柵を設置する場合は、 

    道路の建築限界による制限とともに、車両衝突時に防護柵の路外への変位量が特 

    に制限されることから、必要に応じ剛性防護柵を用いることができるものとして 
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    いる。また、交通量の多い区間で防護柵の修繕を頻繁に行わなければならないよ 

    うな場合は、その都度交通規制を伴い通行に支障を生じるおそれもあることから、 

    この様な場合にも変形のない剛性防護柵を選定することができる。 

 

   ３）ガードレールの山ビーム、ガードパイプの楕円ビーム等新規構造品は、原則と 

    して使用しない。使用する場合は、道路整備課と協議のこと。 

    （注）新規構造品とは、Gr-C-4E2,Gp-Bp-2E2 等のように、従来品とは異なる形状 

      の部材を用い、たわみ性防護柵の性能を満たしているものをいう。 

 

  （２）橋梁部 

  橋梁設計マニュアル（案）（平成２５年３月改訂 山口県土木建築部）基準編７－５ 

 「橋梁用防護柵」によること。 

    

 参考 防護柵記号の説明 

  ①路側用防護柵 

 

 

 

 

 

 

 

  ②分離帯用防護柵 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③歩車道境界用 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇｒ － Ｃ－４Ｅ２

新規構造
２：　一山ビーム（ガードレール）

型式 ２：　楕円ビーム（ガードパイプ）
ｒ：ガードレール 　　埋込区分
ｐ：ガードパイプ 　　Ｅ：土中
ｃ：ガードケーブル 　　Ｂ：コンクリート

種別 支柱間隔

Ｇｒ － ＳＣｍ－１Ｂ－２

埋込構造
２：　250mm埋込

型式
ｃ：ガードケーブル 埋込区分
ｂ：ボックスビーム Ｅ：土中
ｒ：ガードレール Ｂ：コンクリート

種別 　　　支柱間隔

Ｇｐ － Ｃｐ－２Ｅ２

新規構造
２：楕円ビーム

型式
ｐ：ガードパイプ 埋込区分

Ｅ：土中
Ｂ：コンクリート

種別 　　　支柱間隔
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  ④橋梁仕様防護柵 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 ７－１－４ 設置方法 

  （１）ガードレール設置の運用については、施工図（ｐ80 ～ｐ83）によるものとし、 

    所定の間隔で必要に応じて視線誘導標を設置すること(p.102 参照)。 

     なお、ガードパイプ及びガードケーブルについてもガードレールと種別が同じ 

    であれば、設置高以外は前出の施工図と同様である。 

     ただし、施工図の条件と現場が合わない場合には、「車両用防護柵標準仕様・ 

    同解説」（平成１６年３月 日本道路協会）の計算例を参考に検討すること。 

  （２）ガードケーブルについては、積雪寒冷特別地域（岩国市の一部（旧錦町）、周 

    南市の一部（旧鹿野町）、山口市の一部（旧徳地町、旧阿東町）、萩市の一部（旧 

    旭村、旧川上村、旧福栄村、旧須佐町、旧むつみ村）、阿武町これに隣接する市 

    町及び、観光道路等において展望快適性が要求される箇所については、事業主管 

    課及び道路整備課に協議の上、必要に応じて設置する。 

     なお、ケーブル面には間隔保持材を設置すること。 

  （３）ガードパイプ（歩車道境界用車両防護柵）は、転落車両による第三者への被害 

    が発生するおそれがある場合や、線形が悪く車両の路外逸脱が生じやすく歩行者 

    等の危険度が高い場合に、必要に応じ設置するものとする。ただし、新設の場合 

    は歩車道境界ブロックと併用して設置しないこと。 

 ７－１－５ 色彩及び表面処理 

  （１）車両用防護柵（ガードレール、ガードパイプ、ガードケーブルの支柱）は、山 

    口県色（黄色）の塗装仕上げを原則とする。 

     ただし、下記の場合には道路整備課と協議の上、決定すること。 

   １）海岸部で塩害対策が必要な箇所（概ね海岸から２００～３００ｍまでの距離で、 

    これに含まれるある一定区間は一連のものとして整備すること） 

   ２）高規格道路等との連続性を保つ必要がある箇所 

   ３）条例や地域の景観等に配慮する必要のある箇所の色の変更。 

         （平成１６年８月２５日付 道路整備第２１２号） 

      

 

 

Ｇｒ － Ｃ－２Ｂ２－３

構造型式
２：250mm埋込

型式 ３：ベースプレート
ｒ：ガードレール 　　新規構造 ４：250mm埋込、笠木付

　　２：　一山ビーム ５：ベースプレート、笠木付
種別

　　埋込区分
支柱間隔 　　Ｂ：コンクリート
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     防護柵の色彩に使用している山口県色（黄色）の表記方法は、次のとおりとす 

    る。（山口県土木工事共通仕様書（平成２９年１０月）） 

 

ＪＩＳ Ｚ８７２１による。 

ＪＩＳ 8.5ＹＲ  6.8 / 13 

X47.5、 Y41.2、 Z3.5 

色差 △Ｅ(Lab) 3.13以内 

 

 

 ７－１－６ 端部処理 

 防護柵の進入端部は、できるだけ路外方向に曲げるなどの処理を行い、最低１枚物以上

は、延長して巻き込むこと。また、種類の異なる防護柵を隣接して設置する場合は、防護

柵の車両を誘導する面をすり付け連続させる。（図７－１、図７－２、図７－３） 
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図７－１ 路側における端部処理の例 

 

 

出典）『防護柵の設置基準・同解説（平成 10 年 11 月） （公社）日本道路協会 P53』 
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              図７－２ 異なる種別の誘導面の接続例 

 

出典）『防護柵の設置基準・同解説（平成 10 年 11 月） （公社）日本道路協会 P55』 

 

図７－３ 盛土境界部処理例 

 

 

 

 

 

 

 

７－２ 歩行者自転車用柵 

 ７－２－１ 設置区間                   （防護柵設置基準(H28.12) P.60 解説） 

 下記各号のいずれかに該当する区間においては、道路及び交通の状況を踏まえ、必要に

応じ歩行者自転車用柵を設置するものとする。 

  （１）歩行者等の転落防止を目的として路側または、歩車道境界に歩行者自転車用柵 

    を設置する区間 

   １）歩道等、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、および歩行者専用道路の路 

    外が危険な区間などで、歩行者等の転落を防止するため必要と認められる区間  

 

  （２）歩行者等の横断防止などを目的として歩車道境界に歩行者自転車用柵を設置す 

    る区間 

   １）歩行者等の道路の横断が禁止されている区間で、必要と認められる区間 

   ２）歩行者等の横断歩道以外の場所での横断防止が特に必要と認められる区間 

   ３）都市内の道路などにおいて、走行速度が低く、単に歩道等と車道とを区別する 

    ことのみにより、歩行者等の安全を確保することが期待できる区間のうち、特に 

    必要と認められる区間 

 

車両通行方向

0.5m以上

切
盛

盛土区間 境 切土区間
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 ７－２－２  種別 

  （１）種別の設定 

   歩行者自転車用柵は、表７－２に示す設計強度に応じて、以下の種別に区分する。 

                        表７－２ 種別ごとの設計強度 

 種別      設 計 強 度   設置目的   備  考 
   
  Ｐ 

 

 垂直荷重 590N/m以上 

 水平荷重 390N/m以上 

  転落防止 

  横断防止 

 一般部 

 
  
 ＳＰ 

 

 垂直荷重 980N/m以上 

 水平荷重 2,500N/m以上 

 
  転落防止 

 

 
 橋梁・高架部 

 
 

  （２）防護柵高さ 

  転落防止・・・路面から柵上端までの高さ１．１ｍ 

  横断防止・・・路面から柵上端までの高さ０．７ｍ～０．８ｍ 
 

  （３）車両用防護柵の兼用 

   車両用防護柵に歩行者等の転落防止機能を付加して設置する場合においては、車両 

  防護柵自体の性能、構造を満足するほか、歩行者自転車用柵に求められる構造を満足 

  することにより、車両用防護柵が歩行者自転車用柵を兼用できる（図７－４）。 

図７－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  （４）色彩及び表面処理 

   歩行者自転車用防護柵は溶融亜鉛メッキ仕上げを原則とする。また、車両用と歩 

  行者転落防止柵を兼用する防護柵も同様とする。 

   ただし、条例や景観に配慮する必要のある箇所については、道路整備課と協議する 

  こと。 
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７－３ 留意事項 

 ７－３－１ 設置箇所 

 切土・盛土境界部分、橋梁の前後、取付道部における防護柵の間隙等、自動車・歩行 

者・自転車等の転落の可能性がある間隙は、防護柵で完全に防ぐこと。 

 

 ７－３－２ 反射テープ 

 ガードレール及びガードパイプの支柱には、路面から４０ｃｍ程度の高さに反射テープ

（スコッチテープ）を貼ることを原則とする。また、転落防止柵（Ｈ＝１．１ｍ）の支柱

には、必要に応じ路面から４０ｃｍと９０ｃｍ程度の高さに反射テープを貼ることとする。 

 

 ７－３－３ 防護柵の高さ管理 

 防護柵のビームの取付高さの規格値は、＋３０ｍｍ～－２０ｍｍの範囲内とする。オー

バーレイ等により路面と防護柵上端までの高さが、６０ｃｍを下回った場合は、原則とし

て嵩上げを行うものとする。 

 

７－３－４ 出来形確保対策 

 対象防護柵の施工延長（総延長）が４０ｍ以上の場合、非破壊試験を実施する。また、

対象防護柵の施工延長（総延長）が４０ｍ未満の場合についても、監督職員が必要と認め

た場合は非破壊試験を実施する。 

 なお、受注者が「ビデオ等による管理」を実施した場合は、非破壊試験を実施しない。

詳細は「鋼製防護柵における出来形確保対策フロー」を参照のこと。 
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７－４ 施工図 

 ７－４－１ ガードレール（土中建込） 

  （ａ）Ｂ種、Ｃ種については下図のように施工する。 

  （ｂ）次の場合については、車両用防護柵標準仕様・同解説（Ｐ101）により、根巻基 

    礎を別途検討する。 

   ・Ｂ種、Ｃ種で法肩から 30cm 取れない場合。 

   ・Ｂ種、Ｃ種で法勾配が 1 割 5 分未満の場合。 

  （ｃ）Ａ種、ＳＡ種、ＳＢ種、ＳＣ種については、車両用防護柵標準仕様・同解説に 

    よる。 

 

  （１）アスカーブがない場合（N5 交通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （２）アスカーブがない場合（N1～N4 交通） 
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  （３）アスカーブがある場合（N5 交通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （４）アスカーブがある場合（N1～N4 交通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※N6 交通、N7 交通の場合は、事業主管課と協議すること。 
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 ７－４－２ ガードレール（構造物建込） 

 下図(1)(2)(3)について、コンクリート構造物の端が、支柱の芯から前後各 17cm 以上取

れない場合は、別途検討する。 

 （１）支柱の基礎部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 基礎部の補強鉄筋 

 （２）コンクリートブロック工の天端に防護柵を設置する場合 

  形式及び形状は、表７－３のとおりガードレールとブロック積擁壁を分離する措置を 

 講ずる。設計条件は、表７－４に示す。採用基礎形式決定については、図２に示すとお 

 りであり、構造性、経済性、施工性を十分比較して選定する。 

  なお、基礎形式が現場打ちとなった場合は図－１に示す基礎部の補強鉄筋が必要とな 

 る。 

表７－３ ガードレール基礎の形式及び形状 

形 式 現場打ち重力式基礎 現場打ちL型基礎 プレキャストガードレール基礎 

 

形 状 

 

 

 

 

 

 

前面勾配 1:0.3～(0.1ピッチ)1:0.5 ― ― 
Gr基礎延長 4.0m以上（Gｒ設置延長  2.0m以上） 4.0m以上（Gｒ設置延長 2.0m以上） ― 

構造性 
・平面線形・縦断線形の制約な 
し。 

・平面線形・縦断線形の制約なし。 ・製品により平面線形R、最低ブ 
ロック延長等の制約がある。 

施工性 
・無筋構造物なので現場打ちL型擁 
壁より施工性は良いが、プレキャ 
ストガードレール基礎より劣る。 

・鉄筋組み立てが必要なため施工が 
煩雑となる。 

・現場打ちと比較して工期短縮が 
図れる。 

 



 

 

-83- 



 

 

 

 

 

 

 

 

No Yes 

-83-(2)- 

 

 

 
 

 









- 84 - 

８．道路照明 

８－１ 設置場所            

 （１）連続照明 

  １）一般国道等 

  市街部の道路においては、次のいずれかに該当する道路の区間において、必要に応じ 

 て照明施設を設置するのがよい。 

   ア 歩道等の利用者が道路を横断するおそれがあり、自動車交通量および歩道等 

    の利用者数の多い区間 

   イ 車両が車線から逸脱するおそれがあり、自動車交通量の多い区間 

   ウ 上記以外で連続照明を必要とする特別な状況にある区間 

 

   〈解説〉 

    一般国道等における連続照明の設置は、歩行者、自転車等の通行状況、沿道から 

   の光が道路交通に及ぼす影響等を考慮して市街部の道路を対象とすることとした。 

   なお、照明施設の設置による夜間事故の減少等を勘案すると、交通量 25,000台／日 

   以上の場合において上記を踏まえ設置することが望ましい。 

 

  ２）自動車専用道路 

  次のいずれかに該当する道路の区間において、必要に応じて照明施設を設置するのが 

 よい。 

   ア 市街部の道路で道路に隣接する建物等の光が道路交通に影響を与える区間 

   イ 上記以外で連続照明を必要とする特別な状況にある区間 

 

   〈解説〉 

    自動車専用道路は、歩行者、自転車の通行が認められていないこと、沿道からの 

   車両の出入制限がなされていること、往復車線が分離されていることなどにより、 

   一般国道等に比べ事故率は極めて低い。このため、自動車専用道路については、設 

   置場所を選定する際の交通量は示さないこととした。 

  

 （２）局部照明 

  １）一般国道等 

   ア 次のいずれかに該当する場所においては、原則として照明施設を設置するもの 

    とする。 

    ・信号機（押ボタン式及び夜間点滅式以外）の設置された交差点または横断歩道 

    ・長大な橋梁 

    ・夜間の交通上特に危険な場所 

   イ 次のいずれかに該当する場所においては、必要に応じて照明施設を設置するの 

    がよい。 

    ・交差点または横断歩道 
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    ・歩道等 

    ・道路の幅員構成、線形が急激に変化する場所 

    ・橋梁 

    ・踏切 

    ・駅前広場等公共施設に接続する道路の部分 

    ・乗合自動車停留施設 

    ・料金所広場 

    ・休憩施設 

    ・上記以外で局部照明を必要とする特別な状況にある場所 

    〈解説〉 

     歩道等について「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に 

    よる重点整備地区や景観上重要性が高く、協議会等で策定された地区のような特 

    別な状況にある歩道においては、必要に応じて照明施設を設置するのがよい。 

  ２）自動車専用道路 

   ア 次のいずれかに該当する場所においては、原則として照明施設を設置するも 

    のとする。 

    ・インターチェンジ 

    ・料金所広場 

    ・休憩施設 

   イ 次のいずれかに該当する場所においては、必要に応じて照明施設を設置する 

    のがよい。 

    ・道路の幅員構成、線形が急激に変化する場所 

    ・橋梁 

    ・乗合自動車停留施設 

    ・上記以外で局部照明を必要とする特別な状況にある場所 

 （３）トンネル照明 

  トンネル等においては、設計速度、交通量、延長等に応じて照明施設を設置するもの 

 とする。 

  １）基本照明 

   トンネルを走行する運転者が前方の障害物を安全な距離から視認するために必要 

  な明るさを確保するための照明であり、トンネル全長にわたり、灯具を一定間隔に 

  配置するものとする。 

  ２）入口部照明 

   全長５０ｍ以上のトンネルにおいては、境界部、移行部及び緩和部からなる入口 

  部照明をトンネル入口部に設けることを原則とする。 

  ３）出口部照明 

   出口部には、設計速度、トンネル延長、出口付近の野外輝度を考慮して必要に応 

  じて照明施設を設けるのがよい。 

  ４）特殊構造部の照明 

   特殊構造部の照明は、それぞれの目的を考慮し下記の通り設けるものとする。 
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   ア 分合流部の照明 

    分合流部には、その位置と道路線形を視認するため、照明施設を設けるものと 

   する。 

   イ 非常停車帯の照明 

    非常停車帯には、その位置を視認でき、かつ一時的に退避している車両の存 

   在を走行中の車両から確認するため、照明施設を設けるものとする。 

   ウ 歩道部の照明 

    歩道を有するトンネル部には、歩行者等の安全を確保するため、必要に応じ 

   て照明施設を設けるのがよい。 

   エ 避難通路の照明 

    避難通路には、非常時の避難や安全などを確保するために照明施設を設けもの 

   とする。 

  ５）停電時照明 

   停電時照明は、停電時における危険防止のため、必要に応じて設けるのがよく基 

  本照明の一部を兼用することができる。 

  ６）接続道路の照明 

   接続道路の照明は、夜間において、トンネル出入口付近の幅員構成や道路線形の 

  変化などを明示するため、必要に応じて設けるのがよい。 

 

８－２ 連続照明 

 （１）照明設計の基本      

 連続照明の設計にあたっては、下記に示す照明の要件を考慮するものとする。 

  ①平均路面輝度が適切であること 

  ②路面の輝度均斉度が適切であること 

  ③グレアが十分抑制されていること 

  ④適切な誘導性を有すること 

  〈解説〉 

   ・平均路面輝度：運転者の視点から見た路面の平均輝度で、路面が乾燥している状 

           態を対象とする（単位 cd／㎡） 

   ・輝度均 斉度      ：輝度分布の程度をいう。輝度均斉度には路面上の対象物の見え方 

           を左右する総合均斉度と、前方路面の明暗による不快の程度を左 

           右する車線軸均斉度がある。 

   ・グ レ ア      ：見え方の低下や不快感や疲労を生ずる原因となる光のまぶしさを 

           いい、不快感を与えるものを不快グレア、対象物の見え方に悪影 

           響を与えるものを視機能低下グレアという。 

 

 （２）性能指標            

 連続照明の性能指標は、平均路面輝度、輝度均斉度、視機能低下グレア、誘導性とする。 

  １）平均路面輝度 

  平均路面輝度は、道路分類および外部条件に応じて、表８－１の上段の値を標準とす 
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　　　　　　　　　　　外部条件
道路分類　 Ａ Ｂ Ｃ

高 速 自 動 車 国 道 等
1.0 1.0 0.7

－ 0.7 0.5

一般国道等

主 要 幹 線 道 路
1.0 0.7 0.5

0.7 0.5 －

幹線・補助幹線道路
0.7 0.5 0.5

0.5 － －

 る。 

  ただし、高速自動車国道等のうち、高速自動車国道以外の自動車専用道路にあっては、 

 状況に応じて表８－１の下段の値をとることができる。 

  また、一般国道等で、中央帯に対向車前照灯を遮光するための設備がある場合には、 

 表８－１の下段の値をとることができる。 

表８－１ 平均路面輝度      (単位：cd／㎡） 

 

 

 

 

 

 

  なお、特に重要な道路、またはその他特別の状況にある道路においては、表８－１の 

 値にかかわらず、平均路面輝度を２cd／㎡まで増大することができる。 

   外部条件 Ａ：道路交通に影響を及ぼす光が連続的にある道路沿道の状態をいう。 

        Ｂ：道路交通に影響を及ぼす光が断続的にある道路沿道の状態をいう。 

        Ｃ：道路交通に影響を及ぼす光がほとんどない道路沿道の状態をいう。 

   主要幹線道路：一般国道等のうち、主として地方生活圏および大都市圏内の骨格と 

          なるとともに、高速自動車国道を補完して生活圏相互を連絡する道 

          路をいう。 

   幹 線 道 路      ：一般国道のうち、地方部にあっては、主として地方生活圏の二次生 

          活圏の骨格となるとともに、主要幹線道路を補完して、二次生活圏 

          相互を連絡する道路をいう。 

          都市部にあっては、その骨格および近隣住区の外郭となる道路をい 

          う。 

   補助幹線道路：一般国道等のうち、地方部にあっては、主として地方生活圏内の一 

          次生活圏相互の骨格となるとともに幹線道路を補完し、一次生活圏 

          相互を連絡する道路をいう。都市部にあたっては、近隣住区内の幹 

          線となる道路をいう。 

 

  ２）輝度均斉度 

  輝度均斉度は、総合均斉度 0.4以上を原則とする。 

  〈解説〉 

   ①総合均斉度 

   総合均斉度Ｕ０は式 8.1で表される。 

 

           

  

   ここに、Ｌmin   ：最小部分輝度（cd／㎡） 

       Ｌｒ   ：平均路面輝度（cd／㎡） 

  
U0=

Lmin

Lr
8.1 
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   ②車線軸均斉度 

   路面の輝度ムラが運転者の不快感に影響する程度を表す指標を車線軸均斉度とい 

   う。車線軸均斉度は、各車線の中心線に沿った最小部分輝度を最大部分輝度で除し 

   た値で表され、車線軸均斉度の値が高いほど視覚的な不快感は小さくなる。車線軸 

   均斉度Ｕ（ℓ ）は、式 8.2で表され、表８－２の値とすることが望ましい。 

 

  

 

 

   ここに、Ｌｍｉｎ（ℓ ）：車線中心線上の最小部分輝度（cd／㎡） 

       Ｌｍａｘ（ℓ ）：車線中心線上の最大部分輝度（cd／㎡） 

表８－２ 車線軸均斉度 

道 路 分 類 車線軸均斉度 

高速自動車国道等 0.7 以上 

一般国道等 
主要幹線道路 0.5 以上 

幹線・補助幹線道路 － 

 

  ３）視機能低下グレア 

  視機能低下グレアは、相対閾値増加を原則として表８－３の値とする。 

表８－３ 相対閾値増加   （単位：％） 

道 路 分 類 相対閾値増加 

高速自動車国道等 10 以下 

一般国道等 
主 要 幹 線 道 路 

15 以下 
幹線・補助幹線道路 

 

   相対閾値増加：視野内に高輝度の光源が存在することによって、対象物の見え方を 

          低下させるようなグレア（視機能低下グレア）を定量的に評価する 

          ための指標 

  ４）誘導性 

  適切な誘導性が得られるよう、灯具の高さ、配列、間隔等を決定するものとする。 

 

 （３）照明方式の選定         

  １）照明方式の選定 

  連続照明の照明方式は原則としてポール照明方式とする。ただし、道路の構造や交通 

 の状況などによっては、構造物取付照明方式、高欄照明方式、ハイマスト照明方式を選 

 定することができる。 

  なお、灯具は照明方式に応じて適切に配置するものとする。 

 

 

  
8.2 
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  ２）灯具の配列 

  道路の直線部における灯具の配列は、図８－１のとおり片側配列、千鳥配列及び向合 

 せ配列の３種類とし、車道幅員及び灯具の取付高さ等に応じて適切な配列を選定する。 

  また、曲線半径１，０００ｍ以下の曲線部における灯具配列は、それに続く直線部の 

 配列を考慮して片側配列及び向合せ配列のいずれかとし、片側配列の場合は、原則とし 

 て曲線部の外縁に設置する。 

  広い中央帯を有する道路は、それぞれの車道を独立した道路と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８－１ 灯具の配列 

出典）『道路照明施設設置基準・同解説  （平成 19 年 10 月） （公社）日本道路協会 P41』 

  ３）ポールの設置位置 

  ポールの設置位置は、原則として歩道の車道側とし、建築限界外とする。 

 

８－３ 局部照明 

 （１）局部照明の一般原則       

 局部照明は、それぞれの整備目的を十分考慮のうえ適切な光源、照明器具、灯具の配置

方法を選定するものとする。 

 

 （２）交差点             

 交差点の照明は、道路照明の一般的効果に加えて、これに接近してくる自動車の運転者

に対してその存在を示し、交差点内および交差点付近の状況がわかるようにするものとす

る。 

 交差点の照明は、自動車の前照灯効果の及ばないところを補い、交差点に接近、進入、

通過する自動車の運転者に対して以下の役割を果たすことを目的としている。 

  ⅰ）遠方から交差点の存在がわかること 

  ⅱ）交差点付近に存在する他の自動車、歩行者等が、交差点より手前から識別でき 

   ること 

  ⅲ）交差点内に存在する他の自動車、歩行者等が、交差点内において識別できるこ 

   と 

  ⅰ）とⅱ）については、適切な灯具配置等により所期の効果が得られるようにする必 

 要がある。一方、ⅲ）については、交差点内の明るさを確保する必要がある。 

  交差点内とは、原則として平面交差する道路部分を対象とし、図８－２に示す。また 
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 横断歩道がある場合は、歩行者等の見え方が交通事故防止には特に重要であり、横断中 

 および横断しようとしている歩行者等の見え方を考慮し、図８－３に示すように横断歩 

 道部と歩行者等の待機場所（１ｍ程度）までを含む範囲を交差点内と考えるとよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図８－２ 交差点内の範囲   図８－３ 横断歩道のある交差点内の範囲 

出典）『道路照明施設設置基準・同解説  （平成 19 年 10 月） （公社）日本道路協会 P46』 
 

  交差点内の明るさは、平均路面照度 20 lx 程度、かつ照明均斉度は 0.4程度（路面上 

 の最小照度を平均路面照度で除した値）を確保することが望ましい。また、車両や歩行 

 者等の交通量が少なく、周辺環境が暗い交差点においても、平均路面照度は 10 lx以上 

 を確保することが望ましい。なお、交差点内の横断歩道上の平均路面照度は、交差点内 

 と同程度の値を確保することが望ましい。 

 

 （３）横断歩道            

 横断歩道の照明は、これに接近してくる自動車の運転者に対して、その存在を示し、横

断中および横断しようとする歩行者等の状況がわかるようにするものとする。 

 

 （４）歩道等             

 歩道等の照明は、夜間における歩行者等の安全かつ円滑な移動を図るために良好な視環

境を確保するようにするものとする。 

  〈解説〉 

   歩行者等が歩道等を安全に通行するためには、道路上に存在する障害物や路面の段 

  差などの道路状況を把握するうえで適切な路面照度を確保するのがよい。 

   路面照度の設定には、交通量や周辺の光環境などを考慮するものとし、視認性の観 

  点から平均路面照度５lx以上とすることが望ましい。また、歩道等の路面に明るさの 

  ムラがあると障害物の視認が困難となる。このため路面の照度均斉度（路面上の最小 

  照度を平均照度で除した値）は、0.2 以上を確保することが望ましい。灯具は、誘導 

  性を考慮し等間隔で連続的に設置することが望ましい。 

   なお、当該路面の照度および均斉度が連続照明等によって確保される場合は、歩道 

  等の照明を設置しなくてもよい。 

   高齢者や障害者などの利用が多く、特に重要であると認められる箇所においては、 

  「道路の移動円滑化整備ガイドライン」（(財)国土技術研究センター）を参考にする 

  とよい。 
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８－４ トンネル照明 

 （１）照明方式の選定         

 トンネル照明の照明方式は原則として対称照明方式とする。ただし、道路の構造や交通

の状況などによっては、非対称照明方式を選定することができる。 

  〈解説〉 

   トンネル照明方式は、設計速度、交通方式、交通量、トンネル断面形状などを考慮 

  して選定する。トンネル照明においては、路面輝度を確保するとともに壁面輝度も含 

  めた視環境を考慮する必要があり、対称照明方式はそれらの要件に適し、総合的にバ 

  ランスのとれた照明方式であることから、原則として対称照明方式を選定するものと 

  した。ただし、道路の構造や交通の状況などによっては、非対称照明方式を選定する 

  ことができる。 

   なお、段階施工のトンネルにおいては、交通量、暫定供用期間、完成形への移行な 

  どを考慮する必要がある。 

 

  １）照明方式の概要 

  照明方式は灯具の道路縦断方向の配光により、対称照明方式と非対称照明方式に分類 

 される。対称照明方式は、さらにその配置と道路横断方向の配光により、側壁配置形と 

 天井配置系に分類される。非対称照明方式は、道路縦断方向の配光により、カウンター 

 ビーム照明方式とプロビーム照明方式に分類される。図８－４に照明方式の分類を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８－４ 照明方式の分類 

出典）『道路照明施設設置基準・同解説  （平成 19 年 10 月） （公社）日本道路協会 P64』 

 

  各照明方式の概要とその特徴は下記のとおりである。 

   ①対称照明方式 

    対称照明方式は、図８－５に示すように灯具の配光が道路の縦断方向（道路軸方 

   向）にほぼ対称であることが特徴であり、道路の横断方向の配光はその配置（取付 

   位置）により、側壁配置形と天井配置系の２種類に分類され、灯具の配置に合わせ 

   て選定する必要がある。 

   ②非対称照明方式 

    非対称照明方式は、灯具の配光が道路の縦断方向に非対称であることが特徴であ 

   る。非対称照明方式には交通方向（車両の進行方向）に対向する配光をもつカウン 

   タービーム照明方式と、交通方向に配光をもつプロビーム照明方式とがあり、カウ 
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設計速度（km/h） 平均路面輝度（cd/㎡）

100 9.0

80 4.5

70 3.2

60 2.3

50 1.9

40以下 1.5

   ンタービーム照明方式は入口照明に、プロビーム照明方式は入口・出口照明に採用 

   される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８－５ 照明方式と灯具配光 

出典）『道路照明施設設置基準・同解説  （平成 19 年 10 月） （公社）日本道路協会 P65』 
 

 （２）基本照明            

 基本照明の性能指標は、平均路面輝度、輝度均斉度、視機能低下グレア、誘導性とする。 

  １）平均路面輝度 

  トンネル内の平均路面輝度は、設計速度に応じて表８－４の値を標準とする。 

表８－４ 基本照明の平均路面輝度 

 

 

 

 

 

 

 

 

          （注）ここで用いる設計速度は、トンネル本体の設計 

            速度が基本になるが、道路線形等の幾何構造のほか、 

            交通の状況、最高速度の制限等の交通規制の状況 

            などに応じて適宜定められた値をいう。 

  トンネル１本当りの交通量が 10,000台/日未満の場合は基本照明の平面路面輝度を 

 表８－４の値の 1/2 まで低下させてもよい。 

  また、トンネル内走行時間が 135秒以上となるような延長を有するトンネルについて 
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 は、トンネル入口から走行時間が 135秒以降の部分の平面路面輝度を表８－４の値の 65% 

 まで低下させることができる。 

  ただし、この場合においても 0.7cd/㎡未満であってはならない。 

  ２）輝度均斉度 

  輝度均斉度は、総合均斉度 0.4以上を原則とする。 

  また、車線軸均斉度は推奨値とし、0.6 以上とする。ただし、一般国道で設計速度 

 60km/h 以下の場合に、交通量により平均路面輝度を低減しているトンネルの車線軸均 

 斉度はこの限りではない。 

  ３）視機能低下グレア 

  視機能低下グレアは、相対閾値増加 15％以下を原則とする。 

  ４）誘導性 

  適切な誘導性が得られるよう、灯具の高さ、配列、間隔等を決定するものと    

 する。 

  ５）壁面輝度 

  運転者がトンネル内を安全、円滑に走行するためには、路面だけでなく、壁面天井 

 面も含めた明るさのバランスにも配慮した良好な視環境を作り出す必要がある。 

  壁面輝度は、路上からの高さ１ｍまでの範囲を対象に平均路面輝度との比とし、表 

 ８－５を推奨値とする。 

表８－５ 壁面輝度の推奨値 

 

      備考１．比較的路肩が狭い場合とは、路肩幅員が 0.75ｍまでとする。 

        ２．広い路肩や歩道を有するトンネルなど、壁面が障害物の背景と 

          なりにくい場合の壁面輝度比はこの限りではない。 

        ３．内装とは、白色系塗装を含む。 
出典）『LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）（平成 27 年 3 月）国土交通省大臣官房技術調査課 

電気通信室、都市局 街路交通施設課、道路局 国道・防災課道路保全企画室 P39』 

  ６）灯具の配置 

  ①灯具の取付高さ 

   路面の輝度分布の均一性を出来るだけ良好に保つと同時に、灯具のグレアによる影 

  響をできるだけ少なくするため、灯具の取付高さＨは原則として４～５ｍ程度以上と 

  する。 

 

 

 

 

 図８－６ 灯具取付高さ 

出典）『道路照明施設設置基準・同解説  （平成 19 年 10 月） （公社）日本道路協会 P73』 
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  ②灯具の配列 

   灯具の配列には、図８－７に示すように、向合せ配列、千鳥配列、中央配列、片側 

  配列の４種類が用いられる。灯具の配列は各配列の特徴を考慮するとともに、トンネ 

  ル断面形状、設計速度、交通量、運用のほか、付属設備や維持管理などを勘案のうえ 

  選定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８－７ 灯具の配列 

出典）『道路照明施設設置基準・同解説  （平成 19 年 10 月） （公社）日本道路協会 P73』 

 

   灯具の間隔の設定にあたっては、表８－６をもとにちらつきによる不快感を少なく 

  するための検討を行い、これを避ける配列と灯具の間隔を設定することが望ましい。 

  ５～８Hzのちらつきによる不快感を除くため、各設計速度に応じて避けるべき灯具の 

  間隔を表８－６に示す。 

表８－６ ちらつき防止のために避けるべき灯具間隔 

設計速度（ｋｍ/ｈ） 灯具間隔（ｍ） 

100 1.5～5.6 

80 1.2～4.4 

70 1.1～3.9 

60 0.9～3.3 

50 0.8～2.8 

40 0.6～2.2 

 

 （３）入口部・出口部照明       

  １）入口部照明の設置 

  全長 50ｍ以上のトンネルにおいては、境界部、移行部および緩和部からなる入口部照 

 明をトンネル入口部に設けることを原則とする。 

  ２）入口部照明各部の路面輝度と長さ 

  入口部照明各部の路面輝度および長さは、野外輝度が 3,300cd/㎡の場合、設計速度に 

 応じて表８－７を標準とする。なお、路面輝度は、交通量、照明方式あるいは連続する 

 トンネルの坑口間距離に応じて表８－７より低い値とすることができる。 
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図８－８ 入口部照明の構成例 

出典）『道路照明施設設置基準・同解説  （平成 19 年 10 月） （公社）日本道路協会 P77』 

 

 

表８－７ 入口部照明（野外輝度 3,300cd/㎡の場合） 

設計速度 

（ｋｍ/ｈ） 

路面輝度（cd/㎡） 

  

長さ（ｍ） 

L1 L２ L３ ℓ １ ℓ ２ ℓ ３ ℓ ４ 

100 95 47 9.0  55 150 135 340 

80 83 46 4.5  40 100 150 290 

70 70 40 3.2  30 80 140 250 

60 58 35 2.3  25 65 130 220 

50 41 26 1.9  20 50 105 175 

40 29 20 1.5  15 30 85 130 

 

  （注）①L1は境界部、L2は移行部終点、L3は緩和部終点（基本照明）の路面輝度、ℓ １は境 

      界部、ℓ ２は移行部、ℓ ３は緩和部、ℓ ４は入口部照明の長さ（ℓ １＋ℓ ２＋ℓ ３） 

     ②野外輝度が本表と異なる場合の路面輝度 L１、L２は野外輝度に比例して設定する 

      ものとする。緩和部の長さℓ ３は次式により算出する。 

 

                            （ｍ） 

 

     ただし、Ｖは設計速度（km/h） 

     ③通常のトンネルでは、自然光の入射を考慮してトンネル入口より概ね 10ｍの地点 

      より人工照明を開始する。 

     ④対面交通の場合は、両入口それぞれについて本表を適用する。短いトンネルで両 

      入口の入口部照明区間が重なる場合は、路面輝度の高い方の値を採用するものと 

      する。 
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  ３） 入口部照明の灯具配置 

  入口部照明の灯具配置は基本照明に準ずるものとする。 

 

  ４）出口部照明 

  出口部には、設計速度、トンネル延長、出口付近の野外輝度を考慮して必要に応じ 

 て照明施設を設けるのがよい。 

  出口部照明は、次の条件が重なる場合に設ける。 

   ① トンネルの設計速度が 80km/h 以上 

   ② トンネル出口付近の野外輝度が 5,000cd/㎡以上 

   ③ トンネル延長が 400m 以上 

  出口付近の野外輝度は、トンネル内から見た 20 度視野が出口坑口とほぼ重なる位置 

 に設定する。出口部の明るさは、車線中央の路上高さ 0.7m の鉛直面照度が野外輝度の 

 12％以上とする。また、照明区間の長さは出口までの 80ｍとする。 

 

８－５ 機器仕様 

 （１）一般事項  

  １）新設の場合  

  灯具の新設の場合、「LED道路照明器具性能仕様書（山口県道路整備課、平成２７年 

 １２月）を参考とし、設計条件に対して必要となる性能指標を確保する。  

  ２）更新の場合  

   ア 連続照明・局部照明  

   灯具の更新の場合、「LED道路照明器具性能仕様書」及び「LED道路照明器具機器 

  仕様書（山口県道路整備課、平成２７年１２月）」を参考とし、既存の高圧ナトリウ 

  ム灯又は水銀灯と同等の性能指標を有するＬＥＤ照明を採用する。 

  イ トンネル照明 

   灯具の更新の場合、LED道路照明器具機器仕様書（山口県道路整備課、平成２７年 

  １２月）を参考とし、設計条件に対して必要となる性能指標を確保する。  

  ３）その他  

  機器の仕様は(社)建設電気技術協会「道路・トンネル照明器材仕様書」（平成２７年 

 改訂）によるほか、原則として市販の汎用品で使用場所に応じた耐久性のある材質また 

 は仕上げとする。  

  上記仕様に記載されていない照明器具・支柱等はJIS（日本工業規格）・JIL（日本照 

 明器具工業会規格）・PSE（電気用品安全法）などの公的規格に適合したものとする。  

  ただし、LED機器にあっては、当面の間、国土交通省「LED道路・トンネル照明導入 

 ガイドライン（案）」（平成２７年３月）の「照明灯具技術仕様」に準拠した器具を選 

 定する。 

 

 （２）光源（連続照明・局部照明）  

  １）ランプ形式は、LEDを標準とする。  

  ２）灯具は、ポールヘッド（頭柱）形を標準とする。  
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  ３）ランプ出力は、必要な性能指標を確保するための最小の電力とする。  

  ４）下記の場合には別途検討のうえ適切なランプを選定するものとする。  

   ア 市街地等で演色性に配慮する必要がある場合  

   イ 既設柱（従来柱）との連続性が必要な場合  

   ウ その他標準仕様とし難い場合  

 

 （３）ポール（連続照明・局部照明）  

  １）ポールは溶融亜鉛メッキ仕上げの直線型テーパーポール（１０ｍ）を標準とする。  

  ２）基礎はﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式を標準とする。  

  ３）下記の場合には別途検討のうえ適切な配光が得られるポールを選定するものとす 

   る。  

   ア 街路樹や設置位置等の制約により標準仕様では支障がある場合  

   イ 既設柱（従来柱）との連続性が必要な場合  

   ウ その他標準仕様とし難い場合 
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８－６ ポール及び基礎参考図（１０ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置高１０ｍ型 
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８－７ 道路照明計算例          

 道路照明の計算は、次の手順により行う。 

図８－９ 道路照明施設設置の手順 

出典）『道路照明施設設置基準・同解説  （平成 19 年 10 月） （公社）日本道路協会 P104』 
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 （１）照明計算                 

  照明設計で用いる計算法には、「光束法」と「逐点法」がある。逐点法はさらに「逐 

 点法による照度計算」と「逐点法による輝度計算」に分類される。 

  光束法は、灯具からある面に入射する光束により、その面の平均照度を計算する方法 

 であり、逐点法は、照明施設内の任意の点の照度、輝度を灯具から入射する光度や、灯 

 具とその点との距離、角度等から求める計算である。 

 

  １）光束法による計算（平均路面輝度の計算） 

   （イ）平均路面照度、平均路面輝度 

    光束法は一般的に用いられる計算法で、平均照度、器具間隔や灯数の算出に使用 

   される。平均路面照度は式 8.3で表される。 

 

 

   ここに、Ｆ：光源光束（lm） 

       Ｕ：照明率 

       Ｍ：保守率 

       Ｎ：配列係数 千鳥配列・片側配列・中央配列 Ｎ＝１ 

                       向合せ配列 Ｎ＝２ 

       Ｓ：灯具の間隔（ｍ） 

       Ｗ：車道幅員（ｍ） 

    平均路面輝度Ｌｒは、路面の種類別に定められている平均照度換算係数 

   （Ｋ＝Ｅｒ/Ｌｒ）も用いて式 8.4 で表される。 

 

 

   ここに、Ｋ：平均照度換算係数（lx/cd/㎡） 

 

   （ロ）平均照度換算係数 

    平均照度換算係数は平均路面輝度を平均路面照度に換算する係数であり、路面の 

   種類以外に、灯具の配光、配置などによって変わり、これまでの実施例、既往研究 

   等により表８－８に示す値が妥当と考えられる。 

    なお、排水性舗装や明色舗装等ならびに低ポール照明や高欄照明等の低位置照明 

   の平均照度換算係数については、調査・研究等により適切に設定する必要がある。 

 

 

 

 

                               

                    

Er=
F・U・M・N

S・W

Lr=
F・U・M・N

S・W・K

（lx） 8.3 

（cd/㎡） 8.4 
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表８－８ 平均照度換算係数（lx/cd/㎡） 

  コンクリート アスファルト 

連続証明、局部証明 10 15 

トンネル照明 

（対称照明方式） 
13 18 

 

   （ハ）照明率 

    ａ）道路照明（連続照明、局部照明） 

     連続照明、局部照明の設計計算に用いる照明率は、光源と照明器具との組合せ 

    による照明率曲線から、道路の横断方向における灯具の位置と灯具の取付高さと 

    の関係より算出される。 

    ｂ）トンネル照明 

     トンネル照明の照明率は他の照明施設と同様の手順で求めることができるが、 

    道路幅と灯具位置、灯具の取付高さ・取付角度のほか、天井、壁、路面による相 

    互反射成分を加える必要がある。 

 

   （ニ）保守率 

   道路照明施設は、光源の光束の低下、灯具の汚れおよび壁面反射率の低下などによ 

  って路面輝度・照度が設置当初の値より減少する。この減少の程度を設計時点で見込 

  む係数が保守率である。 

   この減少の程度は、道路構造、交通状況はもとより光源の交換時間と交換方式、灯 

  具の清掃頻度などによって異なる。 

   表８－９は設計に用いる保守率の推奨値を示したものである。保守率の設定に際し 

  ては、交通量、車種構成、道路周辺状況および維持管理等を勘案のうえ適切な値を採 

  用する必要がある。 

表８－９ 保守率の推奨値 

区分 保守率 

連続（局部）照明 0.65～0.75 

ト ン ネ ル 照 明 0.50～0.75 

 

   設計計算の具体例については、道路照明施設設置基準・同解説 付録２「設計例」 

  （P138～）を参照すること。 

 

８－８ その他 

 ①道路照明の新設については、その設置箇所、規格設置理由等について道路整備課と 

 協議すること。 

 ②グレードアップについては、明確な理由（景観に関する委員会等により定められて 

 いる等）がある場合のみ検討対象とする。 
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９．視線誘導標 

９－１ 視線誘導標の設置計画 

 ９－１－１ 反射式視線誘導標の設置区間 

  設計速度が 50 ㎞/ｈ以上の区間は、必要に応じて反射式視線誘導標を設置するものと 

 する。ただし、設計速度が 40 ㎞／ｈ以下の場合でも、特に必要と認められる区間には、 

 反射式視線誘導標を設置することができる。 

  設計速度 40 ㎞／ｈ以下の場合の設置区間 

  １ 車線数や幅員構成が変化する場所、区間 

  ２ 線形等が急激に変化する区間 

  ３ 山岳道路、路側水路等で路端を明示する必要性が高い区間 

 

 ９－１－２ 反射式視線誘導標の設置方法 

  １ 設置場所および反射体の色 

   (1) 設置場所は、左側路側を原則とし、必要に応じて右側路側または分離帯等にも 

     設置するものとする。 

   (2) 反射体の色は、車両進行方向に対して、左側路側に設置する場合は、白色とし、 

     右側路側および分離帯等に設置する場合は、橙色とする。 

   (3) 支柱の色は、白色またはこれに類する色とする。 

   (4) 支柱の材質は、土中埋込基礎、コンクリート基礎は、鋼管、樹脂および同等品 

     とする。 

  ２ 設置間隔 

   設置間隔は、平面曲線半径に応じて表９－１に示す値を標準とする。 

  ただし、最大間隔は 40ｍとする。 

  ３ 設置位置および設置高さ 

   設置位置は、建築限界の外側直近の施設帯に設置するものとする。 

   設置高さは、路面上から反射体の中心まで 90 ㎝を標準とする。 

  ４ 設置角度 

   反射体の設置角度は、自動車の進行方向に対して、直角に設置することを標準とす 

  る。 
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           表９－１ 視線誘導標の設置間隔 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  道路曲線半径Ｒ（ｍ）    設置間隔Ｓ（ｍ） 

 

           ～    50 

       51   ～    80 

       81   ～   125 

      126   ～   180 

      181   ～  245 

      246   ～   320 

      321   ～   405 

      406   ～   500 

      501   ～   650 

      651   ～   900 

      901   ～  1,200 

     1,201 ～ 

         5 

         7.5 

        10 

        12.5 

        15 

        17.5 

        20 

        22.5 

        25 

        30 

        35 

        40 

 

 

  ５ 遷移地点における視線誘導標の設置間隔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ９－１－３ スノーポールの設置区間 

 積雪により路端等の位置が不明瞭となる区間にあっては、必要に応じてスノーポールを

設置するものとする。 

 

 ９－１－４ スノーポールの設置方法 

 １ 設置場所 

  設置場所は左側路側または分離帯等とするものとする。 

 



- 104 - 

 ２ 設置間隔 

  設置間隔は、反射式視線誘導に準ずるものとする。 

 ３ 設置位置 

  設置位置は、建築限界の外側で、除雪作業等の支障にならない位置に設置するものと 

 する。 

 

 ９－１－５ 注意事項 

 チャッタバーについては、スリップの危険や騒音の原因となるので、車両の進入が予想

される路面には、原則として使用しないこと。 
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１０．道路反射鏡（カ－ブミラ－） 

１０－1 道路反射鏡の設置計画 

 (1) 単路部における設置                   

 次のいずれかに該当する場所には、必要に応じて道路反射鏡を設置する。 

  ア 当該道路が 1 車線である道路において視距が次表の値以下の場所        

                  表１０－１ １車線道路の視距 

 

  

 

車両の速度（㎞／h） 視  距（m）                     

                    

                    

      30    60 

      20    40 

 

  イ 当該道路が 2 車線以上である道路において視距が次表の値以下の場所 

                  表１０－２ ２車線道路の視距 

車両の速度（㎞／h） 視  距（m）                    

  

                   

  

         

      50     55 

            40       40 

          30       30 

            20       20 

 

  ウ 上記以外で、交通事故の発生のおそれがあり、道路反射鏡を設置することによっ 

   てその防止に効果があると認められる場所。 

  エ 上記「イ」で車両の速度が 50km／h を超える場合の視距を規定していないのは、 

   道路反射鏡を通してはこれらの速度を超える場合必要な視距の確保が困難であり、 

   また道路反射鏡の設置が必要な場所では、これらの速度を超えて走行をすることが 

   少ないと考えられるからである。又、これらの速度を超えて走行することがある場 

   合には、道路構造令による停止視距に準ずるものとする。 

 

 (2) 交差点部における設置                  

 次のいずれかに該当する場所には、必要に応じて道路反射鏡を設置する。 

  ア 次の①または②に該当する信号制御されていない交差点 

   ① 従道路（一時停止制御される側の道路あるいは優先道路でない側の道路）にお 

    いて左方向を確認する際、見通すことができる距離が次式において求められた値 

    以下の場合 

                D＝V（T 十 t ）／3．6 

D：主道路上の車両の走行距離（m） 

V：主道路の車両の速度（㎞／h） 

T：従道路の車両が主道路を確認してから発進 

するまでの時間（反応時間）（sec） 

t：従道路の車両が主道路を横断するのに必要 

な時間（sec） 
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   ② 従道路において右方向を確認する際、見通すことができる距離が次式において 

    求められた値以下の場合 

             D′＝Ⅴ（T 十 t′）／3．6 

                   D′：主道路上の車両の走行距離（m） 

                   t′：従道路上の車両が停止位置から主道路の右 

                     方向の車両の走行を阻害しない位置まで走 

                     行するのに必要な時間（sec） 

  イ 上記以外で、交通事故の発生のおそれがあり、道路反射鏡を設置することによっ 

   てその防止に効果があると認められる場所。 

 

１０－２ 形式等の選定 

 (1) 形   式                           

 道路反射鏡の形式は次表のとおりとする。 

鏡面形状    鏡 面 数 
 

 丸  形 
 

  一  面  鏡 

  二  面  鏡 
 

 角  形 
 

  一  面  鏡 

  二  面  鏡 

             表１０－３  形 式 

       ※ 一面鏡とは 1 本の支柱（または 1 箇所）に鏡面を一面取付けた構造 

         をいい、二面鏡とは 1 本の支柱に鏡面を二面取付けた構造をいう。 

 

 (2) 鏡面の大きさおよび鏡面の曲率半径 

                                                 

 鏡面の大きさおよび鏡面の曲率半径は、次表のとおりとする。 

 

            表１０－４ 鏡面の大きさと曲率半径 

 

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 

 

 鏡 面 形 状 

 

 鏡面の大きさ 

 

 鏡面の曲率半径 

（単位：㎜） 

 
 
 
  
 
 

 
  
 
 

 
 

 
 
       

   丸    形 

 

φ    600 

φ    800 

φ  1，000 

 

     1，500  

     2，200 

   

     3，000 

     3，600以上 
 

 

角   形 

 

□450×600 

□600×800 
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 (3) 形式等の選定                       

 道路反射鏡の選定にあたっては、映像の視認性、視界（映像の範囲）経済性、道路環境

との調和、維持管理等に十分留意しなければならない。 

  留意点 

  ア 映像の視認性    

  映像は確認すべき位置にある車両等が、車両等として十分確認できなければならない。 

  このため、鏡面の曲率半径は、次表を標準とする。 

表１０－５ 必要視距等(D)と曲率半径 

 必要な視距または 
 

 見通し距離（D） 

 

D＜40m 

 

 

40m≦D≦60m 

 

 

60m＜D 

 

 

 

  
 
 

 

 鏡面の曲率半径 

            （㎜） 
  1，500 

  2，200 

 

3，000 

 

 

3，600以上 

 

  なお、「イ③」で述べる鏡面の大きさで十分な視界が得られる場合は必要な視界が得 

 られる範囲内で鏡面の曲率半径を大きくするものとする。 

 

               

        

    

 

                          （内まわりの例） 

 

 

                         図１０－１ 視距等が不足する区間 

出典）『道路反射鏡設置指針（昭和 55 年 12 月） （公社）日本道路協会 P14』 

          A：視距等が満足される区間 

          B：視距等が不足する区間 

          D：ある地点における必要な視距等 

          a ：ある地点で直接目視できる区間 

          b ：ある地点において道路反射鏡で確認すべき区間 

           ：視認者 

             ：ある地点において道路反射鏡で確認できることが望ましい範囲 

 

             

      Φ：ある地点において道路反射鏡 

        で確認できることが望ましい 

        範囲（視界） 

図１０－２ 望ましい視界 

出典）『道路反射鏡設置指針（昭和 55 年 12 月） （公社）日本道路協会 P15』 
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  S1，S2：道路反射鏡の設置位置              

 

          図１０－３ 視距等が不足する区間の分割（道路反射鏡２基で満足される例） 

出典）『道路反射鏡設置指針（昭和 55 年 12 月） （公社）日本道路協会 P15』 

 

  イ 視 界 

  視界には、確認すべき車両等はもとより、その付近の交通および道路の状況を判断す 

 るのに必要な範囲が含まれていなければならない。このため、現地の状況を十分調査す 

 る必要がある。 

  視界は鏡面の曲率半径、鏡面数、鏡面形状および鏡面の大ささに関連するので、それ 

 ぞれの特徴と相互関係に留意しなけれはならない。 

   ① 鏡面数 

 

 

 

 

 

   ② 鏡面形状 

   鏡面形状は道路反射鏡に求められる上下方向の視界と左右方向の視界を調査して決 

  定しなければならない。 

   一面鏡および異方向を確認する二面鏡は丸形を原則とする。 

   ただし、上下方向の必要な視界が左右方向の必要な視界よりも狭い場合は角形を用 

  いてもよい。 

   ③ 鏡面の大きさ 

   鏡面の大きさは、上記１０－２（３）ア「 映像の視認性」で選定された鏡面の曲率 

  半径、および上記１０－２（３）イ,② 「鏡面形状」で選定された鏡面形状で、必要 

  な視界が確保できる最小の鏡面の大きさを道路幅員等も考慮して１０－２（２）「鏡 

  面の大きさおよび鏡面の曲率半径」から選定するものとする。 

 

 (4) 形式等選定の目安                     

  (1)～(3)で述べてきたように、道路反射鏡の形式選定するにあたっては、種々の事項 

 を考慮しなければならないが、形式決定は、容易なことではない。そこで、必要な視距 

 等、確認すべき道路幅員と車線数別に鏡面の大きさ及び曲率半径の目安を表１０－６に 

 示す。 

 

 

道路の状況  鏡 面 数         備      考 

単 路 部  一  面 鏡  
 

交 差 部 

 

 一  面 鏡 １方向のみを確認する場合 
 

 二  面 鏡 

 

異なった２方向を確認する場合 
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               表１０－６ 鏡面の大きさと曲率半径選定の目安 

                                                                 単位（㎜） 

     必要な視 

      距等(m) 

視認 

すべき道 

路の幅員(m) 

 

 

３０未満 

 

 

 

 

３０以上 

～４０未満 

 

 

 

４０以上 

～５０未満 

 

 

 

５０以上 

～６０以下 

 

１ 

車 

線 

 

４～５ 

 

φ    600 

□450×600 

r=    1,500 

φ    600 

□450×600 

r=    2,200 

φ    800 

□600×800 

r=    3,000 

φ    800 

□600×800 

r=    3,000 

 

２ 

車 
線 
 

 

 

６ 

 

φ    800 

□600×800 

r=    2,200 

φ    800 

□600×800 

r=    2,200 

φ   1,000 

          

r=    3,000 

φ   1,000 

          

r=    3,000 
 

７ 

 

φ    1,000 
 

r=    2,200 

φ   1,000 
 

r=    2,200 

φ   1,000 
 

r=    3,000 

φ   1,000 
 

r=    3,000 

 

 

１０－３ 設置方法                               

 道路反射鏡は対面または交差する車両、歩行者、障害物等を十分かつ容易に確認し得る

位置、高さ、角度等を選んで設置しなければならない。ただし、建築限界を考慮し、鏡面、

支柱等が車両もしくは歩行者の通行の障害とならないように留意しなければならない。 

 なお，道路反射鏡を必要とする区間およびその付近は，道路標識（警戒標識）、視線誘

導標等の設置も検討するのがよい。 

 （1） 設置位置 

  設置位置を選定するにあたっては 

  i） 道路反射鏡そのものの発見性 

  ii） 映像の範囲 

  iii） 観測角（鏡面軸に対する視線の入射角の 2 倍) 

  iv） 映像の影となるような障害物の有無 

  ⅴ） 道路反射鏡そのものが交通に与える影響等を検討しなければならない。 

  映像の障害となる道路敷内の電柱等はできるだけ移設するものとする。これらの検討 

 は特に従道路または、より道路反射鏡を必要とする方向からの検討が重要である。 

  一方、道路反射鏡を必要とする道路は未改良の道路が多く、一般に狭幅員で歩車道の 

 区別がないことも多く、道路反射鏡の視認性や映像の見やすさ等から選定される適切な 

 設置位置が道路交通上障害となることがある。この場合、多少視認性等が悪くなるにし 

 ても、視認性等から選定された位置の直近で、道路交通上安全な位置に変更するのがよ 

 い。 
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   A：視距等が満足される区間 

  B：視距等が不足する区間 

   D：ある地点における必要な視距等 

   a ：ある地点で直接目視できる区間 

   b ：ある地点において道路反射鏡で確認 

     すべき区間 

          （内まわりの例）                   Φ：ある地点において道路反射鏡で確認 

                        できることが望ましい範囲（視界） 

図１０－４ 道路反射鏡による視距等の確保概念図 

出典）『道路反射鏡設置指針（昭和 55 年 12 月） （公社）日本道路協会 P23』 

 （2） 鏡面の設置高さ 

  鏡面の設置高さは、高いと鏡面の視認性が悪くなるとともに一般に支柱や基礎等が大 

 きくなり不経済となる。低いと鏡面が汚れやすい、交通の障害となりやすい、いたずら 

 されやすくなるなどの問題がある。これらのことから、鏡面下端から路面までの高さは 

 2．5m を標準とする。 

  ただし，道路の縦断勾配が変化するなど，特に必要がある場合は、1．8m 程度まで低 

 くしてよい。 

 

 （3） 鏡面の取付角度 

  鏡面の取付角度としては上下方向と左右方向とがある。これらの角度は当然、必要な 

 映像の範囲（視界）から決めるべきものであるが、特に、大型車と小型車や歩行者等に 

 よる目の高さの違いや、道路反射鏡に接近することによって鏡面軸に対する視線の入射 

 角が変化することを考慮しなければならない。 

  また、望ましいことではないが 1 方向を二面鏡で確認させる場合、各鏡面の映像の範 

 囲が重なりすぎたり、又は各鏡面の映像が重なり合わずに死角を生ずることがあるので， 

 各鏡面間の取付角度にも留意する必要がある。 

 

 （4） 鏡面の支柱等への取付方法および支柱 

  基礎の位置は基礎の安定性や他の重要構造物等の基礎等から決まってくることがあ 

 る。この場合、鏡面を最適な位置にするため曲支柱を使用したり、取付金具を延ばすな 

 どの配慮が必要である。また、必ずしも独立で設置する必要はなく適当な擁壁等の構造 

 物があれば、これらに添架することも検討する必要がある。 

  二面鏡の場合、各鏡面を横方向に配置するのが一般的であり、縦方向に配置するのは 

 好ましくない。 

 

 （5） 設置数 

  1 方向の視距等が不足する区間は一面鏡 1 基で対応するのが原則であるが、これが困 

 難な場合は視距等が不足する区間を小区間に分けてそれぞれの小区間に対応して道路反 

 射鏡を設置する。 
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１０－４ 構造諸元                        

 道路反射鏡は、道路法施行令第３４条の３の４に道路附属物として定められており、

「他の車両又は歩行者を確認するための鏡」と定義されている。    

  支柱及び基礎の根入れ長さは、表１０－７による。 

 

図１０－５ 道路反射鏡の各部名称 

出典）『道路反射鏡設置指針（昭和 55 年 12 月） （公社）日本道路協会 P28』 

 

 

 

 

 ・   反射鏡の材質は、ステンレス製標準とする。 

 ・  支柱の材質は、静電粉体焼付処理（下地亜鉛メッキ） 
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表１０－７ 支柱の諸元および根入れ長さ 

                                                                 単位（㎜） 

 

 
 鏡面形状 

 

 

 
 鏡 面 の 大 き さ           

 

 

 支 柱 の 諸 元               

 

 根 入 れ 
 長   さ 

  (巾50㎝) 

 

 外   径 

 

 厚  さ 

 

 長  さ 
 

 
  

 丸 
 

 
 

 
 

 形 
 

 

 

 一 
 

 面 
 

 鏡 

 

φ        600 

 

76．3 

 

3．2 

 

3，600 

 

        600 
 

φ         800 

 

76．3 

 

3．2 

 

4，000 

 

        900 
 

φ      1，000 

 

89．1 

 

3．2 

 

4，000 

 

     1，200 
 

 二 
 

 面 
 

 鏡 

 

φ        600 

 

76．3 

 

3．2 

 

4，000 

 

        900 
 

φ         800 

 

89．1 

 

3．2 

 

4，400 

 

     1，200 
 

φ      1，000 

 

101．6 

 

4．0 

 

4，800 

 

     1，500 
 
 
 角 

 
 
 
 形 

 
 

 
 一 
 面 

 鏡 

 
□   450×600 

 
76．3 

 
3．2 

 
3，600 

 
        600 

 

□   600×800 

 

76．3 

 

3．2 

 

4，000 

 

        900 
 
 二 
 面 

 鏡  
 

 
□   450×600 

 
76．3 

 
3．2 

 
4，000 

 
        900 

 

□   600×800 
 

 

89．1 
 

 

3．2 
 

 

4，400 
 

 

     1，200 
 

      （注）上表の根入れ長さは、設計風速４０m /sec の場合である。     
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１１．視覚障害者誘導用ブロック 

１１－１ 視覚障害者誘導用ブロックについて 

 １１－１－１ 概説 

  視覚障害者が安全かつ円滑に歩行するためには、視覚障害者を誘導し、かつ、視覚障害者が段差等 

 の存在を認識し又は障害物を回避できるよう、視覚障害者誘導用ブロックを設置する必要がある。 

  視覚障害者には全盲の方と弱視の方がおり、視覚障害者のうち弱視者の割合は６割を超えている  

 （平成 13年厚生労働省調査）。視覚障害者は、視覚障害者誘導用ブロックを直接足で踏むことや白杖 

 で触れることにより認識するほか、弱視者は、ブロックの色と周囲の路面の色のコントラストにより 

 認識している場合もある。 

 

 １１－１－２ 定義 

  視覚障害者誘導用ブロックは、視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起 

 を行うために路面に敷設されるブロックをいう。 

 

 １１－１－３ 種類 

  １ 線状ブロック・・移動方向を指示するため、平行する線状の突起を付けたブロック 

  ２ 点状ブロック・・段差の存在等の警告又は注意喚起を行うため、点状の突起を付けたブロック 

 

 １１－１－４ 形状・寸法等 

  視覚障害者誘導用ブロックの形状・寸法は、JIS T9251「視覚障害者誘導用ブロック等の突起の   

 形状・寸法及びその配列」に基づき、下記のとおりとする。 

  ブロック厚については歩道に設置する場合は 6cmを標準とする。ただし、車両乗入部等の重荷重が 

 予想される箇所については別途考慮すること。 

  また、現場条件によりブロックが設置できない場合は、暫定的にシート状のものや特殊舗装による 

 ものを部分的に使用することも考えられるが、基本的には障害物の回避や移設・撤去を検討すること。 

  なお、道路空間においては一般的に使用されているブロック 1枚の大きさは 300mm四方である。 

 

 ＜線状ブロックの形状・寸法及び配列＞ 

 ・線状突起の形状・寸法及びその配列は図１１－１のとおり。 

 ・線状突起の本数は４本を下限とし、ブロック等の大きさに応じて増やす。 

 ・このブロック等を並べて敷設する場合の、ブロックの継ぎ目（突起の長手方向）部分における突起 

  と突起の上辺部での間隔は、30mm以下とする。 



 - 114 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１－１ 線状ブロックの形状・寸法及び配列 

出典）『道路の移動等円滑化整備ガイドライン（平成 23 年 8 月） （一財）国土技術研究センター P254』 

 

＜点状ブロックの形状・寸法及び配列＞ 

・点状突起の形状・寸法及びその配列は図１１－２のとおり。 

・点状突起を配列するブロック等の大きさは 300mm（目地込み）四方以上。 

・点状突起の数は 25（5×5）を下限とし、ブロック等の大きさに応じて増やす。 

・このブロック等を並べて敷設する場合は、ブロック等の継ぎ目部分における点状突起の中心距離を b 

 寸法より 10mmを越えない範囲で大きくしてよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１－２ 点状ブロックの形状・寸法及び配列 

出典）『道路の移動等円滑化整備ガイドライン（平成 23 年 8 月） （一財）国土技術研究センター P255』 

 

 

 

 

 

図１１－３ 突起の断面 

出典）『道路の移動等円滑化整備ガイドライン（平成 23 年 8 月） （一財）国土技術研究センター P255』 

a 

a’ 

a 

a’ 
c 

c 

d 

d’ 

b 

b 
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 １１－１－５ 材料 

  視覚障害者誘導用ブロックは、現在種々の材質のものが市販されているが、強度や歩行性、耐久性、  

 耐摩耗性、施工性、経済性、耐候性、維持管理等を十分考慮して選定すること。特に、降雨時に滑り 

 やすいものは避けるべきである。 

  また、経年使用により頂上部が削られてしまうことがあるため、維持管理を含め材質、敷設方法を 

 あわせて考慮する必要がある。さらに、車両乗り入れ部等においては、車両の通過による剥がれが生  

 じることもあるため、十分な配慮が必要である。 

 

 １１－１－６ 色彩 

  視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色を基本とする。しかし、景観に配慮した歩道等で、黄色い 

 ブロックを適用するとその対比効果が十分発揮できなくなる場合は、設置面との輝度比 2.0程度確保 

 できる色を選択すること。 

 

 ○参考 

 輝度（cd/m2） 

  ものの明るさを表現したものであり、単位面積当たり、単位立体角当たりの放射エネルギー（発   

 散する光の量）を比視感度（電磁波の波長毎に異なる感度）で計測したもの。輝度計により測定で 

 きる。（JIS Z 9111） 

 輝度比 

視覚障害者誘導用ブロックの輝度（Cd/m
2
）

舗装路面の輝度（Cd/m
2
）

輝度比＝ 又は
舗装路面の輝度（Cd/m

2
）

視覚障害者誘導用ブロックの輝度（Cd/m
2
）

 

※ 輝度の小さい方（暗い色の方）を分母に置き、算出する。 

 

  輝度は天候や明るさ等によって変化するため、決定においては、ブロックメーカーが一定条件の下  

 で測定した色の組み合わせ毎の輝度比を参考にすると良い。また、輝度比を確保するため、視覚障害 

 者誘導用ブロックの縁を輝度比が大きくなる色で縁取る等の工夫がある。 
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       輝度比 4.18                 輝度比 1.68 

   

       輝度比 1.64                 輝度比 1.25（逆数） 

図１１－４ 輝度比の参考例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１－５ 輝度比確保の工夫例 
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１１－２ 視覚障害者誘導用ブロックの設置について 

 １１－２－１ 法律・条例の整備 

  平成 12年に、駅やバス停等の公共交通機関とこれら施設周辺の歩行空間のバリアフリー化を進め 

 るための「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（交 

 通バリアフリー法）が制定され、市町村が作成した基本構想に基づいた重点整備地区において一体的 

 にバリアフリー化が推進されることとなった。 

  また、平成 18年には、この交通バリアフリー法と平成 6年に制定された建築物のバリアフリー化 

 を進めるための「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」 

 （ハートビル法）とを統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バ 

 リアフリー新法）が制定された。 

  バリアフリー新法では、市町村が作成した基本構想に基づき、道路のバリアフリー化を進めるため 

 の道路特定事業計画を作成し、道路管理者はこの計画に基づきバリアフリー化を進める義務を負うこ 

 ととなる。 

  また、山口県においては、平成 9年 3月に「山口県福祉のまちづくり条例」が制定され、「福祉の 

 まちづくり」が進められてきたが、バリアフリー新法の成立に伴い、平成 22年 6月に条例施行規則 

 の改正が行われた。 

  なお、平成 30年 3月末現在でバリアフリー基本構想を策定している地区は、以下のとおり。 

          下関駅地区（下関市）、新下関駅地区（下関市） 

          にぎわい地区（下関市菊川町）、徳山駅地区（周南市） 

          新山口駅地区（山口市）、山口駅地区（山口市） 

 

 １１－２－２ 設置の基本的な考え方 

  バリアフリー新法においては、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施 

 設だけでなく官公庁施設、福祉施設等の生活関連施設どおしを移動する範囲についても重点整備地区 

 を設定し、バリアフリー化を進めることとしている。これら以外の道路においても、「道路の移動円 

 滑化整備ガイドライン」に従い整備することが望ましい。 

 

  視覚障害者誘導用ブロックは、次のような場所に設置する。 

  １ バリアフリー新法に基づく特定道路 

  ２ １以外の、多数の視覚障害者が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、   

  福祉施設その他の施設の相互間の経路を構成する歩道等及び視覚障害者が頻繁に利用する歩道等 

 

  (注意) 

 〇 視覚障害者誘導用ブロックは位置・方向を示すだけの機能に限定する考えもあるが、一般的に視 

  覚障害者誘導用ブロックを辿ればどこかに到達できるという認識で使用している人が多いため、最 

  寄りの施設まで結ぶことが重要である。 

 〇 複数の経路が存在すると誘導性が損なわれるため、極力一つの経路（出入口が複数有る場合は、 

  各出口から一つの経路）とすることが望ましい。 

 〇 公共施設や学校、病院等、視覚障害者誘導用ブロックが設置してある施設で、歩道との境界まで 

  視覚障害者誘導用ブロックが設置してある場合は、不連続が生じないように、当該施設管理者と協   
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  議を行い、連続性を確保すること。 

 〇 設置に当たっては、市町の福祉担当部署等関係機関等を通じて地区の視覚障害者の立会を求め十 

  分調整した上で実施すること。 

 〇 視覚障害者誘導用ブロックの経路が県管理道だけでは完結せずに直轄国道や市町道が含まれる 

  場合は、関係機関と調整を行い連続性を確保すること。 

 

 １１－２－３ 設置の原則 

  視覚障害者誘導用ブロックは、視覚障害者の利便性の向上を図るため、視覚障害者の歩行上必要な   

 位置に、現地での確認が容易で、しかも覚えやすい方法で設置するものとする。 

 

 

  １ 線状ブロックは、視覚障害者に、主に誘導対象施設等の方向を案内する場合に用いるものと 

   する。視覚障害者の歩行方向は、誘導対象施設等の方向と線状突起の方向とを平行にすること 

   によって示すものとする。 

  ２ 点状ブロックは、視覚障害者に、主に注意すべき位置や誘導対象施設等の位置を案内する場 

   合に用いるものとする。 

  ３ 視覚障害者の歩行動線を考慮して、最短距離で目的地に辿り着けるよう誘導するために連 

   続的かつ極力直線的に敷設するものとする。 

  ４ 視覚障害者誘導用ブロックは、視覚障害者が視覚障害者誘導用ブロックの設置箇所にはじめ 

   て踏み込む時の歩行方向に、原則として約 60cmの幅で設置するものとする。 

    また、連続的に案内を行う場合の視覚障害者誘導ブロックは、歩行方向の直角方向に原則と 

   して約 30cmの幅で設置するものとする。 

    なお、電柱などの道路占用物等の施設を避けるために急激に屈曲させることのないよう、官 

   民境界にある塀や建物との離隔 60cm程度にとらわれず、占用物件を避けた位置に直線的に敷 

   設することとする。（図１１－６参照） 

  ５ 一連で設置する線状ブロックと点状ブロックとはできるだけ接近させるものとする。 

  ６ 視覚障害者誘導用ブロックは、原則として現場加工しないで正方形状のまま設置するものと 

   する。 

  ７ 視覚障害者誘導用ブロックを一連で設置する場合は、原則として同寸法、同材質の視覚障害 

   者誘導用ブロックを使用するものとする。 
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歩道 民地 歩道 民地

○○  

○○  

○○  
電柱等 電柱等

○○  

 W2：30～60cm程度

●

●
W2

●

●

 

図１１－６ 屈曲して敷設された視覚障害者誘導用ブロックの改善イメージ 

 

  視覚障害者誘導用ブロックを屈折、屈曲する場合でも、視覚障害者誘導用ブロックは加工しないの 

 が原則であるため、配列を考慮して設置すること。 

○○ 　 ○○ 　
○○ 　 ○○ 　

a：10cm以下
a

a

  

○○○ 　
○○ 　 ○○○ 　
○○ 　

a：10cm以下
a

a

 

図１１－７ 屈折・屈曲部及び分岐部の設置例 

 

  点状ブロックは、障害物（歩道上の突出物）を回避する場合にも使用する。 

 

１）障害物を囲んだ例             ２）歩行経路を案内した例 

障害物（分電盤等）

○○ 　 ○○ 　
○○ 　 ○○ 　
○○ 　 ○○ 　
○○○○○○○○○○ 　

   

○○ 　 ○○ 　
○○ 　 ○○ 　
○○ 　 ○○ 　
○○ 　 ○○ 　
○○ 　 ○○ 　
○○ 　 ○○ 　

 

図１１－８ 障害物を回避する場合の例 
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１１－３ 視覚障害者誘導用ブロックの施工について 

 １１－３－１ 施工 

  視覚障害者誘導用ブロックの施工において、以下の点において特に留意すること。 

  （１） 視覚障害者誘導用ブロックと舗装の平坦性 

  （２） 視覚障害者誘導用ブロック上及びその付近の排水 

  （３） 基礎の平坦性、転圧 

  （４） 目地材の完全充填 

 

  参考として、歩道の舗装構成と視覚障害者誘導用ブロックの設置例を以下に示す。 

   〇 歩行者・自転車のみ通行する場所 

30
60

路盤 100
10

敷モルタル（1:3）

路床

100

300

表層 視覚障害者誘導用ブロック
（300×300×60）

 

   〇 乗用車および最大積載量 6.5トン未満の管理用車両の乗り入れる箇所 

300

路床

視覚障害者誘導用ブロック
（300×300×80）

80

10

敷モルタル（1:3）

150

30

150

表層

路盤

 

   〇 39kN以上の車両が通行 

  視覚障害者誘導用ブロックをインターロッキングブロックとみなし、TA法により構造設計を行うこ 

 と。 

 

 

 

 

 

 

20 

20 

敷 砂 層 

敷 砂 層 
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 １１－３－２ 維持管理 

  視覚障害者誘導用ブロックの機能を十分発揮させるためには、日常の点検と保守が大切である。 

 

  点検項目 

   １）視覚障害者誘導用ブロック 

    ① 突起の固定、破損及びすり減り状況 

    ② 平板の固定、破損、不陸及び不等沈下状況 

    ③ ブロックの輝度の状況 

   ２）視覚障害者誘導用ブロックが設置されている道路の状況 

    ① 路面の不陸状況 

    ② 路面の排水状況 

    ③ 視覚障害者誘導用ブロック上の放置自転車等の不法占用物件 

 

  なお、放置自転車の撤去等は、市町や警察等の関係機関とも協力し、撤去や啓発活動等の措置をと 

 ることが望ましい。 

  また、補修の際は、視覚障害者誘導用ブロックの機能を回復することはもちろん、不適切な設置が 

 されていた場合は、適切な形で補修すること。 
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１１－４ 設置例 

 １１－４－１ 横断歩道接続部の設置例 

○横断歩道部のみに設置する例（継続的に直線歩行を案内していない場合） 

民地 W1

○○ 　
　 A
　

○○○○○○○○○○ 　 C
○○○○○○○○○○ 　

W1

B

  

民地 W1

○○ 　
　 W1：30cm程度
　

○○○○○○○○○○ 　 C
○○○○○○○○○○ 　

B

W1

A

 

※ 歩道幅員により Aの部分の設置範囲を広げること 

 

 注）点状ブロックの幅は横断歩道の幅を示している 

  ため、Wは 30cm未満となるように設置する。 

 

民地 W1

○○ 　
W：30cm未満 　 W

　
○○○○○○○○○○  　
○○○○○○○○○○  　

W1

民地

○○ 　
　
　

○○○○○○○○○○ 　
○○○○○○○○○○ 　

横断歩道以
外を歩く可
能性がある

×望ましくない事例
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○継続的直線歩行を案内している場合の設置例 

この部分を点状ブロックとし、ここが
分岐点であることを案内する

民地 W1：30cm程度

○○ 　
○○ 　

　
○○○○○○○○○○ 　
○○○○○○○○○○ 　

L ：60cm程度

W1

  

民地

W1
L、W1が広すぎる

○○ 　
○○ 　

　
　

○○○○○○○○○○ 　
○○○○○○○○○○ 　

L

×望ましくない事例

 

  注）Ｌについては、路上施設や占用物件の設置状況等によって、この値とすることが適切でない場  

   合は、この限りではない。 

 

○歩道幅員が狭い場合の設置例 

  

民地 W1

○○ 　 W1：30cm程度
　

○○○○○○○○○○ 　
○○○○○○○○○○ 　

W1

  

民地 W1

○○ 　
○○○○ 　 ○○○○ 　
○○○○○○○○○○ 　

W1

 

民地 W1

○○○○ 　 ○○○○ 　
○○○○○○○○○○ 　

W1

 

 

  注）線状ブロックで横断歩道上の歩行方向及び横断歩道の中心部を案内することが望ましい。 
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○やむを得ず横断歩道が斜めに設置されている場合の設置例 

民地 W1：30cm程度

　

　
○○○○○○○○○○ 　
○○○○○○○○○○ 　

W1

○○

  

民地 W1：30cm程度

○○ 　
　
　

○○○○○○○○○○ 　
○○○○○○○○○○ 　

間違って進む方向

W1

×望ましくない事例

 

 

  注）横断歩道の方向と線状ブロックの線状突起の方向とを同一方向にすることが望ましい。 

 

 （参考） 

 

※視覚障害者は、視覚障害者誘導用ブロック及び縁石

の配列と、横断歩道が垂直に交わるという認識により、

横断歩道を横断するという意見もあり、横断歩道が斜

めの場合の対策を検討する必要がある。（左図はその対

策の一例） 

 

 

 

 

 

 

○歩道巻込部の設置例 

○○  
 

 
○○

○○
○○

○○
○○

W1

 

                             W1：30cm程度 

  注）横断歩道の有無にかかわらず、歩道巻込部には視覚障害者誘導用ブロックを設置する。 

   なお、車両乗入部は歩道であるため、縁石の巻込は行わず、視覚障害者誘導用ブロックは連続的 

  に設置すること。 

民地 W1：30cm程度

　

　

W1

○○

○○
○○ ○○

○ ○
○
○

○
○

○
○

○
○



 - 125 - 

○横断歩道の延長上に信号柱等の構造物がある場合の設置例 

注１）C部分の点状ブロックは接近 

 しない方が好ましい構造物からW2 

 離して設置する。 

注２）A部分の線状ブロックは、C 

 部分の点状ブロックの中心部に設 

 置する。 

注３）図面下側歩道から上側歩道に 

 横断する障害者が信号柱等の構 

 造物に接触しないように、A’、C’ 

 部分についても A、C部分と対称と 

 なるように設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただし、このような位置に信号柱等の構造物が存在する 

こと自体が好ましいことではなく、構造物を移設すること 

が望ましい。 

○交差点部の設置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民地 W1

信号柱等の ○○ 　
構造物 　

　
○○○○○○○○○○ 　
○○○○○○○○○○ 　

W1

×望ましくない事例

●

民地 W1

○○ 　 W1：30cm程度
信号柱等の 　 A W2：30～60cm程度
構造物 W2 　

○○○○○○○○○○ 　 C
○○○○○○○○○○ 　

○○○○○○○○○○ 　 C'
W2○○○○○○○○○○ 　

A'
○○ 　

W1

W1

W1

●

B

B'

Ｗ1 

Ｗ1 

  

○ 
○ 

○ ○ 
W1 

○ 
○ 

○ ○ ○ 
○ 

○ 
○ 

W1：30cm 程度 

○ 
○ 

○ 
○ ○ ○ 

○ ○ 

○ 
○ 

○ ○ 

○ 
○ ○ 

○ 
○ ○ 

○ ○ 
○ ○ 

○ 
○ 
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○横断歩道が近接している交差点の場合の例 

 

 
○○

○
○

○○

W1

○○
○○

○

○○○
○

○
○

W1

W1

線状ブロックで、横断
歩道上の歩行方向及
び横断歩道の中心部
を案内する

○○
W1

W1

W1：30cm程度 

 

 

○自転車横断帯がある場合の設置例 

民地 W1：30cm程度

○○ 　
　
　

○○○○○○○○  　
○○○○○○○○  　

W1

   

〇屈曲部の設置例（内角が 135度未満の場合は警告ブロックを設置すること） 

L：60cm程度

○○  
○○
○○
○○

○○

W1

○
○

○
○

○
○

○○

○
○

a：10cm以下

 

○○  
○○
○○
○○

○○

W1

○○

内角 

内角 

W1:30cm程度 

W1:30cm程度 



 - 127 - 

 

 １１－４－２ 立体横断施設の昇降口（階段部）の設置例 

○横断歩道橋の昇降口の場合 

 

 

 

  ※ 横断歩道橋の手すりには、必要に応じ点字等による案内を行うことが望ましい。 
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W1 L：60cm程度

W1：30cm程度
W2：30～60cm程度

W2

W1

W1

車道

民地

○
○

○
○

○○

○
○

○
○

○○

○
○

○
○

○○
○○

○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○○ ○○

○○

○○

○○

○○ ○

○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○

○○
○○○○○○○

 

 

○斜路のある横断歩道橋の昇降口の場合の設置例 

W1 L：60cm程度

W1：30cm程度
W2：30～60cm程度

W2

W1

W1

車道

民地

○
○

○
○

○○

○○

○○

○○

○○
○○

○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○○ ○○
○○

○○

○○ ○

○ ○

○ ○
○ ○
○ ○
○ ○

○○
○○○○○○○

○○

○

○○

○○
○○
○○○○

斜路

○ ○
○

○
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 ※ 地下横断歩道等の昇降口も、横断歩道橋の場合と同様な考え方で設置する。階段部の位置によっ   

  ては、全体を囲む必要がある。 

W1 L：60cm程度

W2

W1

W1：30cm程度 W2
W2：30～60cm程度

車道

民地

○○
○○ ○

○
○

○
○

○
○

○
○

○○

○○

○○
○○

○○ ○ ○○

○○

○○

○○○○○

○○
○○

○○

○○○○ ○ ○○○○○○○

 

 

１１－４－３ 乗合自動車停留所部の設置例 

○歩道幅員が広い場合           ○歩道幅員が狭い場合 

   

 

 

 

 

 

※ 運転席側乗降口の位置を基準に設置するのが望 

  ましい。 

 

 

 

民地 W1：30cm程度

○○
○○

車道 W1

W1

民地 W1：30cm程度

○○ 　
○○ 　

○○W1
○○

車道 W1

Ｌ：60cm程度
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 １１－４－４ 中央分離帯の設置例 

○中央分離帯が広い場合 

○○○○○○○○○○ 　 ○○ 　
○○○○○○○○○○ 　 ○○ 　

○○ 　
○○ 　

○○○○○○○○○○ 　 ○○ 　
○○○○○○○○○○ 　 ○○ 　

W1

中央分離帯

W1

×望ましくない事例

※たまたまブ
ロックの上を
通った者だけし
か有効でない

中央分離帯

 

○中央分離帯が狭い場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １１－４－５ 施設等入口部の設置例 

民地側 施設入口 民地側 施設入口

○○
○○ 　 　

　 　
　 　

Ｌ：60cm程度 　 Ｌ：60cm程度 　

L

×望ましくない事例

車道

L

車道

W：30cm程度

 

○○○○ 　 ○○○○ 　
○○○○ 　 ○○○○ 　

中央分離帯

車道

W1

W1

車道



 - 131 - 

 

 １１－４－６ （参考）エスコートゾーン 

  エスコートゾーンとは、横断歩道であることを表示する道路標示であって、視覚障害者の誘導を行  

 うための線状又は点状の突起が設けられたものである。横断歩道の一部であるため、この設置は公安 

 委員会が行うこととなる。 

 

図１１－９ エスコートゾーンの設置例（山口市役所前） 

 

 

参考図書 

 ○視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説 昭和 60年 9月 （社）日本道路協会 

 ○増補改訂版 道路の移動等円滑化整備ガイドライン（道路のバリアフリー整備ガイドライン） 

   ～道路のユニバーサルデザインを目指して～ 

編集・発行／財団法人 国土技術研究センター 大成出版社  

 ○山口県福祉のまちづくり条例設計マニュアル「改訂版」 平成 22年 3月 山口県 
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１ 道路防災編の使用にあたって 

 

１－１ 道路防災編が対象とするもの 

 

 重要な社会資本である道路の保全と効率的な運用を行い、常に道路を良好な状態に保ち、

安全で円滑な交通の確保をはかることは、道路管理者に課せられた使命である。道路は絶え

ず多種多様な交通条件や、厳しい気象条件にさらされているため、年を経るに従い老朽化、

ぜい弱化するものであり、また、建設時には考えられなかった条件の変化から、変形破損す

ることがある。 

道路防災とはすなわち、災害等の原因により道路の通行が不可能あるいは制限されること

を防ぐことであり、以下のとおり分類される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 本編においては、県内における他事業での専門性や発生頻度を考慮し、土石流及び雪崩対

策については対象外とした。 

 

 土木構造物の設計においては、個々の現場条件が異なるうえ、土木工学や行政手続きに関

する総合的な判断に基づいて多様な対応を選定する必要があり、特に道路防災分野での現場

条件はその箇所固有のものである。また、新工法・新材料による対策工法の進歩には著しい

ものがあり、工法の選択をマニュアルによって全てを網羅することは困難である。基準とし

て記載しきれない部分があることを理解していただきたい。 

（１）のり面・斜面の崩壊 岩盤崩壊
落石
地すべり・土砂崩壊
土石流
雪崩

（２）盛土崩壊
（３）構造物損傷 橋梁

トンネル
擁壁
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１－２ 基準書 

 

関連する基準書類は、非常に多くの種類が出版されており、それぞれが順次改訂されてい

る。主要なものを表１－１に示す。 

 

表１－１ 主要な基準書 

名   称 発行所 発行年月日 

道路土工要綱（平成21年度） 日本道路協会 H21.6 

道路土工-盛土工指針（平成22年度） 〃 H22.4 

道路土工-切土工・斜面安定工指針（平成21年度） 〃 H21.6 

道路土工-カルバート工指針（平成21年度） 〃 H22.3 

道路土工-擁壁工指針（平成24年度） 〃 H24.7 

落石対策便覧 〃 H29.12 

のり枠工の設計・施工指針(改訂版第3版) 全国特定法面保護協会 H25.10 

ロックボルト工積算資料（参考） 〃 H27.7 

新・斜面崩壊防止の設計と実例（改訂） 全国治水砂防協会 H19.9 

建設省土木構造物標準設計 全国建設技術協会 H12.9 

グラウンドアンカー設計・施工基準，同解説 地盤工学会 H24.5 

設計要領 第一集 日本高速道路株式会社 H28.8 

切土補強土工法設計・施工要領 〃 H19.1 

建設省河川砂防技術基準(案)同解説 調査編 日本河川協会 H9.9 
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２ 調査 
 

２－１ 調査の目的と留意事項 

道路における斜面災害などを事前に予測することは非常に難しいものであるが、道路交通

の安全を確保するため、適切な時期に適切な調査を行い、効果的な対策を実施する必要があ

る。とくに、斜面やのり面は雨水や凍結融解等の作用により長期的に劣化し、不安定化する

ため、対策が既に行われている箇所においても定期的な調査・点検が必要である。また、橋

梁、擁壁やカルバート等は、本来永久構造物であるが、異常気象時、地震時などで、設計時

に考慮した条件をこえた外力が作用した場合などに変状を生じることがあり、必要の都度点

検を行い、変状を早期に発見するとともに、その原因を究明し対策を講ずる必要がある。 

斜面防災に関する調査は、大きく概査、精査、維持管理点検調査、その他の調査に分けら

れ、各調査の目的は次のとおりである。なお、詳しくは「道路土工構造物技術基準・同解説」

「道路土工要綱」「道路土工－切土工・斜面安定工指針」「道路土工－盛土工指針」「落石

対策便覧」などの基準書を参照されたい。 

 

 （１）概査 

斜面やのり面の安定度を斜面単位で大まかに判定し、精査あるいは緊急な対策の必要性

を判断する。既存の資料調査、小縮尺の空中写真の判読、簡便な現地踏査等の比較的経済

的な調査によって構成される。 

 （２）精査 

概査や維持管理点検調査によって精査が必要と判断された斜面やのり面の特徴、特に浮

石や転石の分布状況や不安定度、落石経路、斜面の不安定機構等を明らかにし、対策の要

否の判断、対策工の選定や設計施工のための基礎資料を得ることにある。測量、大縮尺の

空中写真の判読、詳細な現地踏査などによって構成され、場合によってはボーリングやサ

ウンディング、物理探査、観測および検知などが実施される。 

 （３）維持管理点検調査 

のり面構造物のみならず、地山を含めた斜面やのり面全体の劣化や不安定化を、定期的

に調査・比較することによって把握し、災害の発生を未然に防ぐ。いくつかの着目点のチ

ェックを主体とした簡便な現地踏査および前回調査との対比による劣化進行部の確認な

どにより構成される。日常点検、定期点検、臨時点検に区分され、いずれにおいても道路

防災総点検で作成された防災カルテを活用する必要がある。 

 （４）その他の調査 

路線全体の総合的な防災計画策定のための調査や、災害発生後の復旧および原因究明の

ための調査などがある。 

 

以上のような調査を合理的に進めるためには、調査全体のフローと各調査の役割をはっき

りさせておくことが重要である。例として図２－１に落石調査の概略フローを示す。 
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図２－１ 落石調査の概略フロー 

出典）『落石対策便覧（平成 29 年 12 月） （公社）日本道路協会 P31』 
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２－２ 落石 

落石調査は、落石の形態・規模・経路、落石の発生機構、対策工の基礎地盤強度などの設

計などに直接係わる項目の把握を目的とする。 

表２－1 調査項目と設計目的の対比表 

対策工の計画・設計目的 評　　価　　分　　析

位置、分布
落石エネルギー、落下経路等の基礎
データ

分布図表示

大きさ 落石エネルギー算出のため 個々の数値表示

形状 同上 スケッチおよび現場写真

岩石の飽和時単位体積質量 浮石エネルギー算出のため 室内岩石試験

岩質（硬度） 落下途中の破砕の程度を知る 岩盤分類法等の利用

不安定度 対策の優先順位決定のため 浮石・転石の安定度区分

凹凸度 落石の跳躍高決定
平滑か、凹凸か、凹凸の大きさ、小段の
位置と幅、勾配変化

植生の状態
落石の落下経路の状況。落石跳躍高
決定

裸地、草木、疎林、密林

縦横断形状 平面的な落石落下経路の決定 直線型、凹型、凸型などの区分

勾配 落石落下経路と跳躍高決定 -

高さ 同上 -

割れ目の方向性・卓越性 対策工法の選定
方向性の組合せによる落石発生形態の推
定

割れ目の密度 同上
平均密度、最大間隔などの落石規模の推
定

割れ目の開口性 同上
開口幅による安定度の推定、開口部の位
置による落石発生形態の推定

表層の岩盤硬度 落石の跳躍高決定のため 岩盤分類法の利用

岩盤の構成物と強度 アンカー等の定着部を決定するため 柱状図

斜面下部の地盤強度 地盤支持力決定のため 標準貫入試験・力学試験

落石跳躍度の決定

調　　査　　項　　目

浮石・転石

斜面形状

斜面地質

斜面下部から道路までの間の距離
 

（落石対策便覧Ｐ．７３） 
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２－３ 地すべり・斜面崩壊対策 

地すべりは、第三紀層の泥岩、凝灰岩、中・古生層や変成岩地帯等、ある程度限られた地

質あるいは地質構造の地域に集中する傾向があり、過去に何回か活動を繰り返し、独特の地

すべり地形を呈している場合が多い。このような地すべり危険箇所の抽出は、表２－２に示

すような地形図や空中写真判読のポイントから判定される。 

地すべり調査は、以下の情報を得るために実施し、これらの情報をもとに、地すべりの全

容を明らかにし、地すべりの発生原因および機構を究明することによって適切な対策工を実

施する。 

① 地すべりの活動範囲や規模 

② 地すべりの移動方法、移動速度、今後の滑落の可能性 

③ 地すべりの活動状況や土工等により安全率の変化 

④ 地すべり誘因 

⑤ 計測機器の設置箇所 

 

地すべり調査は、当該斜面およびその周辺について実施し、調査内容には以下のものがあ

る。 

① 現地踏査 

② 地表変動計測調査 

③ ボーリング調査 

④ すべり面調査 

⑤ 地下水調査 

⑥ 室内試験・原位置試験 

なお、各調査方法の詳細について「道路土工－切土工・斜面安定工指針」「河川砂防技術

基準・同解説調査編」などを参照のこと。 

切土・盛土を施していない山側の自然斜面に発生する表層崩壊については、地すべり等に

比べ崩壊の前兆も乏しい。したがって、斜面崩壊の調査は、斜面崩壊の可能性が顕在化し、

かつ対策の計画を合理的に決定できる箇所、すなわち、表層の亀裂・段差・せり出し、明瞭

なゆるみゾーン、表層クリープによるはらみ状の地形等、崩壊範囲をある程度推定できるよ

うな顕著な変状を示す斜面で実施するのが一般的である。 
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表２－２ 地すべり型による地形図および写真判読のポイント 

検
討
項
目

区
分

一般に緩傾斜地表
面平均勾配
　5～25°

最多頻度値
　10～20°

谷型地形

谷状及び
凹地状台
地

主として地
すべり頭
部、あるい
は側面(周
辺部)で関
連

不明の場合
も多々あり

・

・

・

・

・
・

馬蹄形状の滑落崖、山腹斜面での
陥没及び沼・池・湿地帯の存在
傾斜変換点（急傾斜から緩傾斜へ
の移行）及び分離小丘の存在
傾斜変換点を伴うなだらかな傾斜
（台地）及び階段状地形
斜面末端部での急斜面及び隆起ま
たは泥流状押出し
河川の異常な屈曲
頭部～末端部にかけての無数右の
亀裂、頭部亀裂の勾配：比較的に
緩傾斜

曲線状の
縞模様
(千枚田)

主として
崩積土が
地すべり
土塊を形
成
ついで強
風化岩

比較的急傾斜地
地表面平均勾配
　15～40°

最多頻度値
　20～30°

屋根型地
形

屋根状及
び凸地状
台地

地すべり頭
部および両
面側で密に
関連

不明の場合
は、岩盤地
すべりの可
能性少なし
(予知不可
能)

・

・

・

・

・
・

山頂あるいは山腹傾斜における帯
状陥没（線状構造と関連）
帯状陥没に伴う分離小丘、及び土
柱状の直立岩柱の存在
山腹斜面における直線状の傾斜変
換点、及びそれに伴う台地
斜面末端部での急斜面及び水平的
な押出しと崩壊
河川の異常な屈曲
頭部陥没亀裂顕著にて、ほぼ垂
直、ついで末端部での水平的な押
出しと圧縮亀裂、中間部では変状
なし

直線状の
縞模様

主として
強風化岩
並びに風
化・破砕
岩が地す
べり土塊
を形成

等 高 線
模 様

地すべり
地 質

地形状況（地すべり性変状）

崩
積
土
・
粘
質
土
地
す
べ
り

岩
盤
・
風
化
岩
地
す
べ
り

地形勾配
（地表面平均）

地形形状
線状構造
(リニアメ
ント）
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２－４ 盛土 

 

盛土の調査は、基礎地盤の調査、盛土材料の調査、排水の調査、環境・景観調査、その他

の調査に大別される。盛土の基礎地盤は、有害な沈下が道路完成後に生じないことが必要と

なるため、調査方法の詳細は、「道路土工－軟弱地盤対策工指針」などの基準書を参照され

たい。 

盛土材料の調査は、土量の配分計画や土取場の調査が大切であり、必要とする土量及び盛

土材料としての概略的な性質を把握する。つぎに、盛土高が表２－３に示す標準を超える場

合、及び実例の少ない盛土材料を使用する場合、盛土材料に関する各種試験をするものとし、

調査については「道路土工要綱 共通編」によるものとする。 

排水の調査においては、盛土完成後に安定を損なう要因となる盛土内に浸透する水（地下

水、降雨）による水位の上昇が考えられるか否かを検討するために、盛土で埋められる谷部

や盛土と近接する山地の地形と水理条件を十分に調査する。表面水については、道路に影響

を及ぼす集水域を特定し、その地被状況や流下径路、流末となる水路等を調査する。調査の

詳細については「道路土工要綱 共通編 排水」によるものとする。 

環境・景観調査、その他の調査はそれぞれ「道路土工-切土工・斜面安定工指針」、「道

路土工要綱 共通編 調査方法とその活用」によるものとする。 

また、必要に応じて地震時の安定の検討を行うこと。 

 

 

表２－３ 盛土材料及び盛土高に対する標準のり面勾配の目安 

盛土材料 盛土高(m) 勾　　配 摘　　要
５ｍ以下 1:1.5～1:1.8
５～15ｍ 1:1.8～1:2.0

粒度の悪い砂(SG) 10ｍ以下 1:1.8～1:2.0
10ｍ以下 1:1.5～1:1.8
10～20ｍ 1:1.8～1:2.0
５ｍ以下 1:1.5～1:1.8

５～10ｍ 1:1.8～1:2.0

火山灰質粘性土(V) ５ｍ以下 1:1.8～1:2.0

粒度の良い砂(S)、礫
及び細粒分混じり礫

岩塊(ずりを含む)

砂質土(SF)、硬い粘質
土、硬い粘土(洪積層
の硬い粘質土、粘土、
関東ローム等)

基礎地盤の支持力が十分
にあり、浸水の影響がな
く、締固め管理基準値を
満足する盛土に適用す
る。
(　)の統一分類は代表的
なものを参考に示したも
のである。
標準のり面勾配の範囲外
の場合は安定計算を行
う。

 

  注）盛土高は、のり肩とのり尻の高低差をいう。 
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２－５ 構造物の補修 

 

重要な社会資本である道路の保全と効率的な運用を行い、常に道路を良好な状態に保ち、

安全で円滑な交通を確保することは、道路管理者に課せられた使命である。道路は絶えず多

種多様な交通条件や、厳しい気象条件にさらされているため、年を経るに従い老朽化、ぜい

弱化するものであり、また、建設時には考えられなかった条件の変化によって、変形破損す

ることがある。膨大な量の道路資産の維持管理を効率的に行うためには、できるだけ長期的

な維持管理計画を立てて、補修・補強等の作業が短期間に集中しないように配慮することが

望ましい。さらに、道路に対する社会的要請は年々高度化、多様化しており、維持管理はき

わめて重要なものとなっている。 

 

２－６ 調査でのポイント 

 

具体的な対策の検討にあたっては、正確に原因を把握することが大切である。応急処置も

含めて変状の内容に応じて、まず、できる調査から早急に行い、弾力的に対策を講じていく

必要がある。調査のポイントは以下のとおり。 

（１） 地すべりや、構造物の構造的な変状の場合、変状の連続観測や定期的な調査を十

分に行うこと。 

（２） 「水の処理」について十分な調査を行うこと。設計・施工段階と同様、大きなポ

イントは水である。 

（３） 構造物の計画や設計の趣旨を理解すること。設計の前提条件を整理する。 

（４） 各種工法、技術の特徴、適用の範囲をよく整理して、対策工法を選択し、必要な

調査を行うこと。 
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３ 設計・施工 

 

３－１ 設計・施工の基本的考え方 

道路防災事業の実施にあたっては、「１ 使用にあたって」に示す基準書類などに基づい

て、調査、設計、施工をしなければならない。設計・施工に際しては、事前に対策工に応じ

た調査を十分に行うことが肝要である。 

 

本マニュアルは基準書類などで解説されていることで、特に注意しなければならないこと、

県で独自に定める項目や質問のあったことなどを中心にまとめた。気をつけてほしいのは、

マニュアルで定めた事項は一義的にこれを規定するものではなく、個々の条件を十分に検討

のうえ、弾力的に運用してほしい。 

 

とくに、のり面・斜面の状況は箇所によって大きな違いがあり、また同一箇所内でも場所

によって変化する。したがって、工事に携わる技術者はのり面・斜面の特殊性を十分考慮し、

的確な判断をもって対応することが大切である。設計にあたっては、対象とするのり面・斜

面のみに着目した微視的な調査、試験、安定解析に先立ち、それらを含む広い範囲の地形、

地質的な観点からの巨視的な評価を行うことを忘れてはならない。また、のり面・斜面にお

いて「水」に対する配慮は最も大切なことである。表流水、湧水を処理するとともに、地山・

盛土の地下水位を少しでも低下させる努力が必要である。詳しくは「道路土工－切土工・斜

面安定工指針」などの基準書を参照されたい。 
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３－２ 落石対策 

 落石対策の基本的な考え方としては、路線の性格や予想される落石の規模、落石の発生確

率、被災の頻度やその状況などを考慮して、落石予防工や落石防護工を実施して落石による

災害を最小限に抑えるよう努めるとともに、通行規制などの手段も活用し、道路交通の安全

確保に努めることが重要である。 

 落石対策工の選定に際して最も基本的なことは、対象斜面のどこからどのような形態・規

模の落石が発生し、それがどのような運動形態で落下するかを的確に想定し、それに対して

どこでどのような止め方をするか、あるいはどのような方法で無害に道路を通過させるかと

いうことを決めることである。 

 

３－２－１ 設計上の留意事項 

 （１）落石対策は、発生源対策が最も効果的であるが施工性、経済性を十分検討し、現地

   に最も適した工種（単独または複合）の選択を行うこと。 

 （２）各工種には、それぞれ機能的な限界があるのでこれを考慮すること。 

 （３）落石エネルギーの推定は、（３－１）式で行うものとする。落石エネルギーは石の

   規模に大きく左右されるため、その推定は慎重に行う必要がある。 

 

・・・・・（３－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－１ 斜面の種類と等価摩擦係数μの値 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

区分 落石および斜面の特性 設計に用いるμ
実験から得られ

るμの範囲

A 硬岩、丸状：凹凸小、立木なし 0.05 0～0.1

B 軟岩、丸状～角状：凹凸中～大、立木なし 0.15 0.11～0.2

C 土砂・岸錐、丸状～角状：凹凸小～中、立木なし 0.25 0.21～0.3

D
岸錐・巨礫まじり岸錐、角状：凹凸中～大、立木なし～あ
り

0.35 0.31～
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３－２－２ 工法選定 

 落石対策工には、落石の発生が予想される斜面内の浮石や転石を除去する、あるいは斜面

に固定する落石予防工と、斜面から落下してくる転石を斜面の途中、道路際あるいは道路上

に設置した施設で防護する落石防護工とがある。落石対策工の計画は、予想される落石の規

模や斜面の状態に応じてなされなければならない。また、道路構造、交通状況等の条件と併

せて落石対策工の施工箇所の地盤、施工性、景観、周辺環境への影響等も考慮する必要があ

る。 

 （１）落石予防工  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ 落石予防工の種類と効果 

出典）『落石対策便覧（平成 29 年 12 月） （公社）日本道路協会 P83』 

 

 （２）落石防護工 

  落石防護工は、設置する位置によって次のように分類される。 

  ①発生源から道路等に至る中間地帯（斜面の途中）に設けるもの 

   落石防護柵、落石防護擁壁 等 

  ②道路際（斜面下部）に設けるもの 

   ポケット式落石防護網、落石防護柵、落石防護棚、落石防護擁壁、ロックシェッド、

   落石防護土堤 等 

 図３－２に落石対策工選定のためのフローチャートを示す。 
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図３－２ 落石対策工の選定フローチャート 

出典）『落石対策便覧（平成29年12月） （公社）日本道路協会 P102』
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表３－２ 落石対策の適用に関する参考表 

凡例

風
化
侵
食
防
止

発
生
防
止

方
向
変
更

エ
ネ
ル
ギ
ー

吸
収

衝
撃
に
抵
抗

◎
非常によ

い
手がかか
らない

容易
非常によ

い
安い

〇 よい
やや手が
かかる

やや容易 よい
場合によ

る

△
落石で破

損
手がかか

る
むずかし

い
場合によ
りよい

高い

◎ ◎ 〇 △ ◎ 〇

◎ 〇 〇 △ 〇 〇

〇 △ 〇 ◎ △ △

◎ 〇 〇 △ 〇 ◎

◎ 〇 〇 △ 〇 ◎

◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇

◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇

◎ ◎ 〇 〇 ◎ 〇

〇 〇 〇 ◎ ◎ △ ◎

◎ 〇 〇 〇 〇 ◎

〇 〇 △ 〇 〇 ◎ △ ◎

◎ 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 ◎

◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇 ◎

◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇 ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇

◎ ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ 〇

◎ ◎ 〇 〇 〇 ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ 〇

◎ ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ 〇

◎ ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ △

〇 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 ◎

◎ 〇 △ 〇 〇 ◎ 〇 ◎

△ ◎ ◎ 〇 〇 ◎ 〇 ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇

◎ 〇 △ ◎ 〇 ◎ 〇 ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ 〇

◎ 〇 △ ◎ 〇 ◎ 〇 〇

多段式落石防護柵工

落石防護棚工

落石防護擁壁工

ロックシェッド工

落石防護土堤工・溝工

分
類

工
種

コンクリート張工+地山補強土工

のり枠工+地山補強土工

のり枠工+グラウンドアンカー工

擁壁工+グラウンドアンカー工

ポケット式落石防護網工

落石防護柵工

覆式落石防護網

吹付工

張工

のり枠工

擁壁工

吹付工+地山補強土工

グラウンドアンカー工

ロックボルト工

根固め工

植生工

排水工

編柵工

耐
久
性

維
持
管
理

施
工
の
難
易

信
頼
性

経
済
性

切土工

特徴

非常によい

よい

場所によりよい

落
石
予
防
工

落
石
防
護
工

落石対策工の効果

除去工

接着工

ワイヤロープ掛工

ロープ伏せ工

 

 

 



- 146 - 

表３－３ 落石の規模、タイプ別予防工の適用 

落石タイプ

目的別対策施設

浮石・
転石の
除去

切土・除去 〇 〇 〇 〇 〇 〇

排水施設 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎

吹付 △
土砂部との
なじみが悪

い
〇

土砂部との
なじみが悪

い
◎

土砂部との
なじみが悪

い

編柵 × × × 〇 × 〇

植生 × × × 〇 × 〇

張 △ △ 〇 〇 〇 〇

根固め 〇 〇

接着 〇 △ 〇 〇

のり枠 〇 △ 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇

覆式落石防護
網

△ △ 〇 △ 〇 〇

ワイヤロープ
掛・ロープ伏

せ
〇 〇

〇 〇 〇 〇

単独で用いられず、吹付、現場打ちコンクリート枠等との組合せが多い

覆式落石防護網を併用することが多い

擁壁高は8m以下が一般的
× ×

礫
間
充
填
物
（

マ
ト
リ
ッ

ク
ス
）

や
亀
裂
間
充

填
物
の
風
化
・
侵
食
・
流
出
防
止

浮
石
・
転
石
の
固
定
・
安
定
化

予想される落石1個あた
りの大きさ(質量)

巨礫(φ1m位)
数トンの規模

中規模(φ40cm位)
数百キロの規模

小規模
数十キロ以下の規模

施工性の理由からほとんど適用されていない

施工性や効果の関係等
からあまり適用されな

い

グラウンドア
ンカー・ロッ

クボルト

擁壁

はく離型 抜落ち型 はく離型 抜落ち型 はく離型 抜落ち型

 

凡例 ◎：非常によく用いられている  〇：よく用いられている 

   △：用いられる場合がある    ×：用いられない 
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     注１）本図は既往の施工実績、実験事例等から、各工法の適用範囲の目安を示した 

       ものである。 

     注２）上記工法のうちA)はエネルギー計算により設計される工法、B)は静的な強度計

       算により設計される工法であり、工種により設計法が異なるため本来簡単には比

       較できない。一般には静的な強度計算により設計されたものは、設計上かなりの

       安全余裕が含まれていると考えられる。 

図３－３ 落石防護工の適用範囲の目安 

出典）『道路土工 切土工・斜面安定工指針（平成 21年度版） （平成 21 年 6月）  

（公社）日本道路協会 P344』 
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３－２－３ 落石予防工 

落石予防施設は、落石対策としては効果的あるが、これ自体で完全に落石を阻止すること

は困難な場合もあり、落石の頻度を極力低減させるものとして考えるべきである。複数種の

落石予防施設を併用したり、落石防護施設との併用で採用することが望ましい。 

設計に当たっては、「道路土工－切土工・斜面安定工指針」、「落石対策便覧」などの基

準書を参考にして行うこと。 

  

 （１）ワイヤロープ掛工 

  （イ）ワイヤロープ掛工の強度は、落石防護網の設計の項のワイヤロープの諸値に示す

    強度を用いて設計する。安全率は、ワイヤロープ掛工が長期荷重を対象としている

    ので、短期荷重時の２．０を１．５倍し３．０とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－４ ワイヤロープ掛工の例 

出典）『落石対策便覧（平成29年12月） （公社）日本道路協会 P114
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（２）覆式落石防護網 

 （イ）覆式落石防護網の設計は、｢道路土工－切土工・斜面安定工指針｣及び｢落石対策

   便覧｣を参考に行うものとする。覆式落石防護網の設計の考え方の手順を図３－５

   に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－５ 設計の考え方の手順（覆式落石防護網） 
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３－２－４ 落石防護工 

落石防護工は、予想される落石などの重量、落下速度などを各現場の状況により適切に推

定し、設計にあたらなければならない。設計に当たっては、次に示す示方書、指針類を参考

にすること。 

① 防護柵の設置基準・同解説 

② 道路土工－切土工・斜面安定工指針 

（平成23年5月11日 道路土工－切土工・斜面安定工指針の訂正含む） 

③ 落石対策便覧 

④ 道路土工－擁壁工指針 

⑤ 道路橋示方書 Ⅰ～Ⅴ 

⑥ 道路防雪便覧 

⑦ コンクリート標準示方書 

 

 （１）ポケット式落石防護網  

  （イ）種類と一般事項 

   ポケット式落石防護網は、図３－６に示すように上部に落石の入口となる開口部（ポ

  ケット）を設けて斜面下方を覆うように設置することにより、斜面上方からの落石にも

  対応するものである。ポケット式落石防護網は、たわみ性のワイヤロープ類で構成され

  た阻止面、阻止面からの荷重を斜面に伝達する支持部材から構成される。 

   ポケット式落石防護網は、以下の３つに分類される。 

   ①従来型ポケット式落石防護網 

    阻止面がひし形金網とワイヤロープ、支持部材がH鋼支柱、ワイヤロープおよび基

    礎から構成され、形状寸法もほぼ定型化している構造のもの。可能吸収エネルギー

    は150kJ以下とし、落石の衝突前後のエネルギー差の算出に用いるポケット式落石

    防護網の質量として有効とする範囲は、幅12m以下×高さ12m以下とする。 

   ②高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網 

    緩衝装置や緩衝機構を組み込んだり、支柱間隔を大きくとって構造全体系でエネル

    ギーを吸収すること等により、従来型の適用範囲を超える大きな落石エネルギーに

    対応するもの。 

   ③その他のポケット式落石防護網 

    ②のように適用範囲は大きくないが、①の従来型とは使用部材や構造等の一部が異

    なるもの。 

 

 

 

 

  

従来型の例              従来型以外の例 

図３－６ ポケット式落石防護柵 

出典）『落石対策便覧（平成29年12月） （公社）日本道路協会 P154』
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（ロ）慣用設計法 

   ポケット式落石防護網の設計は、｢道路土工－切土工・斜面安定工指針｣及び｢落石対

  策便覧｣を参考に行うものとする。 

   ポケット式落石防護網の設計のうち慣用設計法の適用範囲は、  

   ・従来型ポケット式落石防護網のみである。 

   ・可能吸収エネルギーETが、１５０kJ以下である。 

   ・落石の衝突前後におけるエネルギー差ELの算出に用いるポケット式落石防護網の質

    量として有効とする範囲は、幅12m以下×高さ12m以下とする。 

   高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網やその他のポケット式落石防護網につい 

  ては、「実験による性能検証」等の適切な根拠により構成部材の挙動、変形、破損状況 

  等を評価する。「実験による性能検証」の詳細については「落石対策便覧Ｐ１５９」に 

  基づくこと。また、使用材料については破断後の飛散事例の有無を調べ、飛散の可能性 

  があるものを用いていないかを確認することも重要である。 

 

 （２）落石防護柵（ストーンガード） 

  （イ）種類と一般事項 

   落石防護柵の設計においては、落石が飛び越えない高さであること、許容変位以内で

  落石エネルギーを吸収できる部材断面、部材配置であること、かつ基礎の安定性が確保

  されることを確認する。また、路側に設置する場合には、落石衝突時に防護柵の突出が

  道路空間の安全性を損なわないことを確認する。 

   落石防護柵は、たわみ性の網状部材およびワイヤロープ類で構成された阻止面、阻止

  面からの荷重を地盤に伝達する支持部材および基礎から構成される。現在採用されてい

  る落石防護柵を構造形式別に分類したものを図３－７に示す。 

   ①自立支柱式 

    支柱がコンクリート基礎や地盤に直接根入れされ、自立する構造である。 

    支柱にはＨ鋼や鋼管等が用いられる。鋼管内にコンクリートを充填するなどして曲

    げ耐力を高めたものもある。また、支柱は通常は直柱であるが、有効高さを稼ぐた

    めに曲柱式もある。阻止面は、金網等の網状部材とワイヤロープを用いるものや、

    高強度網状部材を用いるもの等がある。端末支柱は落石衝突時に大きな水平力が作

    用するので控え材で補強するものが多い。基礎は、擁壁である場合、土中にコンク

    リート基礎を設ける場合、および支柱を直接地盤内に建て込む場合がある。 

   なお、自立支柱式の落石防護柵のうち、阻止面をひし形金網と多段のワイヤロープで

  構成し、Ｈ鋼の支柱を用いたものを、従来型落石防護柵と称し、設計フローチャートを

  図３－８に示す。 

   ②ワイヤロープ支持式 

    支柱頭部を山側に設けたアンカーとワイヤロープで結び、落石荷重を山側地盤の抵

    抗で支えるものである。支柱下端はヒンジ構造とし、小規模な基礎とすることがで

    きる、支柱基礎の水平抵抗を補うために、支柱下端と山側アンカーをワイヤロープ

    で結ぶことがある。また、支柱の位置を安定させるために、谷側にもアンカーをと

    ることが一般的である。これは、落石衝突時や強風時に阻止面が山側に転倒するの
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    を防ぐことにもなる。 

   ③Ｈ鋼式 

    Ｈ鋼を支柱として、Ｈ鋼の横構およびエキスパンドメタルを取り付けたものであり、

    通常古タイヤあるいは砂を緩衝材として用いる。古くから主に鉄道・砂防分野で使

    用されてきた型式の防護柵であるが、近年の使用実績は少ない。 

 

 

図３－７ 落石防護柵の種類 

出典）『落石対策便覧（平成29年12月） （公社）日本道路協会 P171』 
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図３－８ 従来型落石防護柵の設計フローチャート 

 

 

 （ロ）落石防護柵の高さ 

   路側に設置する場合の落石防護柵の必要高hは、想定する落石の跳躍量と設置位置に

  よって決定され、落石を補足可能な高さとして設定する。 

   一般的には、次のように設定することが多い。斜面から直角に測った落石跳躍量をh1

  として、斜面勾配がθの場合の落石防護柵への落石衝突高h2は次のようになる。 

   ① 落石防護柵背面に平場（ポケット）がない場合 

      h2=h1secθ 

   ② 幅lの平場がある場合 

     0＜l＜(h1secθ-h1)cotθのとき、 

      h2=h1+｛(h1secθ-h1)cotθ-l｝tanθ 

      h2=h1+(h1secθ-h1)-ltanθ 

      ∴h2=h1secθ-ltanθ 

     l＞(h1secθ-h1)cotθのとき、 

      h2=h1 

   図３－９に示す落石跳躍高h1は、斜面の凹凸が大きい場合を除いて一般的に２ｍ以下
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  であるとされている。図３－９は高さdの基礎の突出高がある場合であり、最低柵高は 

   h2-d=h1secθ-dとなる。 

   ただし、図３－１０のように斜面勾配が斜面の途中で変化している場合あるいは斜面

  の凹凸が大きい場合等には、落石が落石防護柵を飛び越える可能性があるので、設置位

  置、柵高の設定に注意を要する。このような場合には、当該箇所における落石の発生実

  態や、落石シミュレーション等の結果を踏まえて、落石跳躍量の設定を行うのがよい。 

   落石防護柵の必要高hは、特に対象とする落石が大きくなっている実態等を踏まえ、

  落石衝突高に落石半径以上、かつ少なくても0.5ｍ程度の余裕高を設けるのがよい。ま

  た、従来型の落石防護柵のような構造では、落石が柵天端付近に衝突した場合、支柱の

  傾斜や落石の回転等により柵を飛び越す現象も考えられるので、落石衝突高に対して最

  低柵高の1/2程度の余裕高を設けるのがよい（図３－１１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－９ 落石衝突高の計算条件 

出典）『落石対策便覧（平成29年12月） （公社）日本道路協会 P176』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１０ 落石の流下経路と防護柵の高さ 

出典）『落石対策便覧（平成29年12月） （公社）日本道路協会 P177』 
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図３－１１ 落石防護柵の余裕高 

出典）『落石対策便覧（平成29年12月） （公社）日本道路協会 P177』 

 

  （ハ）柵に作用する荷重 

   落石防護柵の設計に用いる荷重としては、通常は落石荷重のみを考えればよい。設計

  に用いる落石を設定し落石エネルギー（Ｅw）は、想定する落石の大きさ、形状、斜面の

  特性等を踏まえて設定する。一般的には以下の式により求めてよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   既往の研究によれば、同一の運動エネルギーを有する落石であっても、落石質量が小

  さく速度の大きいものの方が落石防護柵への損傷の程度は大きいという報告があるが、

  実用上その差異は大きくないので上記のように考えてよい。 

   設計における落石荷重の作用位置は、図３－１２に示すようにし中間の中央で最大跳

  躍高の位置とし、落石の衝突方向は柵に直角としてよい。 

   これは、落石防護柵においては、衝突位置は高さ方向には中央部より上下縁に近いほ

  ど、また延長方向には支柱間の中央よりも支柱に近いほど、また、入射角については、

  阻止面に垂直の場合が、構造物に対して不利になると考えられているためである。本来、

  落石の衝突位置と入射角は、原則として構造物にとって最も不利な条件で作用させるべ

  きであるが、各種製品において、そのような衝突位置を実験や解析で見極めることは現

  実には容易でないこと、また、入射角については最も不利と考えられる阻止面に垂直方

  向とすることから、構成部材の損傷が落石防護柵全体の崩壊等につながらないような配

  慮を行うことを前提に、上記の衝突位置及び方向としてよい。 

   なお、当該斜面が積雪地帯であり積雪荷重の影響を無視できない場合にはこれを考慮

  するものとする。積雪荷重と落石荷重は同時に考慮しなくてもよい。 
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図３－１２ 落石荷重の作用位置 

出典）『落石対策便覧（平成29年12月） （公社）日本道路協会 P178』 

 

 （二）慣用設計法 

  従来型落石防護柵については、慣用設計法により設計するものとする。その他の防護

  柵については、「実験による性能検証」等の適切な根拠により構成部材の挙動、変形、

  破損状況等を評価する。「実験による性能検証」の詳細については「落石対策便覧Ｐ 

 １８１」に基づくこと。また、使用材料については破断後の飛散事例の有無を調べ、飛

  散の可能性があるものを用いていないかを確認することも重要である（鋳鉄製の固定金

  具・連結金具等が飛散した事例がある。）。 

 

 （ホ）擁壁基礎または直接基礎における柵支柱根入れ部の柵のかぶり照査 

   支柱根入れ部のかぶりコンクリートの破損については、落石荷重の作用高さをｈ2、根

入れ深さをｄとし、落石荷重Ｆｙ（支柱下端に塑性ヒンジを形成する時の荷重）が作用

した時の支柱基礎の応力を計算し、かぶりを照査する。 

 

 ⅰ）曲げモーメントに対する検討 

   支柱にかかる曲げモーメント（Ｍ）を算出し、次式を満たすように設計する。 
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σ=
b・d

Fy
+

b・d2

6M
≦σsa

  

       Ｍ：支柱点における曲げモーメント（Ｎ･㎜） 

       ｄ：基礎に対する支柱の根入れ深さ（㎜） 

       σ：支柱点における圧縮応力度（Ｎ/㎟） 

       ｂ：支柱のフランジ幅（㎜） 

      σsa：無筋コンクリートの許容圧縮応力度（Ｎ/㎟）  出典）『落石対策便覧（平成29年12月） 

  ⅱ）押抜きせん断に対する検討              （公社）日本道路協会 P190』 

   支柱にかかる外力（Ｆｙ）と基礎に形成されるせん断抵抗力を比較し、次式を満た

 すように設計する。 

  

τ=
2ld

Fy
≦τsa

 

  

 τ：基礎に発生するせん断応力度（Ｎ/㎟） 

  l：支柱下端から基礎天端までの縁端距離（㎜） 

   τsa：無筋コンクリートの許容せん断応力度（Ｎ/㎟）  出典）『落石対策便覧（平成29年12月） 

 （ヘ）その他                      （公社）日本道路協会 P191』 

◆落石防護柵は擁壁上に、その縦断勾配に沿って設置されることが多いが、縦断勾配

の変化点に建て込む中間支柱のロープ止め金具にはせん断力が作用するので、縦断

勾配の変化点で端末支柱を設けるか、ないしはその部分のロープ止め金具を補強す

る必要がある。また、内カーブ区間においては、ロープ止め金具に引張力が作用す

るので、補強する必要がある。 

◆ストンガードは現行基準品を使用する。 

◆擁壁高は地山の状況により変化するが、落石防止機能及び景観等を考慮してある程

度の延長まで一定断面で施工する。防護柵の選定も同様とする。 

◆一般に落石防護施設を必要とするような所では、道路の線形は曲がっており、長い

  延長にわたって落石防護柵を設けなければならない場合には、適当な延長に区切っ

  て落石防護柵を設けることになる。このような場合には、各区間の落石防護柵端部

  は落石に対して互いに重ねあうように配置するのがよく、このような配慮によって

  落石防護柵相互の隙間からの落石を防ぐことができる。 

◆エネルギー吸収装置や高強度・高たわみ性のネットを用いた落石エネルギーの吸収

  能力を高めた各種の落石防護柵が用いられているが、これらは落石衝突時に阻止面

  が大きく突出するので、路側に用いる場合には道路空間の安全性を損なわないこと。 

◆端末支柱は、落石防護柵に落石が衝突した時にワイヤロープ設置方向へ張力をその

    まま受けるので、落石防護柵全体の構造安定を支配する重要な構造部材である。こ

    のため、端末支柱の設置位置については、端末支柱本体に落石が当たらない場所（落

    石対象区域外）を選定する必要がある。 
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（３）法留擁壁工（基礎の設計） 

  落石防護柵の基礎となる法留擁壁の安定は、一般の擁壁と同様に地盤の支持力、転倒、

 滑動について、常時、堆積時、落石時の検討を行う。また、その荷重の組合せ及び安全率

 は下表のとおりとする。なお、擁壁直高が8.0ｍを超える場合には地震時を考慮した安定

 計算を行う。 

荷重の組合せ 

 

安全率 

 滑動  転倒  地盤支持力 

常時  1.5 |e|≦B/6 3.0 

堆積時  1.5 |e|≦B/3 1.5 

落石時  1.5 |e|≦B/3 1.5 

e:偏心距離 B:底版幅 

 土質定数は、現地の状況を調査し、適切な値を用いることとする。なお、堆積    

土については、下表の値及び参考図を参考とし、堆積土の土圧が現実離れしない 

（過大な土圧にならない）ように十分注意すること。 

 

 

 

H1;根入れ長＋15cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１３ 法留擁壁工標準図 

    自重  土圧  落石荷重 堆積土  

常時  ○  ○  ―  ―  

堆積時  ○  ○  ―  ○  

落石時  ○  ○  ○  ―  

堆積土  

単位体積重量(γ) 17 ～

19kN/m3 

傾斜角(θ) 20°～30° 

内部摩擦角(φ) 25°～35° 
堆積土の土重を上載荷重に換算

堆積土 土圧：試行くさび法

θ：傾斜角

裏込め土
土圧：試行くさび法
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（イ）落石時の照査 

 落石防護柵に主たる塑性化を考慮する場合の落石時の照査については、落石衝突時に支

 柱から防護柵基礎に伝わる水平力、モーメント等の荷重に対して防護柵が降伏に達しない

 ことを照査する。一般には、支柱下端に塑性ヒンジを形成する時の水平荷重および支柱の

 塑性モーメント、あるいはワイヤロープが降伏する際の支柱水平反力Ｒおよびその際のモ

 ーメントのいずれか小さい方が落石防護柵を通じて防護柵基礎に作用するものとして、防

 護柵基礎の安定性を照査することにより行ってよい。 

   

（ロ）擁壁の有効長 

 落石による衝突荷重は、１ブロック全体で受け持つものとして計算する。ここで１ブロ

 ックとは通常のコンクリート擁壁が伸縮目地で区切られた延長で１０ｍを標準とする。な

 お、現場条件により、１０ｍより短い場合は、現地の最小目地間隔として計算する。 
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（ハ）構造細目 

  ◆躯体部の補強のため鉄筋を用いる場合は次のとおりとする。 

   ①鉄筋量は、図３－１４を参考に配筋する。 

   ②鉄筋かぶりは10cm以上とする。 

   ③組立筋は、配筋の剛性が保持できるように十分配置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１４ 配筋例 

出典）『落石対策便覧（平成29年12月） （公社）日本道路協会 P210』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｂ2が400以上となる場合は、B1=B2+200とする。 

 図３－１５ 擁壁天端及び補強コンクリート 

 

 

（単位：ｍｍ） Ｂ1 Ｂ2 

重力式擁壁 ※ 600 400 

もたれ式擁壁 700 500 
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  ◆落石防護柵基礎部には、補強鉄筋を入れるものとする。 

  ①天端幅４００ｍｍ 深さ８５０ｍｍ  

 

  ②天端幅４００ｍｍ 深さ１０００ｍｍ  
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  ③天端幅５００ｍｍ 深さ８５０ｍｍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ④天端幅５００ｍｍ 深さ１０００ｍｍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１６ 落石防護柵補強鉄筋 
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  ◆重力式擁壁の場合は、５０ｃｍ以上の根入れ深さを確保し、中位な砂質土地盤におい

  ては高さ２．５ｍ以上の重力式擁壁を設ける場合には、擁壁高の０．２倍以上の十分な

  根入れ深さを確保することが望ましい。また、擁壁に接して河床低下や洗掘のおそれの

  ないコンクリート水路を設ける場合の根入れ深さは、原則として水路底面より３０ｃｍ

  以上確保するものとする。 

 

 

 

 

 

図３－１７ 根入れ深さ 

出典）『道路土工 擁壁工指針（平成24年度版） （平成24年7月） （公社）日本道路協会 P129』 

 

  ◆基礎砕石は厚さ２０ｃｍ、均しコンクリートは厚さ１０ｃｍを標準とする。 

  ◆裏込材はクラッシャーラン（ＲＣ－４０）、厚さ３０ｃｍ以上（等厚）を標準とする 

  が、擁壁背面からの湧水等の状況により単粒度砕石の採用や厚さについても十分に検討 

  すること。 

  ◆水抜き孔は、擁壁背面に集めた水を排水するためのものであり、擁壁前面の排水構よ

  り上部において２～３㎡に１カ所の割ありで水抜き孔を設けることが望ましい。内径 

  5～10cm程度の硬質塩化ビニル管等を、排水方向に適切な勾配で擁壁に埋め込んで設け

  るのがよい。また、水抜き孔の入口に吸出し防止材や孔径より大きめの割栗石や砕石を

  設置して、水抜き孔から裏込め土が流出しないように配慮する。湧水、浸透水の多い場

  合は、必要に応じて数量を増すこと。 

  ◆長さ１０ｍ以下に１箇所伸縮目地を設けること。 

  ◆コンクリートの水平打継目には D13@500 L=1000程度の差筋を配置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１８ 水平打継目 

出典）『土木工事設計マニュアル （平成29年4月） 中国地方整備局 P3-2-21』 

 

  ◆既設側溝がある場合は、最低限その通水能力を満足するもので復旧すること。既設側

  溝がない場合や既設側溝の断面が明らかに小さい場合は、最低幅300mmで復旧する。な

  お、排水工の流末処理は必要最小限の範囲で行うこと。 

  ◆水路工は２次製品の使用を原則とする。蓋がけを原則とし、必要に応じてグレーチン

  グ蓋とする。 
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  ◆コンクリート防汚対策ガイドラインに従い、施工すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１９ 擁壁の防汚構造 

出典）『コンクリートの品質保持に関する調査報告書（コンクリートの防汚対策調査）

 （平成11年3月）建設省中国地方建設局中国技術事務所 P28』 

 

  ◆進入路の設置等によって擁壁を分割する場合は、落石防護柵が平面的に３０°以上の

  角度で重なるように配置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２０ 分割した防護柵の重複の例 

 

 （二）その他 

  ◆擁壁基礎及び背面に岩盤が露出した場合の施工は、不経済断面とならないように断面

  を決定し、裏型枠を使用せずコンクートをベタ打ちとするか、状況によって段切り施工

  を行う。 

  ◆地山の法勾配は、一定区間での最急勾配を一定区間全体の勾配として検討すること 

  ◆地形の状況に応じて、通常の測点に加えて測点を追加することが望ましい。 

  ◆横断測量範囲は、現地調査により法面上部の状況を把握し、対象とする落石等付近ま

  で行うこと。 

  ◆落石防護柵基礎擁壁について、防護柵基礎に主たる塑性化を考慮する場合や落石防護

  柵基礎の擁壁に直接落石が衝突することが予想される場合には、落石防護擁壁として設

  計すること。 
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 （４）練積ブロック擁壁 

  （イ）道路防災事業においては原則として使用しないこととする。やむを得ず使用する 

    場合（重力式擁壁などを採用すると地山の掘削量が増大し掘削線が擁壁天端から著 

    しく上部まで影響し、その後の地山の安定に悪影響を与える箇所など）には、安全 

    性を十分に検討の上使用すること。 

 

 （５）コンクリート張工 

  （イ）法面に岩盤（原則として軟Ⅱ以上）が露出し、張りコンクリート施工を行う場合

    の断面は、図３－２１を標準とする。 

 

図３－２１ コンクリート張工 

  （ロ）柵の高さと擁壁の高さの経済的な組合せや、維持管理等も考慮して擁壁の高さを

    決定すること。 

  （ハ）すべり止めアンカーＤ２２を４㎡に１本程度計画する。地山への定着長は１．０

    ｍとし、フックは１２φとする。 

  （ニ）すべり止めアンカーの定着剤は、現場条件（岩盤、湧水等）を勘案の上決定する。 

  （ホ）用心鉄筋（鉛直方向 D13 @400、水平方向 D10 @500 ）を山側に配置する。 

  （ヘ）この標準タイプによりがたい場合は、「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例」な

    どの基準書を参考として別途検討する。 

  （ト）ロックボルトやグラウンドアンカー工を併用する場合は、張工に応力が作用する

    ので、構造計算を行って、厚さ、鉄筋の配筋などを決定する必要がある。 

 

 （６）ロックシェッド 

  （イ）ロックシェッドの設計は、「落石対策便覧」などの基準書によるものとする。 
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３－３ 地すべり・斜面崩壊対策 

 

地すべりや大規模な崩壊が発生した場合（あるいは発生するおそれがある場合）は、事業

あるいは地区の別によって、個々の方法で対策工法の検討を行わなければならない。 

 （１）災害復旧事業 

  被災した公共土木施設の管理者として、「地すべり防止技術指針」「災害復旧事業にお

 ける地すべり対策の手引き」等を参考にして検討を行う。 

 （２）地すべり防止区域 

  国土交通省、農林水産省（林野庁、農村振興局）が所掌しており、地すべり等防止法に

 基づき、許可を受けなければならない。各管理者の定める基準にしたがって検討を行う。 

 （３）道路事業  

  道路土工－切土工・斜面安定工指針を参考に検討を行うこと。 

 （４）その他 

  管理者の存する施設がある場合は、各管理者と協議の上、検討を行うこと。 

 

３－３－１ 地すべり対策工 

 （１）地すべり対策の基本的考え方 

  地すべり対策工には大別して抑制工と抑止工とがあり、抑制工とは地形・地下水状態な

 ど自然条件を変化させて地すべり活動を停止または緩和させる工法である。抑止工とは構

 造物を設けることによって、構造物のもつ抑止力を利用して地すべり活動の一部または全

 部を停止させるものである。 

  地すべり対策工は必ずしも１種類とは限らず、多くの場合数種を組み合わせた工法を採

 用している。表３－４に地すべり対策工の分類を、表３－５に地すべりの形態と対策工法

 の対比例を、図３－２２に地すべり対策工検討フローチャートを示す。各対策工の詳細は

 「道路土工－切土工・斜面安定工指針」などの基準書を参照されたい。 

表３－４ 地すべり対策工の分類 
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表３－５ 地すべりの型と対策工法の対比の一例 

   主 な 原 因  地すべりの型            対 策 工 法 

  a b c d e f g h i j 

 自  降雨・融雪浸透  岩盤地すべり ○ △ ◎ △ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ 

 然   地下水の増加 風化岩地すべり ◎ △ ◎ △ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ 

 誘    河川の浸食 崩積土地すべり ◎ ○ ◎ △ ○ ◎ ◎ ○ ○ △ 

 因  粘質土地すべり ◎ ◎ ○ ○ △ ◎ ◎ △ △ △ 

 人   岩盤地すべり △ △ ○ △ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ 

 為      切土工 風化岩地すべり △ △ ○ △ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ 

 的  崩積土地すべり ○ ○ ○ △ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ 

 誘  粘質土地すべり ◎ ◎ ○ △ △ ◎ ○ △ △ △ 

 因      盛土工 崩積土地すべり △ △ ○ △ △ ◎ ○ ◎ ○ ◎ 

  粘質土地すべり △ △ △ △ △ ◎ ○ ○ △ △ 

◎ ：最もよく用いられる方法 ○：よく用いられる方法 △：場合により用いられる方法 

 

 

 

図３－２２ 地すべり対策工検討フローチャート 

出典）『道路土工 切土工・斜面安定工指針（平成21年度版） （平成21年6月）  

（公社）日本道路協会 P405』 
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 （２）地すべり対策工の検討にあたっては、必要かつ十分な調査を行った上で行うこと。 

 （３）地すべりの安定解析は、「道路土工－切土工・斜面安定工指針」によるものとする。 

  他の手法を用いることが適当な場合は協議の上、採用すること。  

 （４）すべり面強度を設定する方法は、土質試験による方法が望ましい。 

 （５）安全率は表３－６によるものとする。 

表３－６ 安全率 

現状安全率 現在安定を保っている １．００ 

降雨等に伴い若干の変動が認められる ０．９８ 

すべりが進行している ０．９５ 

計画安全率 国道、幹線道路 １．２０ 

上記以外の県道、市町村道 １．１５ 

仮設 １．０５ 

 

 （６）グラウンドアンカー工 

（イ） グラウンドアンカー工の設計は、「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説」

（JGS4101-2012）：（社）地盤工学会)で行うことを基本とし、必要に応じて「日

本高速道路株式会社設計要領第一集」参照して行う。 

（ロ） アンカー工法の選定は、（財）砂防・地すべり技術センター、（財）土木研究セ

ンター等の認定工法の中から、３種類以上選択した上で経済比較を行い決定する。 

（ハ） 永久アンカーは、その供用期間中にアンカーの機能が低下しないように確実な防

食を行うこと。 

（ニ） すべり面からの余裕長は、１．５ｍ以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２３ すべり面からの余裕長 
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（ホ） 基本調査試験は、「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説」に従って行う

ものとする。計画・実施前が望ましいが、現場の状況などにより実施が困難な場

合は、本体着手後でもやむを得ない。ただし、基本調査試験の結果に基づいて設

計の見直しができる体制を整えておくこと。 

（ヘ） 引抜き試験及び長期試験は、同一地質及び同一施工方法で最低１本実施するもの

とする。定着長は２．０ｍ程度が望ましいが、現場条件によって１．０ｍ程度で

実施する場合もある。この場合には周面摩擦力が過大に評価されるため、その数

値の取り扱いには注意すること。 

（ト） 反力構造物である受圧板には、のり枠や板、十字ブロック等があるが、斜面の状

況、アンカー諸元、施工性、経済性、維持管理および景観等を十分考慮して選定

し、受圧板の形式と斜面状況に応じた設計を行うものとする。受圧板への作用力

は、基本的に設計アンカー力とその反力としての地盤反力とし、受圧板に使用す

るコンクリート及び鉄筋の許容応力度は、「コンクリート標準示方書」（土木学

会）によるものとする。断面力の算定は、原則として梁モデルにて行うものとし、

地盤反力を等分布荷重として扱うか、アンカー力を集中荷重として扱うかは、背

面地盤の状況を十分考慮して決定する。 
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３－３－２ 斜面崩壊対策工 

 （１）切土工 

  （イ）切土の標準法勾配 

表３－７ 切土の標準法勾配 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）上表は植生などによる適切な保護をした場合に適用できる。 

  上表は地盤条件、切土条件等により適用できない場合がある。 

  土質構成等により単一勾配としないときの考え方は下図のとおりとする。 

              ・勾配は小段を含めない。 

                ・勾配に対する切土高は当該切土のり面から 

                 上部の全切土高とする。 

 

 
出典）『道路土工 切土工・斜面安定工指針（平成21年度版）  

（平成21年6月） （公社）日本道路協会 P136』 

  シルトは粘性土に入れる。 

       上表以外の土質は別途考慮する。 

  （ロ）切取部の側溝外側には小段を設け、その幅は５０ｃｍ程度とする。 

  （ハ）切取法長が長大となる場合は原則直高７ｍ程度毎に、中腹に小段（幅１．０ｍ程

    度）を設けること。ただし、施工が困難な場合や小段を設けることによって落石の

    過度の跳躍が想定される場合はこの限りではない。 

  （ニ）切土ののり肩付近は、植生も定着しにくく、また一般にゆるい土砂、風化岩が分

    布しているため浸食も受けやすく崩壊しやすいため、ラウンディングを行うこと。 

 

切土高 勾配

硬岩 1:0.3～1:0.8

軟岩 1:0.5～1:1.2

砂
密実でない粒度分布
の悪いもの

1:1.5～

5ｍ以下 1:0.8～1:1.0

5～10ｍ 1:1.0～1:1.2

5ｍ以下 1:1.0～1:1.2

5～10ｍ 1:1.2～1:1.5

10ｍ以下 1:0.8～1:1.0

10～15ｍ 1:1.0～1:1.2

10ｍ以下 1:1.0～1:1.2

10～15ｍ 1:1.2～1:1.5

粘性土 10ｍ以下 1:0.8～1:1.0

5ｍ以下 1:1.0～1:1.2

5～10ｍ 1:1.2～1:1.5

岩塊または玉石
混じりの粘性土

地山の土質

砂質土

密実なもの

密実でないもの

砂利または岩塊
混じり砂質土

密実なもの、または
粒度分布のよいもの

密実でないもの、ま
たは粒度分布の悪い
もの
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図３－２４ のり肩のラウンディング概念図 

出典）『道路土工 切土工・斜面安定工指針（平成21年度版） （平成21年6月）  

（公社）日本道路協会 P150』 

 （２）ロックボルト工 

  （イ）ロックボルト工の設計は、「切土補強土工法設計・施工要領（ＮＥＸＣＯ）」な

    どの基準書を参考にして行うものとする。 

   （ロ）削孔機械の選定は、孔壁の状態、作業足場の有無、土質別限界削孔長などにより

    表３－８及び図３－２５を参考にして選定するものとする。 
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表３－８ 削孔機械の適用範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．さく岩機は、現場状況に応じてハンドハンマ20kg級とレッグハンマ30kg級を使い分け

     る。 

   ２．バックホウ式ドリル及びクレーン式ドリルは、高能力のドリフタや長いガイドセルを

     使用すれば、7.0ｍまで削孔が可能であるが、この場合は別途積算する。 

   ３．バックホウ式ドリル及びクレーン式ドリルは、特殊なドリフタを使用すれば二重管削

     孔も可能であるが、この場合は別途積算する。 

   ４．ボーリングマシン（軽量型）は1ｔ程度以下のものをいう。 

出典）『ロックボルト工積算資料（参考）（平成27年度） （一社）全国特定法面保護協会 P2』 

 

砂質土
粘性土

礫質土
玉石混
じり土

軟岩 硬岩

ロープ足場 42～46 2.0 ― ー 2.0 2.0

単管足場 42～46 2.5 ― ー 2.5 2.5

バックホウ式ドリル ― 65 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

クレーン式ドリル ― 65 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

ボーリングマシン

(軽量型)

(ダウンザホールハンマ併用)

ボーリングマシン

(ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式)

(単管)

ロープ足場 42～50 2.0 2.0 2.0 2.0 ―

単管足場 42～50 3.0 2.5 2.5 3.0 ―

バックホウ式ドリル ― 42～50 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

クレーン式ドリル ― 42～50 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

ボーリングマシン

(軽量型)

(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ

+ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ併用)

ボーリングマシン

(ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式)

(二重管)

7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

作業足場

― ―

7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

鋼材は自穿孔
タイプを使用

鋼材は標準タ
イプを使用

鋼材は標準タ
イプを使用7.0 7.0 ― 7.0 7.0

7.0

摘　　要

さく岩機

さく岩機

単管足場

単管足場

単管足場

単管足場

65・90
(全長径90)

90

65

孔
壁
が
自
立
す
る
場
合

孔
壁
が
自
立
し
な
い
場
合

削　孔　方　法
削孔径
(mm)

地質別限界削孔長(ｍ)

65 7.0 ―
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図３－２５ 削孔機械の選定の目安 

出典）『ロックボルト工積算資料（参考）（平成27年度） （一社）全国特定法面保護協会 P3』
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  （ハ）鉄筋挿入工の補強材は、ＳＤ３４５を使用する。 

  （二）永久目的の場合には、補強材を亜鉛メッキ処理する。 

  （ホ）腐食代は１．０ｍｍ（腐食を考慮した直径＝公称直径－１．０ｍｍ）とする。 

  （へ）打設角度の管理は、角度調整台座等を用いて行うことが望ましい。 

  （ト）ナットは人力により十分締め付けなければならない。 

 

 （３）法面保護工の選定 

  （イ）法面保護工は、浸食されやすい土砂、湧水、土壌等、個々の法面の状況を「道路

    土工－切土工・斜面安定工指針」などの基準書を参考に十分に検討した上、決定す

    るものとする。 

  （ロ）法面の点検を安全かつ迅速に行うために、新設時に可能な限り法面点検施設を設

    置すること。詳しくは、「土木工事設計マニュアル」を参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２６ のり面点検施設の配置例 

出典）『土木工事設計マニュアル（平成29年4月） 中国地方整備局 P3-2-12』 
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 （４）植生工 

  （イ）植生工の選定及び吹付厚の設定は、平成９年２月１０日付監理第１３７６号およ

び平成１６年９月２７日付監理第６９２号の１によること。 

（参考：抜粋） 

別表－１ 

切土法面の緑化工法群選定表 
土質 軟岩（Ⅱ） 中硬岩

亀裂に土
壌がある

亀裂に土
壌がない

法面勾配 1.0～1.2 1.0～1.2 0.8～1.0 1.0～1.2 1.0～1.2 0.8～1.0 0.8～1.0 0.8～1.0 0.6～0.8 0.6～0.8 0.6～0.8 0.6～0.8

標準的な
場 合

工法群
Ⅰ Ⅲ Ⅴ Ⅱ Ⅳ Ⅵ Ⅸ Ⅹ ⅩⅠ ⅩⅡ

小石
（最大５ｃｍ） Ⅰ Ⅲ Ⅴ Ⅱ Ⅳ Ⅵ Ⅸ Ⅹ ⅩⅠ ⅩⅡ

玉石
（最大20ｃｍ） Ⅸ Ⅹ ⅩⅠ ⅩⅡ

上記以外

乾燥
（注２）

南西向き
法 面 等 Ⅲ Ⅴ Ⅶ Ⅳ Ⅵ Ⅶ

32mm
程度
　　Ⅷ

33mm
程度
　　Ⅷ

条件

落石
（注１）

粘性土 砂質土

土壌硬度
（山中式等）

24～27mm 26～31mm

平均的粒度分布で、
特に緻密である場合

（例：粘土、真砂）

軟岩（Ⅰ） 硬岩

亀裂間隔１～10cm 亀裂間隔
10～
30cm

亀裂間隔
30～
50cm

23mm以下 23～27mm 26～30mm 25mm以下
亀裂間隔
１ｍ内外

亀裂間隔
が少ない

別　途　検　討
別　途　検　討

別　途　検　討

 

硬　　土 硬度が、35mm程度
工法群

Ⅹ

特殊地盤 硬度が、35mm程度
ⅩⅡ

法面の表面において、面積的にレキの部分が大部分を占め（50～80％程度）、そのレキ部分の緑化も考える必要がある。
Ⅸ

法面の表面において、面積的にレキの部分がほとんどを占め（80％程度以上）、そのレキ部分の緑化も考える必要がある。
Ⅹ

礫　　土

注)１ 法面において、「石」は浮き上がった状態になく、また、「石」の部分の緑化を考えるものではない 

注)２ 法面の向きが南西向きである場合を対象にし、それ以外の乾燥の要素は考えない 

 

 

工法群に対する市場単価の適用 

 

工法 工法群 吹付厚(ｃｍ) 

客土吹付工 

Ⅰ～Ⅳ 1.0 

Ⅴ～Ⅵ 2.0 

Ⅶ 3.0 

植層基材吹付工 

Ⅷ～Ⅸ 3.0 

Ⅹ～ⅩⅠ 5.0 

ⅩⅡ 7.0 
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 （５）吹付工 

  （二）モルタル吹付工及びコンクリート吹付工の吹付厚の設定は、平成６年８月３０日

    付監理第７２９号によること。 

（参考：抜粋） 

 

法面工（モルタル吹付・コンクリート吹付工）の吹付厚 

モルタル吹付工及びコンクリート吹付工の吹付厚については、建設省河川局防災課監

修の「のり面及び斜面災害復旧工法」によるものとする。 

なお、設計厚は下表を標準とするが、これによりがたい場合は別途、事業課及び技術

管理課と協議するものとする。 

 

法面の岩の性状 法面勾配 吹付厚（ｃｍ） 備考 

硬岩 
２分以上 

８分まで 
５ モルタル吹付工 

節理ある岩 ３分 １０ モルタル又はコンクリート吹付 

４分 ９ モルタル吹付工 

５分 ８ 〃 

６分 ７ 〃 

７分 ６ 〃 

８分 ５ 〃 

節理に土砂 ５分以上 １５ コンクリート吹付 

８分まで １０ モルタル又はコンクリート吹付 

９分 ９ モルタル吹付工 

１割 ７ 〃 

注）積雪寒冷特別地域（岩国市の一部（旧錦町）、周南市の一部（旧鹿野町）、山口市

の一部（旧徳地町、旧阿東町）、萩市の一部（旧旭村、旧川上村、旧福栄村、旧須佐

町、旧むつみ村）、阿武町）におけるモルタル吹付工は、吹付厚１０ｃｍとする。 
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 （６）法枠工 

  （イ）法枠工の適用範囲         

   ① 法枠工は、次のいずれかに該当する場合に適用するもとする。 

    （ｉ）植生工のみでは、浸食、表層すべりなどに対処できない場合、あるいは植

生基盤材を安定保持しなければならない場合。 

（ⅱ）のり面を被覆するための石材等を固定保持する場合。 

（ⅲ）鉄筋挿入工やグラウンドアンカー工の支承構造物を必要とする場合。 

② 法枠工は、法面の浸食や表層すべりの抑制が主目的であって、原則としてそれ自

体では土圧に抵抗しない構造として取り扱う。 

 

  （ロ）法枠工の種類            

    法枠工は、次のように大別され、その種類別の枠の材料、形状等の特徴は表３－

９のようになる。 

            吹付枠工 

法枠工     プレキャスト枠工 

            現場打ちコンクリート枠工（現場打法枠工） 

 

表３－９ 各種法枠工の材料、形状、施工方法の特徴 

施工法 枠の材料 枠の形状 備考

のり面に型枠を設置
し、モルタルで吹付
施工する工法

モルタル
(コンクリート)

格子

型枠材には、金網、
鋼板、耐久性ダン
ボール、発泡プラス
ティック等がある。

プレキャスト
コンクリート
枠工

プレキャストコ
ンクリート

格子、多角
円、その他

特殊な例として枠接
点の構造が強固で、
もたれ擁壁に近い機
能を持つものがあ
る。

鋼板 格子

金網 格子、多角、円

プラスチック 格子、その他

のり面に型枠を設置
し、コンクリートポ
ンプ等でコンクリー
トを打設する工法

コンクリート 格子

大断面ののり枠が必
要で、かつ平滑での
り高が低いのり面に
用いる。

現場打ちコンク
リート枠工

軽量枠工

のり枠工の種類

プ
レ
キ
ャ

ス
ト
枠
工

工場製品の枠の部材
をのり面上で組み立
てる工法

吹付枠工

 

出典）『のり枠工の設計・施工指針（改訂版第 3 版）（平成 25 年 10 月）（一社）全国特定法面保護協会 P19』 

 

  （ハ）工種の選定           

  ① 吹付枠工 

    ⅰ）法面の表層の浸食や表層すべりの抑制を目的とする。 

 ⅱ）長大法面や風化しやすい軟岩、節理や亀裂の多い硬岩からなる切土法面など、 

   整形が困難で凹凸面となる場合や早急に法面保護を要する場合に用いる。 

 ⅲ）完成後の沈下などが問題となる盛土法面等には用いないのが原則である。 
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 ② プレキャスト枠工 

 ⅰ）法面表層の浸食防止や緑化を目的として設置される土砂、植生土のう、石材  

   等を安定保持する目的とする。 

 ⅱ）崩壊の恐れのある法面には適していない。 

 ⅲ）浸食されやすい砂質土からなる盛土法面、長大な盛土法面、比較的安定した   

   切土法面や盛土法面で部分的に湧水のある箇所に用いられる。 

 ⅳ）枠の安定確保と中詰材の抜出し防止のため、１：１．０より緩やかな勾配の 

   法面に適用することを標準とする。 

 

 ③ 現場打ちコンクリート工（現場打法枠工） 

 ⅰ）吹付枠工と同様な目的で用いられるが、整形が困難な凹凸の多い法面には適 

   さない。 

 ⅱ）プレキャスト枠工等では崩壊の恐れがある場合に用いる。 

 ⅲ）法面勾配が１：０．８より急な法面に用いる場合には、一般にもたれ擁壁状 

   として適用することができる。 

 ⅳ）完成後の沈下等が問題となる盛土法面に用いないのが原則である。 

 

  （二）法枠工の設計 

   設計にあたっては、「のり枠の設計・施工指針（改訂版第 3 版）H25.10」を参考にし  

  て設計を行うものとする。 

 

 １）吹付枠工             

① 法面勾配が１：１．０より緩やかで法長が１０ｍ以下のすべり力が作用しない箇

所に用いる。 

② 表層すべりの抑制を目的とした設計は、作用するすべり力を縦枠のみで受け持つ

ものとし、法肩からの表層すべりまたは法中間からの表層すべりに対して検討を

行う。 

 ③ 吹付モルタルの設計基準強度は、１８Ｎ／ｍｍ2 を標準とする。 

  ④ モルタル吹付の配合は、単位セメント量４００kg/m3 以上とし、水セメント比は

６０％以下を標準とする（湿式）。 

表３－１０に標準的な配合例を示すが、使用細骨材の影響で設計基準強度 

１８Ｎ／ｍｍ2 を確保できない場合もあるので、予め所定の性能があるか確認す

ること。 

表３－１０ 配合例 

出典）『のり枠工の設計・施工指針（改訂版第 3 版）（平成 25 年 10 月）（一社）全国特定法面保護協会 付 12』 

 

 

 

 

 

セメント 水 細骨材

C W S

55 420 231 1,550

単位量(kg/m3)
水セメント比

(%)
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⑤ 鉄筋のあき（水平）は、鉄筋直径φ以上、２０mm 以上、骨材の最大寸法の 

 ４／３倍以上を標準とする。吹付枠工の場合は、吹付材の充填性を考慮し、４０

mm 以上とするのが望ましい。 

⑥ 主鉄筋のかぶり最小値は、以下により求めた値を標準とする。  

Ｃmin  ＝   α  ×  Ｃ0 

      ※Ｃmin：最小かぶり、α：モルタルの設計基準強度に応じた補正値 

       Ｃ0：基本かぶり。３０mm を基本とする。 

     なお、腐食性環境では、基本かぶりを大きく採るよりは、エポキシ樹脂やメ

ッキ加工などの防錆処理を施した鉄筋を用いることを検討するのがよい。エポ

キシ樹脂の適用にあたっては、土木学会の「エポキシ樹脂塗装鉄筋を用いるコ

ンクリートの設計施工指針〔改訂版〕」を参照するのがよい。 

 

⑦ 法枠工端部における主鉄筋の定着のための曲げ加工などは必要としない。 

⑧ グラウンドアンカー工を併用する場合は、端部に張出し部を設けることを原則と

する。 

⑨ 鉄筋挿入工を併用する場合は、原則として張出し部を省略することができる。 

 

⑩ スターラップについて、せん断応力度の計算でＯＵＴであればスターラップを併

用する。吹付枠工にグラウンドアンカー工を併用する場合は、スターラップを配置

することを原則とする。スターラップ間隔は有効高さ程度以下とし、最小間隔は施

工性・充填性を考慮して２５０mm 程度とするのがよい。 

 

⑪ 法枠工で使用するアンカー鉄筋については、表３－１１を標準とする。なお、規

格を承諾願で確認すること。 

表３－１１ 

出典）『のり枠工の設計・施工指針（改訂版第 3 版）（平成 25 年 10 月）（一社）全国特定法面保護協会 付 15』 

枠断面 標準アンカーバー規格 標準アンカーピン規格 標準アンカーピン本数

150×150 D16-L=500 D10-L=300 横枠のみ2本

200×200 D16-L=750 D10-L=400 横枠のみ2本

300×300 D19-L=800 D13-L=500 横枠のみ3本

400×400 D19-L=800 D13-L=700 横枠のみ3本～4本

500×500 D19-L=1,000 D16-L=800 横枠のみ4本

600×600 D19-L=1,000 D16-L=800 横枠のみ4本
 

⑫ 吹付の打継目は、できるだけ縦枠に設けず、継目が構造上の大きな弱点とならな

いように留意すること。 
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 ２）プレキャスト枠工         

   ① 枠にかかる荷重を軽減する目的からも、法長１０ｍ以下に用いることを標準とす

る。これを超える場合は、小段を設置し上部応力が下部へ伝達されない構造とす

る。 

② 枠のスパンは中詰工としての土砂、土のう、石材などの移動させない１．０ｍ程

度を標準とする。また、枠の高さは植物の根の発育領域などを考慮して、盛土で

１０ｃｍ以上、切土１５ｃｍ以上を標準とする。 

③ 枠のスパンが１ｍを超える場合や法面勾配が１：１．０より急な場合は、枠の安

全性の照査を行う。 

④ 枠交点は、上部の荷重を確実に下部へ伝える構造とする。 

⑤ 基礎は、上部からの荷重に十分対応できる構造とする。 

 

 ３）現場打ちコンクリート工      

① 表層崩壊防止タイプともたれ擁壁タイプがあり、前者は吹枠工の計算に準じ、後

者はもたれ擁壁の設計に準じた計算を行うものとする。 

② 法面勾配が１：０．８より急な法面に用いる場合には、一般にもたれ擁壁の設計

に準じて検討する。 

③ コンクリートの配合設計及び打設は、「コンクリート標準示方書（施工編）」に基

づいて行うものとする。 

 

 （ホ）伸縮目地の設置位置は以下のとおりとする。（平成１４年２月５日付事務連絡） 

（ａ）吹付コンクリート法枠工（法面防災等） 

原則として、「横梁部」に設置する。［タイプⅡ］ 

ただし、工事区間の端部（年度区間）は、「タイプI」とする。 

       なお、凹凸の多い法面など伸縮目地としての効果が期待できない場合は、

目地を設けない。 

（ｂ）現場打ちコンクリ－ト法枠工（護岸施設等） 

原則として「縦梁部」に設置する。（従前のとおり）［タイプⅠ］ 

（ｃ）プレキャストコンクリート法枠工 

タイプⅠ（従前のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２７ 法枠工伸縮目地 
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 （ト）現場吹付法枠工の枠内排水については、中詰工がモルタル等の場合は植物の枯

   葉等により水抜きパイプが詰まる可能性が低いためパイプ方式を基本とし、水切

   り方式の採用は、初期投資及び長期的な経済性や供用期間中の管理の確実性等を

   考慮したうえで特に必要がある場合に限ること。（平成25年（2013年）10月23日

   平25技術管理第500号現場吹付法枠工の枠内排水について（送付）） 

 

図３－２８ 現場吹付法枠工の概念図 
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 （７）連続長繊維補強土工 

連続長繊維補強土工は、軽微な土圧に対抗する吹付枠工や擁壁工の代替として、吹付

による連続長繊維を混入した補強土と、その表面を植生基材吹付工等で前面緑化するこ

とにより、自然の改変を最小限にとどめることが可能である。施工例を、図３－２９に

示す。また、グラウンドアンカー工や地山補強土工との併用で地山の安定を図り、表面

を前面緑化することにより景観性向上を図ることもできる。切土のり面から自然斜面ま

で、様々な現場条件に適用可能な環境配慮型の補強土吹付工法である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２９ 連続長繊維補強土工の例 

出典）『道路土工 切土工・斜面安定工指針（平成 21 年度版） （平成 21 年 6 月） 

（公社） 日本道路協会 P286』 
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３－４ 盛土崩壊対策 

 

道路盛土にはまず第一に自然の作用に対して安定を保つことが求められる。このような盛

土を構築するためには、盛土には過去にどのような変状や崩壊が生じているか、また、それ

らはどのような要因・メカニズムが関与しているか、ということに関する十分な予備知識を

備えておくことが極めて大切である。このような理解を持つことにより、盛土工実施の各段

階において適確な判断と対応が可能となる。 

軟弱地盤や地すべり地に盛土する場合や、高含水比粘性土や風化泥岩等を用いて盛土する

場合には、盛立て時の安定や盛土構築後の沈下変形等の問題が生じることがある。 

また、近年、直下型地震や異常降雨により被害が大きく取り上げられているが、特に注意

すべき盛土としては、沢地形や傾斜地盤上の高盛土が挙げられる。こうした盛土に雨水や湧

水が浸透することにより盛土内水位が上昇し崩壊すると、崩壊規模も大きく、相当な範囲ま

で土砂が流れ出し、復旧に時間がかかるだけでなく、隣接する施設の破壊や人命を損なう事

態にまで発展する場合がある。これを防ぐためには、盛土内に水が入りにくい構造、入った

水の排水を促す構造、盛土内水位を上昇させない構造にすべきである。こうした構造であれ

ば、異常気象時でも被害を最小限に抑えることができると考えられる。したがって、沢地形

や傾斜地盤上の高盛土については、調査段階から維持管理にいたるまえ入念な検討を要する。

この他、ゆるい飽和砂質土地盤では地震時の液状化による崩壊が生じることがあるので特に

注意が必要である。 

盛土の主要な崩壊・変状の形態を誘因別に表３－１２～１５に示す。 
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表３－１２ 盛土の自重による変状・崩壊の分類 

出典）『道路土工 盛土工指針（平成 22 年度版） （平成 22 年 4 月）（公社） 日本道路協会 P11』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解　　説 模　式　図 備　　考

　軟弱地盤上に盛土する場
合、地盤の強度が小さいと地
盤を通る円弧すべりが発生す
ることがある。また、供用開
始後の時間の経過とともに、
軟弱層の圧密・変形により、
想定を上回る沈下・変形を生
じることがある。特に切り盛
り境部や構造物取付け部で路
面の段差の原因となることが
ある。

軟弱地盤
「道路土工-軟弱地
盤対策工指針」参照

　高含水比粘性土によって急
速施工を行う盛土では、施工
中盛土内に過剰間隙水圧が発
生し、のり面のはらみ出しや
崩壊を起こすことがある。ま
た、盛土自体の圧縮変形によ
り路面に変状が生じる。

火山灰質粘性土、例
えば、関東ローム等

　地すべりまたは崖錐の頭部
の部分に盛土した場合、地す
べりを助長することになり大
きな崩壊を引き起こすことが
ある。

地すべり
崖錐
「道路土工-切土
工・斜面安定工指
針」参照

　火山灰質粘性土やスレーキ
ングしやすい泥岩等で盛土し
た場合に、長期間に渡り圧縮
沈下が続くことがある。ま
た、その他の盛土材料でも供
用開始後の時間の経過ととも
に、盛土の圧縮・変形により
想定を上回る沈下・変形が生
じることがある。特に、切り
盛り境部や構造物の取付け部
では段差の原因となることが
ある。

火山灰質粘性土、例
えば関東ローム
泥岩等のスレーキン
グしやすい材料
その他転圧の難しい
材料
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表３－１３ 異常降雨等による変状・崩壊の分類 

出典）『道路土工 盛土工指針（平成 22 年度版） （平成 22 年 4 月）（公社） 日本道路協会 P12・P13』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解　　説 模　式　図 備　　考

　雨水の表面侵食によりガリ
（掘れ溝）ができる。のり面
が侵食を受けやすい土によっ
て構成されており排水施設が
不十分な場合に生じる。

細砂、まさ土、しら
す等

　雨水の浸透により表層すべ
りが生じる場合
a)のり面付近に締固め度の不
均質並びに締固めの不十分な
部分がある場合
b)ある程度の浸透性を持ち、
しかも飽和度の上昇により著
しく強度が低下する材料を用
いて盛土した場合
c)透水性の低い土羽土を用
い、のり尻排水が不十分な場
合

砂質土、粘性土、特
に砂質土(SM,SC)、
シルト(ML)等では飽
和度の上昇により強
度が著しく低下する
ので注意を要する。

　排水工が土砂、草木等で閉
塞され表面水がのり面に流れ
出すことによる洗掘、崩壊
a)急カーブの地点等、路面が
片勾配となる箇所、または縦
断方向に下り勾配から上り勾
配に変わった地点、特に両者
の条件が重なった表面水が一
箇所に集中しやすい盛土形状
の地点
b)のり面に設けた縦排水溝等
が閉塞された場合
c)沢を横断する盛土箇所にお
いて、盛土内に埋設した横断
排水管の断面不足及び管の閉
塞により沢水が路面から流れ
出た場合

洗掘、崩壊と盛土材
料はほとんど関係が
ないが、侵食されや
すい土ほど崩壊しや
すくなる。

　横断方向に急勾配で傾斜し
た地盤上に盛土した場合、雨
水の浸透により地盤と盛土と
の境界面に沿って崩壊が生じ
ることがある。

傾斜地盤上の盛土

　河川や海岸沿いの急斜面に
腹付けされた盛土では、増水
した河川・海岸の流水により
擁壁の基礎が洗掘されたり、
裏込め土の吸い出しが生じ
て、盛土が沈下したり流出す
ることがある

洗掘、吸い出し
「道路土工-擁壁工
指針」参照
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表３－１４ 地山からの地下水浸透による変状・崩壊の分類 

出典）『道路土工 盛土工指針（平成 22 年度版） （平成 22 年 4 月）（公社） 日本道路協会 P13』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解　　説 模　式　図 備　　考

　周辺からの地下水の供給が
豊富な地形条件に盛土した場
合、間隙水圧の作用によって
盛土が崩壊することがある。
a)縦断、横断方向における切
り盛り境部付近の盛土
b)沢部を横断する盛土

沢部等の集水地形



- 187 - 

表３－１５ 地震による変状・崩壊の分類 

出典）『道路土工 盛土工指針（平成 22 年度版） （平成 22 年 4 月）（公社） 日本道路協会 P14 

解　　説 模　式　図 備　　考

　地山からの湧水等により盛
土内の地下水位が高い状態で
地震を受けると、盛土内の間
隙水圧が上昇し大規模な流動
的な崩壊を起こすことがあ
る。
　盛土のり面端部が軟弱な堆
積土に支持されている場合
や、地山表面に堆積土が残さ
れている場合に生じやすい。

沢部等の集水地形

　盛土の基礎地盤が地すべり
地または崖錐のように不安定
な場合には、地震時に基礎地
盤とともに崩壊することがあ
る。

地すべり地、崖錐
「道路土工-切土
工・斜面安定工指
針」参照

　ゆるい飽和砂質土地盤上の
盛土では、地震時に基礎地盤
の液状化により大規模な崩壊
を起こすことがある。

沖積砂質土、埋立地
「道路土工-軟弱地
盤対策工指針」参照

　地震時に締固めが不足して
いるのり面表層部にすべりが
生じたり、腹付け盛土が旧盛
土ののり面に沿って変形する
ことがある。

特に軟弱地盤の場合
に多い。

　地震時の盛土自体や基礎地
盤のゆすり込み沈下により、
橋台やカルバート等の横断構
造物の取付け部や、切り盛り
境部で段差を生じることがあ
る。

構造物周辺のゆすり
込み沈下
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 （１）盛土の安定の検討 

  「道路土工－切土工・斜面安定工指針」、「道路土工－盛土工指針」によるものとする。

  他の手法を用いることが適当な場合は、この限りではない。 

 （２）盛土崩壊の復旧工法としては、一般の盛土構造による場合の他に、以下のような工

  法がある。設計にあたっては、「道路土工－盛土工指針」などの基準書を参考に検討す

  ること。 

  （イ）補強盛土工法 

   ジオテキスタイルのような補強材を盛土中に敷設して、盛土の安定性の向上を図った

   もの。標準的な方法は以下のとおり。 

・ 転圧補助材 

せん断強さが２ｋＮ／ｍ以上 

敷設間隔３０ｃｍ、敷設長２ｍで配置 

・ 侵食防止用 

引張り強度２ｋＮ／ｍ以上 

敷設間隔３０ｃｍ、敷設長１ｍ以上で配置 

・ 引張り補強効果と排水効果を合わせて期待するケース 

   排水性を有するジオテキスタイルを利用して、盛土の過剰間げき水圧の消散

をはかり、圧密による土の強度増加を促進する。 

 

  （ロ）軽量盛土工法 

   盛土材料に軽量のものを使用し、地盤に加わる負荷を軽減する工法である。 

 

表３－１６ 軽量盛土材の種類 

軽量盛土材 単位体積重量 

（kN/m3） 

特  徴 

発泡スチロールブロック 0.12～0.3 超軽量性、合成樹脂発泡体 

気泡混合軽量土 5～12程度 密度調整可、流動性、自硬性、発生土利用

可 

発泡ウレタン 0.3～0.4 形状対応性、自硬性 

発泡ビーズ混合軽量土 7程度以上 密度調整可、土に近い締固め・変状特性、

発生土利用可 

石炭灰・水砕スラグ等 10～15程度 粒状材、自硬性 

火山灰土 

 

12～15 天然材料（しらす等） 
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３－５ 構造物の補修 

 

３－５－１ 橋梁 

 橋梁の点検・補修・補強については、「山口県 橋梁点検要領（案）山口県土木建築部

道路整備課」、「橋梁補修・補強設計の手引き（案）山口県土木建築部道路整備課」、「橋梁

補修・補強設計の手引き（案）【資料編】山口県土木建築部道路整備課」に基づき、実施

すること。 
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３－５－２ トンネル 

 トンネルの点検・補修については、「山口県トンネル定期点検要領（案）山口県土木建

築部道路整備課」、「山口県トンネル調査・対策マニュアル（案）山口県土木建築部道路整

備課」に基づき、実施すること。 
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３－５－３ 擁壁 

 

 （１）点検 

 日常点検の際の点検項目とその着眼点を表３－１７に示す。 

 

表３－１７ 日常点検時の点検項目と着眼点 

点検項目 着　　眼　　点

ひびわれ
ゆるみ
はらみ

たて型や壁面材等に欠落または崩壊に結びつく著しいひ
びわれ、ゆるみ、はらみ出し、または角欠け等はないか
また、その進展のおそれはないか

沈下
移動
倒れ

倒壊に結びつく著しい沈下、移動、または倒れはないか
また、その進展のおそれはないか
背面盛土に段差や亀裂等の異常はないか

目地の異常
壁面の目地のずれ、開き、目違い、または段差はないか
また、その程度はどうか
目地からの盛土材のこぼれ出しはないか

洗掘
基礎または本体の周辺が著しく洗掘されていないか
また、その進展のおそれはないか

排水
漏水

水抜き孔や目地からの著しい出水、にごり、水量の変
化、または排水溝や排水管、水抜き孔に詰まりはないか

鉄筋の露出
腐食

主構造部分の主鉄筋が大きく露出したり、腐食していな
いか
また、その進展のおそれはないか

舗装
付帯構造物等の変状

舗装面に段差やクラック、笠コンクリートや防護柵の基
礎等にひび割れ、段差損傷はないか
隣接構造物の損傷や目地の開き等の変状はないか

 

 （２）補修・補強対策 

  イ）基本方針 

   擁壁の点検により変状・損傷が認められ、擁壁としての機能の低下や防災上の課題   

  が確認された場合には、変状・損傷の状況に応じ、適切に補修・補強対策等を行い、  

  機能の回復並びに安全の確保を行う。 

 

 ロ）応急対策 

 擁壁の変状・損傷によって安全な道路交通の確保に支障をきたすと判断される場合    

には、安全確保を第一として通行規制等必要な措置を講じる。 

 擁壁の変状・損傷は、水の浸透が原因となっている事例が多いため、応急対策に当 

たっては、周辺の排水工の状況や表面水の浸入、排水の状況等を迅速に把握すること 

が重要である。 

 応急対策としては、擁壁の変状・損傷が進行しないよう擁壁背面への表面水の浸透 
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防止等が必要であり、場合によっては，水抜きボーリングや背面土の排除等の早急な 

対策が必要となる。 

 〇背面水圧の低減対策 

  擁壁背面に水圧が作用して変状が生じた場合の対策としては、擁壁背面への地表 

 水進入防止を図るため、図３－３０に示すような排水施設の補修や仮排水路の設置、 

 降雨・降雪の排除のためのコンクリート吹き付けやシートの被覆等を設ける方法が 

 取られる。例えば、水抜き孔に目づまりがある場合には、擁壁背面の浸透水が排水 

 されず過剰な水圧が生じるため、水抜き孔の清掃や、新たに水抜き孔の設置を行う 

 必要がある。また、損傷・変形した排水溝等については、取り換えや再度、設置の 

 やり直しを、さらに排水溝等の流量が当初計画より多い場合、施設の増設や必要に 

 応じて排水計画全体の見直しを行う。背面地山の地下水により過剰な水圧が生じて 

 いる場合には、図３－３０のように背面地山の水抜きボーリング等を併用し、過剰 

 な水圧の消散を図る場合もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３０ 表面水の浸透防止・水抜き対策の例 

出典）『道路土工 擁壁工指針（平成 24 年度版）（平成 24 年 7 月）（公社） 日本道路協会 P310』 

 〇背面土圧の軽減対策 

  擁壁背面の土圧が設計時の想定以上に作用し、変状が生じた場合には、図３－31 

 のように背面盛土や背面地山を排除することにより擁壁背面の土圧を軽減させる方 

 法が一般的である。この場合にも表面水の浸透防止や水抜き孔の清掃等、間隙水圧 

 の消散を図る必要がある。 
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図３－３１ 排土により背面土圧を減少させた例 

出典）『道路土工 擁壁工指針（平成 24 年度版）（平成 24 年 7 月）（公社） 日本道路協会 P311』 

 

 〇擁壁の変形抑制対策（押え盛土） 

  擁壁の背面の浸入水による水圧の増加、盛土材の脆弱化等により、擁壁が変状し 

 た場合には、変形の進行を抑制する、あるいは崩壊を抑えるために大型土のう等に 

 よって前面に積層し、押え盛土とすることがある。なお、この対策には、擁壁前面 

 に押え盛土を設ける余裕幅を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３２ 押え盛土による壁面の変状対策の例 

出典）『道路土工 擁壁工指針（平成 24 年度版）（平成 24 年 7 月）（公社） 日本道路協会 P311』 

 

 ハ）恒久対策 

応急対策後、擁壁の変状・損傷をさらに詳細に把握し、原因究明のための調査を行い、

恒久的な補修・補強が必要かどうか判断する。 

調査は、擁壁本体はもとより地形、基礎地盤、背面盛土、背面地山、裏込め土、排水

工、周辺状況等多岐にわたる。擁壁の種類・規模や変状により、必要に応じて基礎地盤

や裏込め土等のボーリングによる試料採取や土質試験、補強材の引き抜き抵抗力の確認

等を行う。また、工事記録や点検記録、補修・補強記録等から大まかな原因把握ができ

ることもあるので、参考にするとよい。 

調査結果を基に安定性の照査を行い、応急対策を行っても擁壁の安定性が確保できな

い場合や、擁壁本体の変状・損傷が大きく擁壁の補強が必要と考えられる場合、原因調

査で対策が必要と判断された場合には、変状・損傷の程度や原因に応じた補修・補強対

策を講じる。 

恒久的な補修・補強対策は、擁壁の構造形式、変状・損傷の原因、およびその位置や

程度により、擁壁背面への表面水の浸入防止から擁壁本体の更新に至るまで幅が広い。

特に、地盤の変状に起因する場合には擁壁本体の補強だけでは恒久的な対策とならない

ことが多いので注意が必要である。このような擁壁周辺の地盤を含む対策が必要となる
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場合については、「道路土工－切土工・斜面安定工指針」、「道路土工－盛土工指針」を参

考にするとよい。 

コンクリート擁壁では、クラックへの樹脂注入、ブロック積み擁壁のはらみ出しでは

部分的な積み直しが一般的である。クラックやはらみ出しの程度が著しく構造的に問題

のある場合には、コンクリート擁壁により腹付けする方法やグラウンドアンカー工法に

より補強する方法等により対策が行われる。 

      グラウンドアンカー工法は、PC 鋼線、PC 鋼棒等の鋼材をアンカー材としてボーリン

グ孔内に挿入し、グラウト注入によりアンカーを定着しのり面の安定を図る工法である。

この工法は、構造物の種類，形状および定着地盤の土質により、設計・施工方法が異な

るので十分な検討が必要である。 

 

図３－３３ 擁壁補強の例 

出典）『道路土工 擁壁工指針（平成 24 年度版）（平成 24 年 7 月）（公社） 日本道路協会 P312』 

補強工法の選定に当たっては経済性も考慮し、押え盛土を行ったり、軽量材により外

力の低減を図るなど、他の工法とも併用も検討するのがよい。 

補強土壁についても、コンクリート製の壁面材がクラック等の損傷を受けた場合、鉄

筋の腐食膨張による損傷の拡大を防止するためエポキシ樹脂材や樹脂モルタル等の充填、

欠損部の補修を行う。また、壁面材の開きが生じた場合には、背面に設ける盛土材の抜

け出し防止材の劣化を防ぐため樹脂モルタルやコンクリートで隙間を埋める。局部的に

壁面材が損傷を受けた場合、壁面材の背面の土砂をグラウト注入で固化させた後、 

図３－３４のように損傷した壁面材の撤去・新規の壁面材を設置・既設の補強材または

新規の補強材との連結により修復することがある。 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３４ 損傷した壁面材の補修例 

出典）『道路土工 擁壁工指針（平成 24 年度版）（平成 24 年 7 月）（公社） 日本道路協会 P313』 
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図３－３５に雨水の影響により鋼製枠が脱落した場合の修復例を示す。 

修復に当たってはその影響範囲を確認して再施工を行う範囲を決定し、脱落した鋼製

枠を外して新規の鋼製枠により、補強土の修復を行う。 

壁面の変形量やはらみ出しの程度が著しく、構造的に問題がある補強土壁については

壁面材の補修とともに、補強材の増し打ちや、図３－３６のようにグラウンドアンカー

工法等で補強する方法が用いられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３５ 部分的に変状した補強土壁の修復例 

出典）『道路土工 擁壁工指針（平成 24 年度版）（平成 24 年 7 月）（公社） 日本道路協会 P314』 

 

 

 

 

 

 

図３－３６ グラウンドアンカー工法による補強土壁の補修例 

出典）『道路土工 擁壁工指針（平成 24 年度版）（平成 24 年 7 月）（公社） 日本道路協会 P314』 

 

擁壁の基礎の補強には矢板、鋼管杭、場所打ちコンクリート杭、地下連続壁等による

基礎周辺の補強および支持力の増加を図る工法と、高圧噴射撹拌工、グラウト注入等に

より地盤を強化する工法等があるが、擁壁の変状・損傷要因、地盤及び周辺条件等を十

分検討した上で現地に適した工法を選択する必要がある。 

このように基礎地盤の補強対策が必要となる場合については、「道路土工－切土工・斜

面安定工指針」、「道路土工－盛土工指針」、「道路土工－軟弱地盤対策工指針」を参考に

するとよい。 
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 ニ）更新 

擁壁の老朽化が著しく補強しても十分な効果が得られない場合や、擁壁の変状・損傷

が大きく補修・補強が困難な場合、あるいは基礎の補強において工事費に比して十分な

安定性の向上が得られない場合等では、変状・損傷した擁壁を取り壊して新しく擁壁を

設けることがある。擁壁の更新は抜本的な対策であるが、工事費も増加するので十分な

検討を行い決定する必要がある。 

 

 

３－５－４ カルバート 

 （１）点検 

上部道路の状況に関する点検のポイント 

 ① カルバート付近で上部道路の路面に滞水や溢水が生じていないか。 

 ② カルバートと一般盛土部との段差により上部道路の走行性に支障が生じていない   

  か。 

 ③ カルバートと一般盛土郡との境界付近に不同沈下によるカルバートや盛土の損傷 

  が生じていないか。 

 

カルバート内部の状況やカルバートの変状に関する点検のポイント 

① カルバート内に水たまりが発生していないか。 

② カルバートにひびわれや漏水はないか。 

③ 継手のずれ，開き，段差等の異常はないか。 

④ コンクリートのはく離、鉄筋の露出や腐食はないか。 

⑤ カルバートの流出入口に異常はないか。 

⑥ 横断道路の内空断面や水路の通水断面が確保され、必要な機能を発揮しているか。 

 

 なお、大型カルバートについては「シェッド、大型カルバート等定期点検要領（案） 山

口県」に基づき、点検を行うこと。 

 （２）カルバート上部道路の機能低下の回復 

  カルバートの設置に伴う上部道路の機能低下として一番多い事例は、裏込め部の沈下  

 による上部道路路面の段差発生である（図３－３７）。橋梁（橋台）の場合に比較し、カ 

 ルバートの上に土かぶりがあるので、同じ沈下量でも沈下勾配、沈下の曲率は緩やかと 

 なり、上部道路の走行性等の面では幾分有利であるが、常に安全な交通機能を確保する 

 ため、段差が発生された場合には、必要な対策を講じる必要がある。補修する基準は、 

 道路の規格や規模に応じて、沈下量、沈下勾配、乗心地（上下方向の加速度による）等 

 を考慮のうえ定める。 

  段差の補修では、仕上げの精度を考えて適当なすり付け長さをとる必要がある。 

  裏込めの沈下の原因は種々あるが、その中でも締固め不足が大きな要因となるなど、 

 施工によるところが大きい。したがって、沈下を防止するためには施工時に入念な転圧、 

 十分な排水処理を施す必要がある。 
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図３－３７ カルバートの裏込め部の沈下 

出典）『道路土工 カルバート工指針（平成 21 年度版）（平成 22 年 3 月）（公社） 日本道路協会 P291』 

 （３）カルバート内部の施設の補修 

  カルバート内部の道路、水路等の施設において問題が起こりやすいのは、軟弱地盤上

のカルバートの沈下による道路としての空間不足、水路の通水断面不足等である。 

  補修の方法としては、カルバート内道路のオーバーレイ、アプローチ部の掘り下げに

よるすり付け、付属設備の設置、排水ポンプ等の付属設備の設置、水路の嵩上げ等があ

る。なお沈下が予想される場合の対策は、設計段階からの十分な配慮が必要である。 

 （４）剛性ボックスカルバートの補修 

 イ）漏水部の補修 

   継手部から漏水が発生した場合は，急結止水セメント，樹脂系充填材等を充填する、

もしくは，厚さの薄い樋を設置する方法がある。漏水処理の一例を図３－３８及び図

３－３９に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３８ 急結止水セメント等による漏水処理の例 

出典）『道路土工 カルバート工指針（平成 21 年度版）（平成 22 年 3 月）（公社） 日本道路協会 P294』 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３９ 樋による漏水処理の例 

出典）『道路土工 カルバート工指針（平成 21 年度版）（平成 22 年 3 月）（公社） 日本道路協会 P294』 
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 ロ）継手部の補修 

   継手部が異常に開いたり逆に閉じた状態になる場合や、ブロック間で段差が生じた

りすることがある。これらの変状は不同沈下や設計での想定と大きく異なる沈下が生

じた場合に多い。 

   異常を発見した場合、直ちに原因の調査を行い、必要に応じ進行状況を調査して対

策を検討しなければならない。継手の開きの処理については、図３－４０に示すよう

に開きを生じた継手部に防水シートを設置し、シール材を圧縮した状態で充填して、

さらに外側をホールインアンカーによって固定された鋼板で覆う方法がある。なお、

この鋼板は一方を固定し、他方はアンカー穴を長穴として将来の変位に対し追随でき

る構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

図３－４０ 継手の開き、段差処理の例 

出典）『道路土工 カルバート工指針（平成 21 年度版）（平成 22 年 3 月）（公社） 日本道路協会 P295』 

 ハ）カルバートの補修 

   点検で図３－４１に示すようなひびわれ等を確認した場合は、ひびわれ幅の計測を

行うなど進行状況を調査したうえで、早めにその対策を検討しなければならない。対

策を決定する補修基準は、道路の規格や規模、設計時の条件や施工の実態、環境条件

等を考慮のうえ定める。 

   また、カルバートの各損傷に対する補修方法は表３－１８のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

図３－４１ カルバートに見られるひびわれ 

出典）『道路土工 カルバート工指針（平成 21 年度版）（平成 22 年 3 月）（公社） 日本道路協会 P295』 

表３－１８ カルバートにおける損傷と補修方法 

損傷の種類 補修方法 

構造物に影響のない小さなひびわれ 無補修、漏水防止コーティングまたは樹脂注入 

上記以外の大きなひびわれ U カットして樹脂注入、カット部にモルタル充填 

うき・剥離 断面修復、剥落防止、表面被覆 
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４ 維持・管理 

 

４－１ 道路維持総論 

 道路法でいう道路管理とは、道路管理者が行う道路の関する工事、行為等の全てを含むと

考えられ、大別すると次のようになる。 

 （１）新設又は改築 

 （２）維持修繕および災害復旧 

 （３）その他の管理 

 上記各項の具体的内容については道路法に規定されている。 

 

 このうち、「維持」といわれる部分は、道路の機能を保持するために行われる保存行為で

あって、一般に日常かつ計画的に反復して行われる手入れまたは軽度の修理を指す。なお、

この前提あるいは必然的に派生する巡回・点検等もこれに含まれる。 

 

 維持管理にあたっては、道路は一般交通のための施設であり、絶えず重い荷重を負担し、

厳しい気象作用を受けている施設であること、一方で最近は提供するサービスに対する社会

的要請も強くなり、その不備により管理瑕疵の責任を問われる事例も年々増えていることを

踏まえ、貴重な社会資産の保全と経済的運営を、常に心がけなければならない。 

 

一般的な維持管理の基本的業務の流れを図４－１に、のり面・斜面における流れを図４－

２に、橋梁補修・補強における流れを図４－３に示す。詳細は「道路維持修繕要綱」、「道

路土工要綱」、「道路土工 盛土工指針」、「道路土工 のり面工・斜面安定工指針」、「道

路橋補修便覧」、「道路トンネル維持管理便覧」、「道路土工 擁壁工指針」、「道路土工

 カルバート工指針」などの基準書を参照のこと。 

 

 

図４－１ 一般的な維持管理の基本業務 
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図４－２ のり面・斜面における維持管理業務の流れ 

出典）『道路土工 切土工・斜面安定工指針（平成 21 年度版）（平成 21 年 6 月）（公社） 日本道路協会 P106』 
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劣化機構の推定

あり

点検実施

あり

あり

応急対策工事

あり

詳細調査

補修・補強設計補修設計 架替え設計

対策工事

結果の記録

損傷の有無
なし

緊急対応の必要性
なし

詳細調査の必要性
なし

対策の必要性
なし

比較検討
（耐荷力、河川条件、改修計画、

ＬＣＣ等）

 

 

 

 

図４－３ 橋梁補修・補強における維持管理業務の流れ 
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４－２ 台帳の整備 

 道路管理を適切に実施するために、以下の各道路施設に関する台帳を整備する。完成検査

日（完成検査日より前に引き取り確認を行う場合は引き取り確認日）までに道路整備課及び

保管責任者（対象施設の管理を担当する部署の班長）に提出すること。 

 

（重要構造物） 

 ・橋梁(橋長2.0m以上、側道橋を含む。橋長500m以上は維持管理計画書を作成) 

 ・カルバート(外縁2.0m以上) 

 ・トンネル(トンネル照明、トンネル防災施設を含む) 

 ・シェッド 

 ・横断歩道橋 

 ・門型標識 

 ・地下道 

 ・その他構造上重要と認められる施設(発泡スチロール擁壁、アンカー工等) 

 

（道路附属物） 

 ・道路標識(案内、警戒、規制、その他) 

 ・道路照明(街路灯) 

 ・道路反射鏡 

 ・道路情報板(A型、B型、C型、その他) 

 ・電線共同溝 

 ・気象観測装置(CCTVを含む) 

 ・道路花壇及び植樹帯(街路部・中央分離帯) 

 ・舗装 

 

４－３ 点検業務 

 道路の安全と機能の保持を図るために、点検（変状調査）を実施する。点検の種類を以下

に述べる。 

（１）道路防災総点検 

道路防災総点検は、数年ごとに全国の道路関連施設を対象として、現地調査等に基づき構

造物等の安定性を評価する大規模な調査である。直近に行ったものとしては、平成８年度道

路防災総点検があるが豪雨・豪雪編と地震編に大別されている。この総点検（豪雨・豪雪編）

の特徴は、地形・地質等の斜面の状況、既設対策工の効果、災害履歴を専門技術者等によっ

て詳細に調査し、構造物や斜面等の安定度照査の結果、総合評価を行い、要対策箇所、カル

テ対応箇所、対策不要箇所に分別している。 

道路防災総点検の結果は、道路防災事業の計画に役立てるだけではなく、後述の日常点検や

定期点検あるいは異常時点検を効率よく行うため、安定性の低い箇所等着目すべきポイント

を記した様式である防災カルテや点検箇所を地図上に落とした防災マップを作成し活用す

る。 
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（２）日常点検 

 道路パトロール車等から視認可能な範囲で点検するもので、変状の早期発見を目的とした

ものである。必要に応じて、車から降りて点検する。日常点検、定期点検、または異常時点

検で異常が認められ、継続的に観察を行うことが必要と考えられる時は、通常の巡回におい

て継続的に追跡観察することが重要である。 

 

（３）定期点検 

 定期点検は、のり面・斜面、構造物等にできる限り接近し、できる限り細部にわたり点検

する。各点検箇所の防災カルテ等に示されている点検時期にあわせて年１回程度の比較的長

い間隔で実施するものである。構造物の異常や損傷が認められるときには、接近のためのは

しごやリフト車を用い、目視あるいは測定器具により点検する。 

 

（４）異常時点検 

 集中豪雨や台風の前後、地震の直後などに実施し、日常点検や定期点検を補完するもので

ある。点検は、日常点検や定期点検に準じて行う。 

 

以下に、「道路防災総点検」「防災カルテ」の例を示す。 
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Ⅲ．交差点設計編 
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Ⅲ．交差点設計編 
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ま え が き 

 

近年の交通事故の約５割は、交差点（交差点内および交差点付近）で発生しており、交差点の設

計は交通の安全を確保するために大変重要である。 

本書は、交差点設計のための基本的な指針を示すことを目的とし、山口県が管理する道路と他の

道路が一般的な平面交差をするとき、必要となる事務手続きや平面交差点を設計・計画する上で、

遵守しなければならない基本的かつ重要な留意事項について記述したものである。 

設計の基本的な考え方は、道路構造令（平成 23 年 12 月 26 日政令第 424 号）に添うものであり、

細部的な考え方は「道路構造令の解説と運用」を参照すること。 
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１ 概説 

１-１ 平面交差計画・設計の意義 

   

個々の道路は，交差点によって結ばれて、初めて、面的な交通需要に応えうるネットワークと

して、機能しうるのであって、道路網の形式と道路交通において、交差点の果たす役割は極めて

大きい。また、その一方で平面交差が道路網全体の中における交通容量上および安全上の隘路と

なっている。日常の交通渋滞の大部分は平面交差の交通容量不足に起因するものであり、交通事

故 (人身事故) の約５割は、交差点 (交差点内および交差点付近) で発生している。 

このような事実は、道路交通を安全かつ円滑にするためには平面交差の適切な計画・設計なら

びに運用が極めて重要であることを示している。 

平面交差の計画・設計は、まず、交通量・速度・交通の構成・道路網における交通の分布およ

び将来交通量の増加などに着目しなければならないが、既存の平面交差の改良にあたっては、そ

の平面交差の欠点 （改良すべき問題点） を明示してくれる事故記録の吟味、検討も不可欠であ

る。 

一般に平面交差の計画・設計は、各々の平面交差の物理的条件、利用しうる用地の広さと価格、

建設費、沿道、周辺地域に対する影響等々各々の地点ごとにいわば「オーダーメイドの手造りの

ものである」という認識と姿勢が必要である。また平面交差は先にも述べたように、道路網・道

路交通の結節点であり、地域の土地利用を反映するものであるから、まず道路網計画の中での平

面交差の役割、あるべき姿ということを考えるべきであり関連する他の平面交差および単路部の

制約条件や要請とをバランスさせることも重要である。  

以上のような点において、その任にあたる技術者には不断の努力と細心の注意が求められる。 

平面交差は、新設の場合にせよ改良の場合にせよ、工事費自体は一般にあまり高いものではな

い。そして、平面交差の構造および交通運用方法を適正に設計計画し、施行することによって、

交通事故の発生を抑制し、交通容量を増加し、道路網全体として円滑化が図られることがこれま

での幾多の事例によって実証されている。 

 

１-２ 平面交差点協議 

（１） 道路管理者間の協議  

道路管理者は、道路法第 29 条に規定する道路の構造の原則に基づき、安全でかつ円滑な交通

を確保することができる道路を提供しなければならないとされている。交通を安全かつ円滑に処

理しようとする場合、交差点をいかに適切に設計し、運用するかが重要なポイントとなる。 

また、交差点は複数の道路管理者が管理する道路の結節点であるため、交差点の設計を行う場

合は、他の道路管理者に対し、その構造及び実施計画について協議を行わなければならない。 

県では、交差点に関する協議は重要な事案であることから、山口県の統一した道路構造の技術

的基準や見解により平面交差点を計画し、安全かつ円滑な交通を確保するため、土木建築部長 

（道路整備課） の決裁を受けて処理することとしている。  

 平面交差の計画は、道路網における交差点の役割ならびに関連する他の平面交差および単路

部の諸条件とのバランスや必要な空間機能等を考慮して行わなければならない。 
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(２) 公安委員会との意見調整 

道路管理者が区画線（道路標示とみなされるものに限る）の設置や通行の禁止制限等を行う場

合には、道路法第 95 条の 2 により公安委員会の意見を聴かなければならない。 

また、信号機や横断歩道は、公安委員会の決定に基づき施工されるものであることから、新設

道路等の供用開始時期を考慮し、早期に調整を行わなければならない。 

    

※参考 道路法 95 条の 2 第 1 項（都道府県公安委員会との調整） 

             

 

 

 

 

 

※参考 内閣府・国土交通省令第四号(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令) 

  （道路標示とみなす区画線）  

第七条   次の ･･･(中略)･･･ 区画線は、･･･(中略)･･･道路標示とみなす。 

・『車道中央線を表示するもの』 

・『車道外側線を表示するもの』（歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設け 

られていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示されるものに限る。） 

 

 

  

 道路管理者は、 ･･･(中略)･･･ 道路に区画線（道路標示とみなされるものに限る）を設

け ･･･(中略)･･･ 又は横断歩道橋を設け、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改

築で政令に定めるもの若しくは歩行安全改築を行い、若しくは道路上に道路の附属物で

ある自動車駐車場を設けようとするときは、 ･･･(中略)･･･ 当該地域を管轄する都道府県

公安委員会の意見を聴かなければならない。 
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２ 交差点協議要領 

２-１ 県が起因の場合 

(１) 県管理道路との交差点協議 

県管理道路との交差点協議は以下の順番による手続きが必要となる。 

1) 当該土木建築事務所 → 道路整備課と協議 

2) 当該土木建築事務所 → 所轄警察署、県警交通規制課と意見調整 

 

 

図-1 県管理道路との協議フロー 

 

※公安委員会への意見調整の書類は 2 部提出すること。  

 

 

(２) 県以外の道路法上の道路管理者との交差点協議 

県以外の道路管理者との交差点協議は以下の順番による手続きが必要となる。 

1) 当該土木建築事務所 → 道路整備課と協議 

2) 当該土木建築事務所 → 当該道路管理者（国・市町）と協議 

3) 当該土木建築事務所 → 所轄警察署、県警交通規制課と意見調整 

 

 
図-2 他の道路管理者との協議フロー 

 

※県以外の道路法上の道路とは、直轄国道、市町道をいう。  

※県以外の道路管理者が直轄国道の場合は管内国道維持出張所へ協議書を 2 部提出すること。 

２）意見調整

当該土木建築
事務所

山口県土木建築部
(道路整備課)

所轄警察署
公安委員会

(県警交通規制課)

１）協議

回答

公安委員会
との意見調整 回答

副申

回答

３）意見調整

当該道路管理者
(国・市町)

当該土木建築
事務所

山口県土木建築部
(道路整備課)

所轄警察署
公安委員会

(県警交通規制課)

県以外の道路
管理者との協議

１）協議

回答

公安委員会
との意見調整

２）協議

回答

回答

副申

回答
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２-２ 県以外の道路法上の道路管理者が起因の場合 

県以外の道路管理者が県に交差点協議する場合、以下の順番による手続きが必要となる。 

1) 県以外の道路管理者（国・市町） → 管内土木建築事務所と協議 → 道路整備課と協議  

2) 県以外の道路管理者（国・市町） → 所轄警察署、県警交通規制課と意見調整 

 

 

図-3 県以外の道路管理者が起因の場合の協議フロー 

 

※県道路管理者との協議及び公安委員会との意見調整の書類は、それぞれ２部提出すること。 

 

 

２-３ 「道路法上の道路」以外の管理者が起因の場合 

道路法上の道路以外とは里道、農道、林道、臨港道路、漁港施設としての道路、区画整理道路、

自動車道 (道路運送法第 2 条第 8 項) 、私道、不特定多数が通行する店舗入口等を指す。これら

が、県管理道を工事 (接続、拡幅等) する場合、以下の手続きが必要になる。 

1) 申請者は、道路法 24 条（道路管理者以外の者の行う工事） に基づき、道路管理者（土木

建築事務所）へ事前協議を行う。 

2) 道路管理者（土木建築事務所）は、事前協議の内容が交差点に関連する等の場合、交差点

協議の要否について土木建築部長（道路整備課）に確認する。（交差点協議の要否は道路整

備課において判断するので、個別に確認すること。例えば、交通量の多い路線において工事

期間中の長期切り回しなどにより交差点形状を変更する場合などは、道路構造令および本マ

ニュアルに準じた設計が必要であり、交差点協議と同様な協議を要する。） 

3) 申請者または道路管理者（土木建築事務所）は、交差点協議を要する場合、土木建築部長

（道路整備課）と協議を行い、その後公安委員会（交通規制課）と協議・意見調整を行う。 

4) 申請者は、道路法 24 条（道路管理者以外の者の行う工事）により、交差点協議で決定した

形状を基に、道路管理者（土木建築事務所）に承認申請を行う。 

 

  

管内土木建築
事務所

県以外の道路
管理者（国・市町）

山口県土木建築部
(道路整備課)

所轄警察署
公安委員会

(県警交通規制課)

県道路管理者
との協議

公安委員会
との意見調整

１）協議

回答

２）意見調整

回答

副申

回答

協議

回答
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(１) 農道および林道等の場合 

農道、林道、臨港道路、漁港施設としての道路、区画整理道路等は警察庁と各所管省庁との覚

書により、公安委員会との協議・意見調整が必要である。 

1) 申請者 → 管内土木建築事務所 → 道路整備課と協議 

2) 申請者 → 所轄警察署、県警交通規制課と協議・意見調整 

 

 

図-4 道路法 24条による申請（農道および林道等の場合）の協議フロー 

 

※県道路管理者との協議及び公安委員会との意見調整の書類は、それぞれ２部提出すること。 

 

(２) 農道および林道等以外の場合 

1) 申請者 → 管内土木建築事務所 → （必要に応じて道路整備課と協議） 

2) 管内土木建築事務所 → （必要に応じて所轄警察署、県警交通規制課と意見調整） 

 

 

図-5 道路法 24条による申請（農道および林道等以外の場合）の協議フロー 

 

  

管内土木建築
事務所

申請者

山口県土木建築部
(道路整備課)

所轄警察署
公安委員会

(県警交通規制課)

県道路管理者
との協議・申請

公安委員会との
協議・意見調整

１）事前協議
・承認申請

回答・承認

２）協議・
意見調整

回答

副申

回答

協議

回答

管内土木建築
事務所

申請者

山口県土木建築部
(道路整備課)

所轄警察署
公安委員会

(県警交通規制課)

県道路管理者
との協議・申請

公安委員
会との意
見調整

（副申）

（回答）

回答・承認

１）事前協議
・承認申請

（協議）

（回答）

（回答） （意見調整）



- 214 - 

 

 

２-４ 交差点協議にあたっての留意事項 

 

1) 交差点協議の要否は道路整備課において判断するので、個別に確認すること。 

 

2) 県が実施する工事に伴う交差点協議は、事前に事業主管課と調整した上で、道路整備課と協議

すること。その後、関係道路管理者（国・市町等）、所轄警察署、交通規制課と調整すること。 

 

3) 交差点協議は、ルートや都市計画の決定前に、十分余裕をもって行うこと。 

 

4) 暫定形の交差点協議の場合は、原則として完成形もあわせて交差点協議を行うこと。 

 （都市計画決定がある路線での暫定形の整備も同様） 

 

5) 協議対象交差点のみに着目するのではなく、隣接する交差点への影響や整合性、路線としての

連続性にも十分配慮すること。 

 

6) 主要な交差点設計とあわせて、細街路の処理についても検討すること。 

 

7) 信号機関係、横断歩道等の新設・移設については交差点協議外であり、別途協議が必要となる

ことから、交差点協議とあわせて所轄警察署及び交通規制課と十分に調整を図り、以下の時期

までに協議を完了させること。 

 ・ 信号機の新設については、供用開始日の前年度９月まで。 

 ・ 横断歩道の新設・移設及び信号機の移設については、供用開始日の６ヶ月前まで。 

 

8) 道路標識及び照明施設については、設置スペースの確保や手戻りの防止のため、交差点協

議とあわせて計画図面（案）を作成し、道路整備課整備班と十分に調整すること。 

 

9) 残地や旧道処理が生じる場合は、県道区域との管理区分（案）について維持管理課と調整の上、

各管理者と協議すること。その際、維持管理が容易に行えるように配慮すること。 
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２-５ 交差点協議資料の作成要領 

(１) 土木建築事務所長→土木建築部長 （道路整備課） への協議（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載は以下によること。 

 

 

 

  

第     号 

平成○年(○年)○月○日 

土木建築部長 様 

○○土木建築事務所長    

 

 例１）国道○○号※１      （都市計画道路▽▽線）改良工事に伴う交差点計画について (協議) 

 例２）主要地方道○○線※１ （都市計画道路▽▽線）改良工事に伴う交差点計画について (協議) 

  例３）一般県道○○線※１    湯田温泉一丁目交差点計画について (協議) 

  

 このことについて、下記のとおり工事（事業）を行いたいので協議します。 

 

記 

 

1. 施工場所    ○○市○○字○○ 地内（△△交差点※２） 

2. 路線名     主道路  主要地方道○○線 

従道路１ 一般県道○○線 

従道路２ ◇◇市道○○線 

3. 工事（事業）名 主要地方道○○線 道路改良工事（事業） 

4. 交通量     実測交通量   (主道路:○○台/日、従道路１:○○台/日、従道路２:○○台/日) 

将来推定交通量 (主道路:○○台/日、従道路１:○○台/日、従道路２:○○台/日) 

5. 事業執行予定  平成○○年度 ～ ○○年度 

6. 供用予定年度  平成○○年度 

7. 添付資料    ①位置図 (S=1/50,000) ※３ 

         ②交差点構造チェックリスト 

          ③交差点概要図 (S=1/500) ※４ 

④交差点線形図 (S=1/250) ※５ 

⑤縦断図  

⑥路面標示図 (S=1/500) ※６ 

⑦施工・管理区分図（案）(S=1/500) ※７ 

⑧各種根拠資料（※交差点間隔図、視認距離図、走行軌跡図、コントロールポイ

ント図、都市計画決定図、信号・照明移設図等）※８ 

⑨需要率計算書（※信号交差点のみ）※９ 

⑩写真（交差点の概要が分かるもの） 

⑪ＣＤ（電子データ１式）※１０ 

9. 担当者     ○○土木建築事務所 ○○課○○班 ○○○○ 

Ｔｅｌ：○○○-○○○-○○○○ 

 

 

 

 

 

※全ての図面はＡ３サイズ可 
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※ 1)表 題：都市計画道路名は、路線名の後に（ ）で記載すること。工事名では具体の事業名

（例：社会資本整備総合交付金等）は不要。 

 

※ 2)交 差 点 名：交差点名がある場合に記載する。 

 

※ 3)位 置 図：土木建築事務所の管内図（1/50,000）を使用すること。 

 

※ 4)交差点概要図：平面図の縮尺は1/500を標準とし、交差点前後約100mの範囲を図化し、道路線形

要素、コントロールポイント、細街路の処理等についても記載すること。 

 

※ 5)交差点線形図：導流路の詳細（３心円の起終点等）が分かるもので、縮尺は 1/250以上とする。 

 

※ 6)路 面 標 示 図：路面標示のみ（最終的な仕上がりイメージ）を示した図面とすること。 

 

※ 7)管理区分図（案）：他の道路管理者等が関係する場合に、それぞれの区分を着色する。 

なお、残地や旧道処理が生じる場合は、維持管理課と調整の上、その処理方法・

管理区分も含めて図化すること。 

 

※ 8)各種根拠資料：詳細は次章以降を参考にすること。信号・照明柱等の移設については、公安委員

会と別途協議が必要であるため、交差点協議時に現状及び計画について記入した

図面を作成しておくこと。  

 

※ 9)需要率計算書：信号交差点の場合に交通量調査結果とともに添付する。なお、現況や隣接信号の

平常時、ピーク時等のサイクル長等を確認しておくこと。 

 

※10)Ｃ Ｄ：図面を含む全資料をＰＤＦ形式で１式提出し、図面データはＣＡＤ（ＢＶもしくはＳＦＣ

形式）も提出すること。なお、ＣＤは冊子と同様のラベルを貼ること。  
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(２) 県以外の管理者→土木建築事務所長と協議する場合（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記を受け、土木建築事務所長→土木建築部長 （道路整備課） への協議（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 公安委員会との意見調整（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第     号 

平成○年(○年)○月○日 

○○土木建築事務所長 様 

関係機関の長    

 

 例）◇◇市道□□線 道路改良工事に伴う主要地方道○○線との交差点計画について（協議） 

以下、同様 

第     号 

平成○年(○年)○月○日 

山口県公安委員会 様 

( ○○警察署長経由 ) 

関係機関の長   

道路法に基づく意見調整について 

 

 下記のとおり実施したいので、道路法第 95 条の 2 第 1 項の規定に基づき、貴委員会の意見を聞

きます。 

第     号 

平成○年(○年)○月○日 

土木建築部長 様 

○○土木建築事務所長   

 

 例）◇◇市道□□線 道路改良工事に伴う主要地方道○○線との交差点計画について（協議） 

 

このことについて、下記のとおり協議します。 

記 

1. 申請者   ○○市長 

2. 路線名   主道路 主要地方道○○線 

従道路 ◇◇市道□□線 

3. 施工場所  ○○市○○字○○ 地内（△△交差点） 

4. 当所意見   内容等を審査したところ、支障ありません。 

○○土木建築事務所 

担 当 ： ○  ○   
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(４) 冊子※１２の作成（例） 

 

背表紙                表 紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※11)空 白：道路整備課が整理番号等を記入するスペースを空けておくこと。 

※12)冊 子 の 色：冊子（紙ファイルの場合）の色は、交差点協議が完了した年度の下一桁に対

応した色とすること（上の例のＨ２９年度の場合、赤色のファイルとする）。 

・年度の下一桁が０ｏｒ５：黄 

・年度の下一桁が１ｏｒ６：青 

・年度の下一桁が２ｏｒ７：紫 

・年度の下一桁が３ｏｒ８：緑  

・年度の下一桁が４ｏｒ９：赤 

 

Ｈ２９年度 

空   白 

(整備課記入 

ｽﾍﾟｰｽ) ※１１ 

（
一
）
陶
湯
田
線
（
都
市
計
画
道
路
泉
町
平
川
線
） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

湯
田
温
泉
一
丁
目
交
差
点
協
議 

○
○
土
木 

o
r 

○
○
市
等 

Ｈ２９年度 

（一）陶湯田線（都市計画道路泉町平川線） 

 

湯田温泉一丁目交差点協議 

○○土木建築事務所 

or 

○○市等 
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３ 交差点設計基準  

３－１ 交差点設計の基本事項  

交差点の設計にあたっては以下事項に留意すること。  

1) 交通流の主従関係を明確にすること。  

2) ５枝以上の多枝交差点を避けること。  

3) 交差角は直角に近くなるようにすること（バイパス等の新規交差点は原則直角）。 

4) くいちがい交差、折れ脚交差等の変形交差を避けること。  

5) 交差点面積は必要最小限にし、広すぎないようにすること。  

6) 右折交通と直進交通を分離すること。  

7) 左折交通、右折交通の導流路を明確にすること。  

8) 交差点の幾何構造と交通制御方法との整合に十分注意すること。  

9) 各種交通安全施設の設置を検討すること。  

 

 

３－２ 交通制御方法  

交通制御方法は「信号制御」と「一時停止制御」に大別されるが、制御方法を決定す

るうえでは以下の点に留意すること。  

1) 交差点の設計を行う前に、交通制御方法（信号制御、一時停止制御）について所

轄警察署及び公安委員会と意見調整すること。  

2) 交差点の幾何構造は交通制御方法と密接に関連するため、相互に整合させること。

（信号サイクルと右折滞留長等）  

3) 設計速度 60km/h 以上の直進交通に対しては、原則一時停止制御をしない。  

4) 一般的には、互いに交差する交通の合計量が 1,000 台 /時以下であれば、交通量の

少ない側を一時停止制御によりさばくことが可能。  

 

 

３－３ 設計車両と通行方法  

設計車両と通行方法との組み合わせの決定は、道路や交通の性格、機能、地域特性、

沿道状況、歩行者などを総合的に判断して行うこと。  

(1) 設計車両  

設計車両の種類は以下のとおりである。  

諸元  
(m) 

設計車両  
長さ  幅  高さ  

最小  
回転  
半径  

備考  

小 型 自 動 車 4.7 1.7 2.0 6.0 総排気量 2.0 ㍑以下の乗用車  

小型自動車等 6.0 2.0 2.8 7.0 一般的な救急車両  

普 通 自 動 車 12.0 2.5 3.8 12.0 大型バス、トラック  

ｾﾐﾄﾚｰﾗ連 結 車 16.5 2.5 3.8 12.0 セミトレーラ  

1) 規格の低い道路では、設計車両を小さくし、交差点をコンパクトにすること。 

2) 対向する交通において、右左折が同時に行われ、流出部が 2 車線以上ある場合に

は、左折車両は最左車線へ、右折車両は最右車線に流出させること。ただし、こ

の場合において普通自動車が左折する交差点では、第 1 車線は小型自動車等の導

流路で歩道巻き込み線を決定し、普通自動車は第 2 車線へ流出させる。 
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(2) 通行方法  

交差点の計画・設計における通行方法の選択とは、主として右左折時において車道の

どの部分まで利用するかを決めることである。  

 

 

       Ｓ：セミトレーラ連結車、Ｔ：普通自動車、Ｃ：小型自動車等  

Ｓ，Ｔ又はＣのあとに記されている１～４の数字は次に示す通行方法を表す。  

１：車道全幅を使用する。  

２：車道の中央から左側を使用する。対向車線は使用しない。  

３：屈折車線又は最右車線（右折時）もしくは最左車線（左折時）及びそれに接する他

の１車線を使用する。ただし、対向車線は使用しない。  

４：屈折車線又は最右車線（右折時）もしくは最左車線（左折時）のみ使用する。  

また、＊印は主道路と従道路で設計車両が異なる場合においては、従道路の設計車両を

用いる場合である。  

 

出典）『道路構造令の解説と運用（令和 3 年 3 月） （公社）日本道路協会 P516』 
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３－４ 設計速度  

交差点における直進車の設計速度は、原則として、それぞれの道路の単路部における

設計速度と同一とする。  

  ただし、以下のようなときに限って、やむを得ない場合の方法として、10～20km/h 下

回った設計速度を用いることもできる。  

1) 主道路と従道路との優先関係が明らかな場合で、従道路側の設計速度を単路部よ

り低くとり、交差角度を直角に近づける場合。   

2) 屈折車線や分離帯などの付加的幅員構成要素が必要な場合で、付加的幅員構成要

素を欠いたままで高い設計速度を維持するよりは、設計速度を落としても必要な

要素を備えることによるメリットが大きい場合。  

標準値 縮小値
第１級 80 60
第２級 60 50又は40
第３級 60，50又は40 30
第４級 50，40又は30 20
第５級 40，30又は20 －
第１級 60 50又は40
第２級 60，50又は40 30
第３級 50，40又は30 20

道路の規格 設計速度［ｋｍ/時］
種級

第３種

第４種

 

※これらの措置は、その道路を通行する道路利用者に案内されるわけではなく、道路

利用者を危険側へ導く可能性があるため、安易な設計速度の低減は避けること。  

 

３－５ 平面交差の形状  

(1) 枝数  

道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で５以上交会させ

てはならない。（道路構造令第 27 条）                  

枝数の増加は以下の点で問題のある交差点となる。  

1) 平面交差における交通流の交差・合流・分流の箇所数は、交差点の枝数の増加に

つれて急増する。  

2) 運転者に要求される注意力や判断力も増加して危険度が高くなる  

3) 信号現示がこま切れになり、交通量の処理能力が急激に低下する  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）『改訂交差点改良のキーポイント（平成 23 年 1 月） （一社）交通工学研究会 P15』 
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(2) 交差角  

互いに交差する交通流は、直角またはそれに近い角度で交差するように計画しなけれ

ばならない。   

交差角度は、交差部分の面積や見通しに大きく影響し、交通の安全性と交通処理能力

に関係するため、交差角度をできるだけ直角にすることが改良の原則である。  

交差角は、少なくとも 75°以上とすべきであり、特にやむを得ない場合でも 60°以上

にすることとしているが、バイパス等の新規交差点は原則として直角とし、その他の交

差点においてもできるだけ直角にすること。  

なお、交差角は主道路の中心線と、従道路の停止線位置での中心線の接線との交差角

とする。  

交差角

交差角

 

交差角

交差角

 

図：交差角の計り方  

 

 

図：斜め交差と改良の例 

出典）『改訂交差点改良のキーポイント（平成 23 年 1 月） （一社）交通工学研究会 P34』 
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(3) 交差点の形状  

1) 原則として、主流交通が右左折になるような変則交差や、くいちがい交差、折れ脚

交差などの変形交差は避ける。  

2) 交差点における主流交通は、できるだけ直線に近い線形とし、かつ主流交通の側に

２以上の足が交会しないようにする。  

3) 原則として、交差角は直角に近いものとする。  

 

図：Ｔ字交差点の改良  
出典）『道路構造令の解説と運用（令和 3 年 3 月） （公社）日本道路協会 P483 

 
図：くい違い交差の改良  

出典）『道路構造令の解説と運用（令和 3 年 3 月） （公社）日本道路協会 P484』 

 

※参考 交差点に適さない位置 

①トンネル坑口付近  

 

 

②カーブ区間  

 

 

③急勾配の問題点  

 

④クレスト（凸）部  

⑤サグ（凹）部  

・トンネルから出てくる車両が視認しにくい  

・出口の明暗の差があり、坑口車両に気付くのが遅れる  

・交差点の滞留がトンネル内まで延びる  

・本線が片勾配となり、従道路側の直進車両にとっては路 

 面が洗濯板状となる  

・見通しが確保されにくい  

・下り急勾配は停止距離が長くなり、追突事故の可能性  

・上り急勾配による発進損失（坂道発進）  

・お互いの車両が交差点直近までわからない  

・車の停止に難  
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３－６ 交差点の間隔  

(1) 平面交差の間隔  

交差点間隔は十分に大きいことが理想的であるが、土地利用の状態とそれに対応する

道路網密度等の制約から、接近して平面交差点を配置しなければならないこともある。  

平面交差の最小間隔は主として以下の要素によって制約される。  

なお、交差点の間隔は停止線間距離（停止線がない場合は想定位置）とする。  

 

1) 織り込み長による制約  

織り込みに必要な区間長は、速度、織り込み交通量および車線数によって異なると考

えられるが、 織り込み長のチェックをしなくてもよい十分な間隔として、次の式を目安と

する。  

Ｌ＝Ｖ×ｎ×２  

Ｌ：所要交差点間隔（内のり）（ｍ）  

Ｖ：設計速度（㎞／ｈ）  

ｎ：片側車線数                                                

 

2) 信号制御の滞溜長による制約  

交差点間隔は信号制御による滞留車両が隣接する交差点を閉塞しないように設定す

ることが必要である。交通の滞留長から交差点間隔が制約される事例はあまり多くはな

いが、右左折してこの主流交通に合流する非主流の交通による滞溜長によって交差点間

隔が制約されることが多い。  

 

3) 右折車線長等による制約  

右図は交差点間隔が右折車線長によって

制約される例であって、最小交差点間隔は上

記イと同様に 1 サイクル当たりの設計右折交

通量によって定まる。この場合には、右折車

線の設計法に従えば所要交差点間隔を定める

ことができるが、やはり一般的、画一的に最

小間隔を規定することはできない。  

                     
  図：右折車線長による制約  

      

4) 運転者の注意力の限界による制約  

交差点が隣接していると、一つの交差点を通過してから一瞬注意力が緩んだ時に次の

交差点に差しかかったり、あるいは次の交差点についての観察や情報収集を十分に行う

時間的余裕がないままに次の交差点に入り込んだりする。交差点が大きく、複雑である

ほどこの影響は大きい。  

出典）『道路構造令の解説と運用（令和 3 年 3 月） 
 （公社）日本道路協会 P487』 
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(2) 主要道路と交わる細街路の処理等  

交差点の間隔に関連して、幹線道路の計画の際に留意を要すべきことの一つとして、

既存細街路網との間に生ずる多くの小交差点の処理の問題があり、この点については、

以下のような処理をすることが望ましい。  

 

1) 街区の形成と地先交通のための細街路は、まず補助幹線的な道路と接続させるか、

あるいは数路線をまとめて幹線道路と交差させる。すなわちこれらの細街路を直

接、幹線道路に接続し、個々に交通の集散を行うような計画は避けなければならな

い。（下図(a)）  

2) 細街路を統合して幹線道路へ接続する場合にも、主要平面交差の直近には計画しな

い。やむを得ず、このような位置に計画する場合には、左折による流出入だけに限

定するなり、分離帯などによって幹線道路からの右横断および細街路からの右折を

物理的に規制する。（下図(b)(c)） 

なお、車線を往復の方向別に分離する場合および細街路からの右折を禁止する必

要がある場合は中央帯を設置するものとし、安易にラバーポール（ポストコーン等）

を中央線上に設置しないこと（高規格幹線道路の暫定 2 車線道路を除く）。  

3) 幹線道路の計画をする際には、既存道路網との間に生ずる平面交差についてその形

状のみならず、間隔を検討し、必要ならば既存道路の付替え、整理統合を行い、交

通規制についても検討する。  

細  街  路  の  処  理  例  

※細道路の処理についても、交差点設計とあわせて協議すること。また、駐車場やバ

ス車庫等の出入口など、すべての主要なアクセスとの間隔についても円滑な交通と

安全を確保するため、細心の注意が必要である。 
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３－７ 交差点付近の線形  

(1) 交差点の視認距離と交差点内の見通し  

交差点に接近する車両が、交差点を安全かつ円滑に通過するためには、交差点の相当

手前から標識や信号が確認できること及び交差点内において必要な見通しが確保され

ることの二点について考慮しなければならない。  

交通制御方法により、必要となる視認距離は異なるが、一時停止制御の交差点につい

ても将来の信号機の設置を勘案のうえ、極力信号制御の最小視認距離を確保することが

望ましい。  

    

1) 信号制御交差点  

信号制御交差点における信号の視認距離は、原則として当該道路の区分及び設計速

度により、下表の値以上とする。最小視認距離が確保できない場合は警戒標識、予告

信号の設置等も検討すること。（交差点協議において、信号設置位置等が未定の場合

は停止線までの距離とする）  

設計速度  

（㎞ /ｈ）  

最 小 視 認 距 離  （ｍ）  

信 号 制 御  

第３種（地方部） 第４種（都市部） 

80 

60 

50 

40 

30 

20 

350 

240 

190 

140 

100 

60 

－  

170 

130 

100 

70 

40 

    

2) 一時停止制御交差点  

従道路については、一時停止標識（停止線）を視認できる距離として下表の値以上

を確保する。  

主道路においては、従道路からの飛び出し等を考慮して、単路部において規定する

制動停止視距を確保する。 その際、積雪寒冷地については冬季の氷結を考慮した値を

確保することが望ましい。  

設計速度  

（㎞ /ｈ）  

制動停止視距（ｍ）  

（主道路）  

最小視認距離（ｍ） 

（従道路）  

通常部  積雪寒冷地  一時停止制御  

80 

60 

50 

40 

30 

20 

110 

75 

55 

40 

30 

20 

135 

100 

70 

45 

25 

25 

－  

105 

80 

55 

35 

20 

※積雪寒冷地：岩国市の一部（旧錦町）、周南市の一部（旧鹿野町）、山口市の一

部（旧徳地町、阿東町）、萩市の一部（旧旭村、旧川上村、旧福栄

村、旧須佐町、旧むつみ村）、阿武町  
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3) 最小視認距離と制動停止視距  

ア 最小視認距離  

平面交差点において、運転者が信号（一時停止標識）を見てからブレーキを踏む

までに走行する距離と、不快を感じない程度にブレーキを踏んで停止線の手前で停

止するまでに走行する距離の和であると考えられる。  

［交差点部における最小視認距離のとりかた］ 

〈例：主道路 V=50km/h，従道路 V=40km/h の信号交差点（第３種）の場合〉  

 

 

  L=190m 

                                                                     主道路  

                               従  

                               道          L=140m 

                               路  

 

イ 制動停止視距  

前方の同一車線上に故障車などの対象物を認めた場合に、衝突しないように自動

車が制動停止または避走するのに必要な長さ。  

［制動停止視距のとりかた］  

 

 

                                                                            

                                                        

 

 

 

 

                   

 

             平面視距                                  

  ※平面交差の流入部において、信号交差点にあってはその存在を、一時停止交差点に

あっては一時停止標識を確認できなければならない。ただし、交差点協議時には信

号や標識等の設置位置が確定してないため、（想定）停止線までの視認距離とする。 

※見通し線は、将来の沿道開発や植樹等により侵されることが無いように、原則とし

て道路敷地内で確保する。  

※交差点付近にクレスト部（凸）がある場合、橋梁や横断歩道橋等の構造物を計画す

る等の場合は、縦断視距が確保されているか必ず確認すること。  

※一時停止制御される交差点の従道路において、一時停止した車両が安全に主道路の  

 

   縦断視距 

0.1m 
1.2m 

1.2m 

    見通し線 

   視  距 

   視  距 

    見通し線 

  視 距 

 見通し線 

0.1m 

0.1m 
1.2m 

1.2m 
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横断、合流を行えるよう、停止線付近からの主道路交通に対する見通しを確保しなけ

ればならない。  

山口県では安全側に配慮して、以下の視認距離を確認することとしている。  

 

１．平面視認距離の確認  

①（想定）停止線位置までの平面視認距離（見通し線）を、道路敷地内で確認。  

 

２．縦断視認距離の確認  

  ①運転者が車線の中心線上 1.2ｍの高さから、当該車線の中心線上にある（想定）停

止線位置で、0.1ｍの高さの縦断視認距離（見通し線）を確認。  

 

  ②信号制御交差点で上記①が確保出来ない場合、当該車線の中心線上にある（想定）

停止線位置で、4.5ｍの高さの縦断視認距離（見通し線）を確認。  
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(2) 曲線半径  

  平面交差部における適切な視認性や道路線形の確保のため、道路の屈曲部や切土部、

縦断線形の底部（サグ部）や頂部（クレスト部）、橋梁の取付け部等に平面交差を設け

ることは極力避けなければならない。  

  やむを得ず設置する場合でも、片勾配の大きな曲線部に平面交差を計画すると、停止

・屈折車両の安全、沿道地域との高低差、取付道路への影響の問題が生じたり、特に信

号交差点となる場合は、交差道路の直進車両の安全性・快適性等の面で問題が生じる。 

 このことから、山口県では下表の値を標準値とする。なお、横断歩道を設置する交差

点においては、バリアフリーの観点から、片勾配が５％以下となるよう配慮することが

望ましい。                

    最小曲線

設計   半径  

速度     (m) 

(㎞ /ｈ)   

信号交差点および  

一時停止制御交差点の主道路  
一時停止  

制御交差点 

の従道路  
標準値  

（山口県運用）  
標準値  特例値  

８０  

６０  

５０  

４０  

３０  

２０  

      ４５０  

      ２７０  

      ２００  

      １３０  

      １３０※  

      １３０※  

  ２８０  

  １５０  

  １００  

   ６０  

   ３０  

   １５  

  ２３０  

  １２０  

   ８０  

   ５０  

    －  

    －  

      －  

     ６０  

     ４０  

     ３０  

     １５  

     １５  

   ※設計速度が低い道路であっても、前後の道路線形や沿道条件により実際の走行速

度が速くなる場合が想定されるので、安全性確保のため、上表以上の値を確保す

ることが望ましい。  

 

 なお、車道の曲線部においては、当該道路の区分、曲線半径に応じ、1 車線について、

それぞれ次の表の拡幅量の欄に掲げる値を拡幅するものとする。ただし、第 2 種、第 4

種の普通道路および小型道路において地形の状況その他の特別の理由によりやむを得

ないものについてはこの限りでない。  

曲線半径Ｒ（ｍ）   

普通道路  

小型道路  

拡幅量（ｍ）  

（1 車線当たり） 第 1 種、第 2 種、  

第 3 種第 1 級、第 4 種第 1 級  
その他の道路  

150 

100 

70 

50 

以上  280 

150 

100 

70 

 

未満  90 

60 

45 

32 

26 

21 

19 

16 

15 

以上  160 

90 

60 

45 

32 

26 

21 

19 

16 

未満  44 

22 

15 

以上  55 

44 

22 

未満  

 

 

 

 

 

 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

1.25 

1.50 

1.75 

2.00 

2.25 
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(3) 縦断線形  

交差点取付け部に急な坂道にあれば、車の発進（坂道発進）、停止に問題が生じるこ

とから、できるだけ長い区間を 2.5％以下の緩勾配とする。  

原則として、緩勾配（2.5％以下）区間長は停止線位置から縦断曲線区間を含まずに、

下表以上の値を取る。なお、地形的条件等によりやむを得ない場合は、山口県の運用と

して 5.0％までは許容するが、安易な使用は避けること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

表：緩勾配区間長の最小値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：緩勾配区間の取り方  

 

(4) 本線シフト  

本線シフトの区間長は、下表の計算式によって求められる値と最小値を比較して、い

ずれか大きい値とする。                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道 路 の 区 分 最小区間長  

（ｍ）  第３種  第４種  

第１級，第２級  

第３級  

第４級  

第５級  

－  

第１級  

第２級  

第３級  

－  

第４級  

４０  

３５  

１５  

１０  

６  

本線シフトの区間長（ｍ）

地域区分 地 方 部 都 市 部

V設計速度
計算式 最小値 計算式 最小値

（㎞ ）/h

８０ ・⊿ ８５ － －V W

６０ ２ ６０ ４０

５０ ４０ ３５

４０ ・⊿ ３５ ・⊿ ３０V W V W

３０ ３ ３０ ３ ２５

２０ ２５ ２０

注） ΔＷ：本線の横方向シフト量

ｉ≧2.5％  

３m  

 

３～

４ｍ  ３m 
ｉ≦2.5％  
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３－８ 交差点付近の横断構成  

(1) 右折車線の設置  

平面交差点には、次に掲げる場合を除き、右折車線を設けるものとする。  

1) 右折を認めない場合  

2) 第 3 種第 4 級、第 3 種第 5 級 第 4 種第 3 級、第 4 種第 4 級の道路にあって当該

道路及び交差道路のピーク時の処理能力に十分余裕がある場合  

3) 設計速度 40 ㎞／h 以下の 2 車線道路において、設計交通量が極めて少ない場合（設

計時間交通量が 200 台／ｈ未満でかつ右折率が 20％未満）  

 

※右折車線は、右折が主流交通となるような特別の場合を除いて、直進車線とは独立

に付加して設けなければならず、単路部における走行車線の一部（例えば 2 車線の

うち 1 車線）を右折車線としてはならない。右折車線に入るためには主流車線から

車線変更しなければならないようにすることが必要である。したがって右折車線を

直進車線と兼用することはできない。  

  ※右折車線は、原則としてすべての交差点に設置するものとするが、上記 2)、3)に該

当する場合には、これを設置しないことができる。  

※ただし、上記 2)、3)に該当する場合であっても、直進交通と右折交通の分離による

追突事故の防止など、安全上の配慮等からなるべく右折車線を設置することが望ま

しい。  

※なお、従道路の交通量が極めて少ない場合などはこの限りではない。  

 

(2) 右折車線長  

右折車線長は、テーパ長と滞留に必要な長さからなる。（図参照）  

Ｌ＝d＋s 

Ｌ：右折車線長（ｍ）  

ｄ：テーパ長（ｍ）  

ｓ：滞留長（ｍ）  

                                 

                    

          

 

 

図：右折車線長        
出典）『道路構造令の解説と運用（令和 3 年 3 月）  

（公社）日本道路協会 P500』  

(3) テーパ長（ｄ）  

テーパ長(d）は、減速のために必要な区間であると同時に右折車を直進車線から右

折車線へスムーズにシフトさせる役割を持っている。したがって、d は減速のために必

要な長さ（b）または、右折車線へのシフトに必要な長さ（c）のいずれも下回っては

ならない。（ｄ＝ｍａｘ（b，c））  

 

ア 減速のために必要な最小長（b）  

平面交差部における減速のために必要な最小長（b）は、下表のとおりである。  
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   減速のために必要な最小長（b）    （単位：ｍ） 

             区分  

設計  

速度(㎞ /h) 

 

地方部の主道路  

 

地方部の従道路  

および  

都市部の道路  

８０  

６０  

５０  

４０  

３０  

２０  

６０  

４０  

３０  

２０  

１０  

１０  

４５  

３０  

２０  

１５  

１０  

１０  

 

イ 右折車線へのシフトに必要な最小長（c）  

直進車線から右折車線にシフトするために必要な最小長（c）は次式で与えられる。 

c ＝  Ｖ×ΔＷ  

     ６  

V：設計速度（㎞／h）  

ΔW：横方向のシフト量（m）（付加車線の幅員と考えてよい。）  

 

(4) 滞留長（ｓ）  

滞留に必要な長さ（s）は、次式によって求められる。  

ア 信号交差点  

ｓ＝λｒ×N×S 

λｒ＝右折車線長係数(地形条件や沿道状況等によりやむ得ない場合には１．５を

用いることができる) 

N＝1 サイクル当たりの平均右折台数  

S＝平均車頭間隔（S は乗用車の場合は 6ｍ、大型車の場合は 12ｍとして大型車

混入率により補正する。大型車混入率が不明の場合はＳは 7ｍとしてよい。 

右折車線長係数λｒの値  

平均右折台数  

（台／サイクル）  
２以下  ３  ５  ８  

１０  

以上  

右折車線係数λｒ  ２．２  ２．０  １．８  １．６  １．５  

 

イ 非信号交差点  

L＝2×M×S 

Ｍ＝１分間あたりの平均右折台数  

Ｓ＝平均車頭間隔  

  

※いずれの交差点においても、計算で求められない場合は、少なくとも 30m 以上とする。 

※交通量の多い交差点については、交通解析により決定すること。  
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(5) 右折車線設置上の留意点  

交通安全の観点から、本線シフトとテーパ長は別にとることを原則とするが、都市部

で用地確保が困難な箇所等でやむを得ない場合は本線シフト内にテーパ長をとること

がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滞留長  テーパ長  

右折車線長  本線シフト  

（原則）  

 

 

 

図：右折車線設置と交差点部の線形（例）  

  

※交差点内を車両が通過するときには、直進車が蛇行せず、自然な走行で通過できるよ

うに車線を配置すること。 

※平面交差付近の平面および縦断線形は、交差点内でのハンドル操作を避けるため、で

きる限り緩やかにしなければならない（対向する停止線間の平面線形は直線が望まし

いが、やむを得ない場合は片勾配の少ない単曲線とする）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滞留長  テーパ長  

本線シフト  

（やむを得ない場合） 
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 (6) 従道路の拡幅  

従道路が 2 車線ない場合は、停止線から 30m 以上の区間を 2 車線以上（車道幅員 5.5m

以上）確保し、従道路が行き止まり道路等の場合は、停止線から 10m 以上の区間を車道

幅員 4.0 m 以上確保することを基本とする。  

また、従道路の交通量が多い場合は交差点の交通容量をあげるために付加車線の設置

も検討すること。    

 

図：付加車線の設置（例）  

   

※車線数が増減する場合のすりつけは、下表によることを基本とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表：すりつけ率の標準値  

                                                                      

設計速度  Ｖ（km/h）  
すりつけ率の標準値  

地方部  都市部  

120 

100 

80 

60 

50 

40 

30 

20 

1/70 

1/60 

1/50 

1/40 

1/30 

1/25 

1/20 

1/15 

－  

－  

1/40 

1/30 

1/25 

1/20 

1/15 

1/10 
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３－９ 導流路  

(1) 導流路  

導流路の設計にあたっては、想定される車両の速度と、その他の各種条件を十分考慮

し、導流路の配置は、交通量、交通規制方法、歩行者等を考慮して、交通に支障のない

ようにしなければならない。  

導流の幅員は、設計車両、曲線半径、導流路の転向角に応じて定めるものとし、広す

ぎても狭すぎてもいけない。  

※交差点の大きさを小さくするためにも、規則正しく交通流を導くためにも、導流路は

できるだけ集中させるのがよい。導流路幅員は適正にし、用地に余裕があるからとい

って、むやみに導流路を設けたり、また不必要に幅員を大きくすることは厳に避けな

ければならない。  

※一般的に導流路の設計は、三心円によって作成することを基本とする。ただし、交差

点のコンパクト化等により、やむを得ず走行軌跡図を使用する場合は、三心円による

導流路との違いについて十分に認識しておくこと。  

 

(2) 導流路の曲線半径  

右折の導流路については、一時停止をして、速度が非常に小さい状態で曲がることを

考えて、交角が 90°に近いときには、導流路外側半径をセミトレーラ・普通自動車の場

合 13m、小型自動車等・小型自動車の場合 9m とすることを標準とする。その際、対向

する右折車相互の導流が重ならないように、交差点中心の内側直近に設置する。  

左折導流路は、流出側からの右折導流路と重ならないように外側半径（標準値につい

ては右折と同様）を決定する。  

 ※右折外側半径の決定にあたっては、交差点中心の内側直近を通過させることが重要で

あるため、交差点中心を明確にすること。  

 

 (3) 導流路の幅員  

導流路の幅員は導流路の外側曲線  

半径と設計車両に応じて下表とおり  

である。この表は、導流路の車道の  

幅員であり、導流路が交通島等によ  

って分離されている場合は、この他  

に両側に 50cm の車道と同程度の舗  

装をした余裕幅をつける。この余裕  

幅は路肩・街渠または導流路のセッ  

トバックに含めてよい。  

 

Ro：導流路外側半径  

R i：導流路内側半径（Ri=Ro-w）  

w ：導流路幅員  

Rr：緩和円(Rr=nRi）  

n ：標準係数(一般には 3～4) 

         

官民境界線  

出典）『路面標示設置マニュアル（平成 24 年 1 月） 
（一社）交通工学研究会 P44』 
                 （公社）

日本道路協会 P487』 

 

図：導流路の設計例  
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             導  流  路  幅  員       （単位：m）  

            設計車両  

 

 

 

導流路の  

外側半径（Ro）  

 

セミトレーラ連結車  

（Ｓ）  

(第１種、第２種  

第３種第１級、  

第４種第１級）  

 

普通自動車  

(Ｔ) 

(その他の道路) 

小型自動車等  

（Ｃ） 

 

 

小型自動車  

（Ｐ） 

 

 

７   m 以上 ８  m 未満  －  －  －  
３．５  

８   ９   －  －  ４．０  

９  １２   －  －  ３．５  

３．０  

  １２  １３   －  －  

３．０  
  １３  １４   ８．５  

５．５  
  １４  １５   ８．０  

  １５  １６   ７．５  

５．０    １６  １７   ７．０  

２．７５  

  １７  １９   ６．５  

  １９  ２１   ６．０  
４．５  

  ２１  ２５   ５．５  

  ２５  ３０   ５．０  
４．０  

  ３０  ４０   ４．５  

  ４０  ６０   ４．０  
３．５  

  ６０    ３．５  

※小型自動車は、交通量の極めて少ない従道路等、やむを得ない場合のみ使用すること。  

 

(4) 導流路幅員が広い場合の処理方法  

セミトレーラ連結車を設計車両として，比

較的小さい半径の導流路を設けると導流路の

幅員が大きくなって，小型自動車が 2～3 台

併進し交通の混乱を招いたり，大型車と二輪

車の接触等の事故を誘発するおそれがある．  

左折が主交通流であって多車線の導流路

を意識的に設ける場合を除き，このような広

幅員の導流路は通常乗用車が通行し得る幅員

を中央に残して両側にゼブラ標示を行うなど

により交通流の適正化を図る必要がある。  

※右図の場合、外側線（歩車道境界ブロック 

  側）を導流帯から5～10cm離して設置する。      図：広幅員の導流路   

  

(5) 路肩（ランプ部）  

ランプ部の路肩は、故障車のすり抜け等を考慮しているため、ランプ側の停止線まで

はランプ部の標準路肩幅員を確保し、路肩のすりつけはその後に行うこと。 

拡大図  
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(6) 隅切り  

隅切りの大きさを定めるにあたっては、対象とする平面交差点における自動車、歩行

者、自転車等が安全かつ円滑に通行できるように、十分な見通しと、隅角半径（歩道縁

石の巻込み半径）および有効歩道幅員の確保を図るとともに、歩行者、自転車のたまり

空間、道路緑化のためのスペース確保、さらには景観形成といった様々な観点から総合

的に検討する必要がある。  

隅切り長は、車両の円滑な通行、歩行者・自転車のたまり空間、見通し、道路緑化の

ためのスペース等、交差点毎に検討することが望ましい。   

 

図：主道路に取り付く従道路の隅切り  

 

なお、簡易的には停止線を歩道端まで延伸した点を結ぶ方法もある。  

 

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図：簡易的な隅切りの取り方 

 

            たまり部                              たまり部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          たまり部                                 たまり部 
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３－１０ 横断歩道および停止線  

(1) 横断歩道  

横断歩道の計画にあたっての原則的事項は以下のとおりである。          

1) 可能な限り、歩行者の自然な流れに合致させることが必要である。  

2) 横断歩道はできるだけ車道に直角に設置する。  

3) 横断歩道はできるだけ交差点の中心部に寄せる。  

4) 横断歩道は運転者から視認しやすい位置に設ける。  

5) 横断歩道の長さは 15m 以下とすることが望ましい。  

 

(2) 横断歩道の設置  

1) 交差点部に歩行者等のたまりを確保し、右左折交通の少ない側に設置する。  

2) 歩行者安全対策のため必要に応じガードパイプ（Ｐ種：横断防止用）を設置する。 

3) 横断歩道が交差するところで、境界ブロックが途切れないようにすること（最低

でも境界ブロック（L=0.6m）×3 個＝1.8ｍ以上は確保すること）。  

4) 左折車と横断歩行者との交錯が起こりやすい交差点では、横断歩道を取付部の歩

道境界の延長線上から３～４ｍ程度後退させること。  

5) 中央帯がある道路では、横断歩道の位置は分離帯先端から１～２ｍ後退させて設

けることが望ましい。        

 

図：交差点における防護柵等の設置例  

※斜角を持つ交差点等で、横断歩道を車道に直角に設置すると歩行者動線が不自然で

遠回りとなる場合は、歩行者動線との整合性、運転者からの視認性、交差点のコン

パクト化を考慮して横断歩道を斜めに設置することも検討すること（一般的な交差

点では、車道幅員の広い主道路を横断する横断歩道は車道に直角に、車道幅員の狭

い従道路を横断する横断歩道は主道路に平行に設置する）。  

  

図：斜角をもつ交差点における横断歩道の設置例  

ガードパイプ+境界ブロック（３個以上）  

車道に直角に設置した場合  

歩行者動線  

 車道に斜めに設置した場合  

歩行者動線  
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3) 停止線  

停止線は、車両のいかなる部分もその線を越えて停止してはならないことを示す表示

であり、信号交差点の流入部、横断歩道の手前および一時停止交差点の非優先道路の流

入部には必ず設置する。                

停止線位置における一般的留意点は以下のとおりである。  

1) 停止線は原則として車道中心線に直角に設置する。  

2) 横断歩道がある場合は、その手前 3ｍの位置に設置する。  

3) 交差道路側の走行車両を十分な見通し距離をもって視認できる位置に設置する。  

4) 交差道路側の右左折車の走行に支障を与えない位置に設置する。  

      

車道に直角に配置          好ましくない不連続設置  

 

 

３－１１ 乗合自動車停留施設（バス停留施設）  

乗合自動車停留施設（以下、バス停留施設）には乗合自動車停車所（以下、バス停車

帯）と乗合自動車停留所（以下、バス停留所）とがある。  

1) バス停車帯：本線から分離し専用に使用するもの  

2) バス停留所：本線の外側車線をそのまま使用するもの  

バス停留施設の設置にあたっては、交通の安全と円滑化ならびに利用者の安全の確保

に十分配慮しなければならない。以下では、主にバス停車帯について述べる。  

 

(1) バス停車帯の設置位置  

交差点付近にバス停車帯を設置する場合は、バスの安全な運行、乗降客の安全および

本線交通の安全を確保するため、以下の点に留意する。  

1) 原則として、流出部に設置すること。  

2) 横断歩道から原則として 30m 以上離すこと。  

3) 流入部に設置する場合は滞留区間を避け、バスが右折する場合には織り込み長を

確保すること。  
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(2) バス停車帯設置に伴う横断歩道の設置位置  

バス停車帯の設置はそれに伴う横断歩行者が発生するため、横断歩道の設置にあたっ

ては以下の点に留意する。  

1) バス停車帯からの距離が離れすぎないこと。  

2) 歩行者動線を自然なものにすること。  

3) 信号のない交差点や単路部にあっては、バスの死角により他の車輌から視認でき

ない位置でないこと（直近でないこと）。   

 

図：交差点付近のバス停車帯の位置  

 

(3)バス停車帯の構造  

ア バス停車帯の長さ  

バス停車帯の長さは下表を標準とし、本線交通量、利用回数、沿道の状況等を勘案

して決定する。なお、本線とバス停車帯の間は、外側線の破線を設置すること。  

設計速度  

V(km/h) 

第３種の道路  第４種の道路  

60 50 40 60 50 40 

減 速 車 線 長 1 (m) 

バス停留車線長 2 (m) 

加 速 車 線 長 3 (m) 

バス停車帯全長   (m) 

25 

15 

30 

70 

20 

15 

25 

60 

20 

15 

25 

60 

20 

15 

25 

60 

15 

15 

20 

50 

12 

15 

13 

40 

織 込 み 長     (m) 50 40 30 50 40 30 

表：バス停車帯の長さ（第３種、第４種）  

 

イ バス停車帯の幅員  

変速車線、停留車線の幅員は原則として 3.50m を確保するものとするが、やむを得

ない場合 3.00m まで縮小することができる。  
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３－１２ その他の留意事項  

(1) 排水  

1) 道路の保全上、安全性からも路面排水は適切に行うこと。  

2) 従道路からの路面排水は、交差点内に流入させないこと（交差点内の排水勾配を

チェックすること）。  

3) 排水系統・流末の断面を十分に検討すること。  

 

(2) 警戒標識の設置  

道路標識は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」（内閣府・国土交通省令）

に定めるところに従うものとする。  

交差点付近では、視認距離が確保されない場合に、原則として「交差点あり（201A～

D）」を設置するものとする。ただし、「信号交差点」及び、「方面・方向等の案内標

識が設置されている交差点」の場合には設置を必要としない。  

※標識の設置については全て道路整備課との協議が必要である。  

 

交差点付近における主な警戒標識  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種  類  番  号  設 置 場 所  標  識  

╋形交差点あり  ２０１－Ａ  

交差点の手前３０ｍ

から１２０ｍまでの

地点における左側の

路端  

 

 

 

 

┣形（又は┫形）  

交差点あり  
２０１－Ｂ  

 

 

 

 

┳形交差点あり  ２０１－Ｃ  

 

 

 

 

Ｙ形交差点あり  ２０１－Ｄ  

 

 

 

 

 

(3) 交差点照明の設置  

交差点照明は「道路整備技術の手引き（道路一般編８．道路照明）」及び「道路照明

施設設置基準・同解説」により設置すること。  

※照明の設置については全て道路整備課との協議が必要である。  

 

(4) 植樹  

交差点付近は、視距を妨げるような植樹は避けること。  
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(5) 交差点付近の路面標示等 

ア 進行方向別通行区分（矢印）  

多車線流入部では、交通運用方法に沿って車線毎に矢印の路面標示を設置する。破線

の予告矢印はテーパ区間の手前に約 30ｍの間隔で 2 箇所設置することを基本とする。  

（破線の予告矢印（M2-1、M2-2、M2-3）、実線の矢印（M1-1、M1-2、M1-3））  

 

図：進行方向別通行区分（矢印）の設置例  

 

イ 車道外側線  

交差道路に車道外側線がある場合は、車道外側線どうしを連結させる。交差道路が細

街路等で車道外側線がない場合は、破線を設置し主道路側の車両の視線誘導を図る。  

 

図：車道外側線の設置例  

出典）『路面標示設置マニュアル（平成 24 年 1 月）（一社）交通工学研究会 P19』 

 

ウ 一時停止交差点における優先関係の明示  

一時停止交差点では、優先関係を明確にするために、交差点内に中央線を連続設置し、

あわせて外側線の破線を設置することを基本とする。  

 

 

図：優先関係の明示の例  

破線の予告矢印  

（実線の矢印） （実線の矢印） 

（実線の矢印） 
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エ 右折導流標示  

設計車両が普通自動車やセミトレーラ連結車

で交差点面積が大きい場合や、交差角度が悪い

場合等では、右折導流標示として破線によって

右折交通の走行位置や待機位置を設置すること

を基本とする。右折導流標示は、L11 の幅員が

2.5ｍ確保でき、対向直進交通に影響がない位置

に設置する。  

（右折交通の走行位置（L6）、待機位置（L11）） 

 

 

図：右折導流標示の設置例   

 

オ 導流帯と車道中央線  

車道中央線は導流帯と 5～10cm 離して設置し、車道中央線を明確にすること。  

 

「中央線はどこですか？」の質問に
答えられるようにしましょう！

 

図：３枝交差点での導流帯と車道中央線設置イメージ  

 

図：右折車線が近接する場合の導流帯と車道中央線設置イメージ  

 

車道中央線  車道中央線  

出典）『路面標示設置マニュアル（平成 24 年 1 月） 
（一社）交通工学研究会 P27』 
                 （公社）

日本道路協会 P487』 
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カ 二段階右折  

三枝交差点においては、道路状況や交通状況等を勘案して、二段階右折する原付や

自転車が滞留時に自動車と交錯しないように、歩道を切り込んで安全に滞留できるス

ペースを確保し、路面標示等により滞留できるスペースを示すことが望ましい。  

なお、滞留スペースの長さ等については、道路の交通状況を勘案して定める。  

また、交差点内の導流標示は二段階右折の動線を考慮して設置すること。  

 

図 :三枝交差点の例  

 

キ 交通処理検討  

信号交差点においては、需要率計算および信号現示方式を作成すること。  

 

図：需要率計算及び信号現示方式の例  
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（●●側）

（■■側）

平 面 図

設 計 速 度

道 路 区 分

交 通 量

交　差　点　構　造　チ　ェ　ッ　ク　リ　ス　ト （記載例）

道 路 名 一般県道　○○□□線

横断構成

（単路部）

第３種　第３級

４０㎞／h

13,000　台／日（H27センサス）

主要地方道　□□△△線

第３種　第３級

５０㎞／h

10,000　台／日（H28.2.22実測）

0.50 3.00 3.003.50 1.00

11.00

日交通量と根
拠を記載

単路部の標準
断面を記載

交差点に向か
う断面を記載

路肩や歩道も
含む全幅員を
記載

3.003.00 0.50

11.00

3.501.00

1.00 3.003.00 1.00

8.00

本
線

シ
フ

ト
５

０
m

本線シフト等
はシフトしてい
る側に旗挙げ
を記載

方角を記載

路線名を記載

方面を記載
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項
目

判 定

一時停止制御とする。

小型自動車等とする。

（根拠資料ｐ○参照）

○○□□線　‥‥‥　４０㎞／h

□□△△線　‥‥‥　５０㎞／h道路の設計速度と同一とする。

1
 
交
 
通
 
制
 
御
 
方
 
法

１）交通制御方法  

１．第１種の道路の交差点は、信号によって制御

規制と整合するように十分配慮しなければならない．

交差点の設計の基本となる交通制御は下記による．

設  計  内  容

平面交差の設計に当たっては、交通信号、各種交通

道 路 構 造 令

    されないものとする．

２．設計速度60km/h以上の道路は、直進交通に対

    しては一時停止制御をしないものとする． ○

○

設計車両と通行方法との組合わせの決定は、道路や

１）設計車両  

交通の性格、機能、地域特性、沿道状況、歩行者な

２
 
 
設
 
 
計
 
 
条
 
 
件

○

２）設計速度

交差点付近の直進車の設計速度は原則としてその

どを総合的に判断して、行わなければならない．

設計車両の根
拠を別途添付
（道路区分によ
り判断する）

安易に設計速

度を低減するこ

とは避ける

各項目におい
て、特例値等を
使用する場合
は、その理由、
交通安全上支
障がないこと、
もしくは対策等
について記載
する。

標準値 縮小値
第１級 80 60
第２級 60 50又は40
第３級 60，50又は40 30
第４級 50，40又は30 20
第５級 40，30又は20 －
第１級 60 50又は40
第２級 60，50又は40 30
第３級 50，40又は30 20

第３種

第４種

設計速度［ｋｍ/時］
種級

道路の規格

各項目の判定
は、規定値を満
足する場合は
○、特例値を適
用する場合は
△を記載する。

小型自動車を
設計車両とする
場合は、その理
由を記載し、判
定を△とする。

原則として、設
計速度20km/h
は使用しない。
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項
目

判 定

３枝交差

９０°交差              

（根拠資料ｐ○参照）

  ○○□□線（●●側）

   　隣接する市道◎◎線との交差点までＬ＝170ｍ

     Ｌ＝V×n×2＝ 40×1×2＝80m ＜ 170ｍ

  ○○□□線（■■側）

   　隣接する市道◎◎線との交差点までＬ＝170ｍ

     Ｌ＝V×n×2＝ 40×1×2＝80m ＜ 170ｍ

  □□△△線

     隣接する市道◆◆線との交差点までＬ＝500ｍ

     Ｌ＝V×n×2＝ 50×1×2＝100m＞ 80ｍ

※交差点間隔が不足するが、織り込みは発生しない。

（根拠資料ｐ○参照）

一時停止制御のため、該当なし

２）と同様右折車線が隣接する交差点を閉そくしない

隣接する交差点間隔は十分あり、問題はない。

　　トンネル坑口より５００m離れており、問題はない。

（根拠資料ｐ○参照）

４
 
交
 
差
 
点
 
の
 
間
 
隔

○

－

○

差点間隔をとる．

４）トンネル出口による制約

           場合においては、必要に応じ、屈折車線、

１）織り込み長による制約

原則とする．

３）形  状 

   線形とし、かつ主流交通の側に２以上の足が交会し

道 路 構 造 令 設  計  内  容

           角部を切り取り、かつ、適当な見とおし

           同一箇所において同一平面で５以上交会

           させてはならない．

１）枝  数 

第27条  　　　道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、

（平面交差又は接続）

     　　　　道路が同一平面で交差し、又は接続する

○

　　　　少なくとも75°以上とする。

１.原則として、くいちがい交差や折れ足交差は避ける．

３.原則として、交差角は直角に近いものとする．

２.交差点における主流交通は、できるだけ直線に近い

３
 
平
 
面
 
交
 
差
 
点
 
の
 
形
 
状

   ないようにする．

○

互いに交差する交通流は直角またはそれに近い角度で

交差するように計画しなければならない．

           変速車線若しくは交通島を設け、又は隅

           ができる構造とするものとする．

２）交差角 

○

△

トンネル出口と交差点の間隔は、100ｍ以上とることを

３）右折車線長による制約 

ように交差点間隔をとる．

　　目　　　安

滞留車両が、隣接する交差点を閉そくしないように交

２）信号制御の滞留長による制約 

　　　　交差点間隔（ｍ）＝Ｖ×ｎ×２

　　　　　Ｖ＝設計速度（ｋｍ／ｈ）

　　　　　ｎ＝片側車線数

くいがい交差
の場合は、くい
ちがい量を記
載

根拠資料の掲
載頁を記載

交差点間隔が
不足する場合
は、織り込みつ
いて確認

バイパス等の
新規交差点は
原則として直
角

交差点間隔は
停止線間距離

信号制御の場
合のみ記載

従道路の停止
線位置での中
心線接線と主
道路中心線と
の角度

出典）『道路構造令の解説と運用（令和3年3月）

（公社）日本道路協会 P487』
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項
目

道　路　構　造　令 判 定

１）信号制御交差点

　車輌が平面交差点を安全かつ容易に通過し得るために、交 一時停止制御のため、該当なし

差点の相当手前の距離から交差点、信号、道路標識等が明確

に視認できなければならない。

　信号制御交差点における信号の視認距離は、原則として

当該道路の区分および設計速度により下表の値以上とする。

             

２）一時停止制御交差点

（主道路）

　一時停止制御交差点における主道路の制動停止視距、 ○○□□線（●●側）

従道路の最小視認距離は当該道路の設計速度に応じ、 　・平面：１４０ｍ＞４０ｍ（設計速度４０㎞／ｈ）

次表の値以上とする。 　・縦断：１４０ｍ＞４０ｍ（設計速度４０㎞／ｈ）

　（信号：１００ｍ＞４０ｍ（設計速度４０㎞／ｈ）

○○□□線（■■側）

　・平面：１４０ｍ＞４０ｍ（設計速度４０㎞／ｈ）

　・縦断：  ３０ｍ＜４０ｍ（設計速度４０㎞／ｈ）

※縦断視認距離が不足するため警戒標識等を設置する。

（従道路）

□□△△線

　・平面：１６０ｍ＞８０ｍ（設計速度５０㎞／ｈ）

　・縦断：１６０ｍ＞８０ｍ（設計速度５０㎞／ｈ）

（根拠資料ｐ○参照）

３）曲線半径

○○□□線（●●側）：Ｒ＝１６０ｍ～∞＞１３０ｍ

○○□□線（■■側）：Ｒ＝１６０ｍ～∞＞１３０ｍ

□□△△線：Ｒ＝∞＞４０ｍ

※設計速度が低い道路であっても、前後の道路線形や沿道条件に

（根拠資料ｐ○参照）

４）本線の縦断勾配

○○□□線

１．本線に従の道路を接続する場合は、できるだけ ●●側： 縦断勾配 ｉ＝0.30～0.55％ ≦ 2.5％

　平坦部に接続させるものとし、原則として本線が 緩勾配区間長 Ｌ＝35m以上 ≧ 35m

　2.5％以下の区間とする。

■■側： 縦断勾配 ｉ＝2.00～0.55％ ≧ 2.5％

２．縦断曲線の頂部または底部付近に交差点を設けな 　　　　　緩勾配区間長 Ｌ＝70m ≧ 35m

　いようにすることが望ましい。

（根拠資料ｐ○参照）

　より実際の走行速度が速くなる場合が想定されるので、安全性

５
 
平
 
面
 
交
 
差
 
点
 
付
 
近
 
の
 
線
 
形

△

　確保のため、上表以上の値をとることが望ましい。

設  計  内  容

－

○

○

　　最小視認距離

（ｍ）

設計速度（km/h） 第３種 第４種

350 ―

240 170

190 130

140 100

100 70

60 40

信　号　制　御　

80

60

50

20

40

30

通常部 積雪寒冷地

110 135

75 100

55 70

40 45

30 30

20 25

40

30

20

設計速度
（km/h）

105

80

55

35

20

制動停止視距（ｍ）
（主道路）

最小視認距離
（従道路）

一時停止制御

―80

60

50

標準値

450 280 ―

270 150 60

200 100 40

130 60 30

　　130※ 30 15

    130※ 15 15

30

20

最小曲線
　半径（ｍ）

　 設計速度
　（km/h）

80

60

50

40

230

120

80

50

―

―

特例値

(道路構造令P459）標準値
(山口県運用)

一時停止
制御交差点
の従道路

信号交差点および
一時停止制御交差点の主道路

平面及び縦断
について記載
（信号制御の場
合は、信号
(4.5m)の視認
距離も併記）

交差点に向
かって影響範
囲～中心線の
線形を記載

交差点に向
かって影響範
囲～停止線ま
での勾配を記
載

交差点に向
かって影響範
囲～停止線ま
での縦断曲線
を除く延長を記
載

停止線（想定位
置）を見通せる
距離とする。
信号は停止線
位置を仮想設置
位置とする。
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項
目

判 定

□□△△線

縦断勾配 ｉ＝2.89～2.0％ ＞ 2.5％

　　　　　緩勾配区間長 Ｌ＝12ｍ ＜ 35m

 ※ただし、５％以下の区間長 Ｌ＝35m以上 ≧ 35m

（根拠資料ｐ○参照）

 ○○□□線（●●側）

  ○○□□線（■■側）

  □□△△線

○○□□線

  Ｌ ＝（40×3.00）／３　＝　40ｍ　＞　35ｍ

    故に40ｍとする。

□□△△線

  Ｌ ＝（50×3.00）／３　＝　50ｍ　＞　40ｍ

    故に50ｍとする。

（根拠資料ｐ○参照）

○

   第３種及び第４種の道路の車線の幅員は、道路の区分に

（拡幅を伴う場合の例）
R=160mに対する拡幅W=0.25mを確保している。

             

○

    直線区間において本線シフトを行う場合の区間長は

    次表の計算式によって求められる値と最小値を

２）本線のシフト

　きるだけ緩やかにする。（停止線から次表に示す区間

道 路 構 造 令

            

    比較して、いずれか大きいほうの値を標準とする.

６
 
平
 
面
 
交
 
差
 
点
 
付
 
近
 
の
 
横
 
断
 
構
 
成

５
 
平
面
交
差
点
付
近
の
線
形

５）従道路の縦断線形

　　交差点の取付部及び交差点前後の相当区間の勾配は、

設  計  内  容

１）車線幅員と車線数

　は,２．５%以下とする。）

△

   応じ、次の表に掲げる値とするものとする．

 

　 交差点付近の緩勾配区間長の最小値

第3種 第4種

第1級、2級 第1級 40

第3級 第2級 35

第4級 第3級 15

第5級 ― 10

― 第4級 6

なお、縦断曲線は本線の路肩端より外側に設置する。

最小区間長
(ｍ)

道路の区分

（単位：ｍ）

付加車線を設

ける箇所の直 付加車線の幅員

道路の区分 進車線の幅員

第1級 6 3.5

第2級 3.25[3.5] 3.25[3.5]

第3級 3.0 3.0 3.25，3.0

第4級 2.75 2.75 または2.75

第1級 3.25[3.5] 3.25または3.0 (2.5)

第2級

第3級

[　]は、交通の状況により必要がある場合の幅員

( ）は、都市部の右折車線におけるやむを得ない場合の最小値

3.0または2.75

車線の種類

第3種

単路部の
車線の幅員

3.0
第4種

 本線のシフトの区間長     (単位：ｍ)

地域区分

設計速度Ｖ(㎞/h) 計算式 最小値 計算式 最小値

80 Ｖ・ΔＷ 85 ― ―

60 2 60 40

50 40 35

40 Ｖ・ΔＷ 35 Ｖ・ΔＷ 30

30 3 30 3 25

20 25 20

注）△Ｗ：本線の横方向のシフト量（ｍ）

地  方  部 都  市  部

緩勾配区間が
確保出来ない
場合、5％以下
の区間長を併
記

ゼブラ

0.50 3.00 3.00 3.00 0.503.50

13.50

3.003.00 0.503.00 3.500.50

13.50

交差点部の標

路肩や歩道も

曲線半径によ
る拡幅が必要
な場合は、旗
挙げとコメント
を記載

0.500.50

拡幅0.25 拡幅0.25 拡幅0.25

3.00 3.003.00

10.00
第1種、第2種、 その他の道路
第3種第1級、第4種第1級
150 以上 280 未満 90 以上 160 未満 44 以上 55 未満 0.25
100 150 60 90 22 44 0.50
70 100 45 60 15 22 0.75
50 70 32 45 1.00

26 32 1.25
21 26 1.50
19 21 1.75
16 19 2.00
15 16 2.25

曲線半径Ｒ（ｍ）

小型道路 （1車線当た
り）

拡幅量（ｍ）

曲線部の拡幅量

普通道路
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    Ｌ ：右折車線長（ｍ）

    ld ：テーパ長（ｍ）

    ls ：滞留長（ｍ）

　 テーパ長（ld） テーパ長（ ℓd）

　　　lc＝（Ｖ×ΔＷ）／6　…………………　（4-3） 　○○□□線

　　　　Ｖ：設計速度（km/h）     Ｌ ＝（40×3.00）／６＝20ｍ＝20ｍ（最小値）

　　　ΔＷ：横方向のシフト量（ｍ）（付加車線の幅員と考えてよい。）        故に２０ｍとする。

　□□△△線

    Ｌ＝（50×3.00）／６＝25ｍ＝30ｍ（最小値）

       故に３０ｍとする。

滞留長（ s）

   一時停止制御

     ○○□□線　‥‥　70ｍ

     □□△△線　‥‥　70ｍ

   ｌ s ＝　２×Ｍ×Ｓ

      ここに

      Ｍ＝264（台／時）÷60（分）＝4.4(台／分)

したがって ldは上表のlbまたは（４－３）式による 　                              → 5 (台／分)

lcのいずれか大きいほうの値としなければならない．  Ｓ＝（6×89.0＋12×11.0）／100 ＝ 6.66ｍ

                                           ((４－４)式)        交通量調査より   

          ピーク時の右折交通量　　264台

ld＝ｍａｘ（lb，lc）…………………………（４－４）           大型車の混入率           11％

    故に

滞  留  長 （ls）   ｌ s ＝　２×5×6.66

滞留に必要な長さlsは次式によって求められる．        ＝　66.6ｍ →　70ｍ

   ls＝λγ×Ｎ×Ｓ………………………（４－５）

λγ：右折車線長係数

 Ｎ：１サイクル当たりの平均右折車数（台）

 Ｓ：平均車頭間隔（ｍ）

Ｓは乗用車の場合は6ｍ､大型車の場合は12ｍとして大型

車混入率により補正する．大型車混入率が不明の場合は

Ｓは7ｍとしてよい．

　　信号で制御されない平面交差では交通量の変動を考慮に

　入れ、lsを次の式によって求める.

　　   ls＝２×Ｍ×Ｓ

　Ｍ：１分間当たりの平均右折車数（台）

　lsは計算によって求めることができない場合は、

　少なくとも30mは確保すべきである。 （根拠資料ｐ○参照）

       ４種第４級の道路にあって、当該道路および交差

       設計交通量が極めて少ない場合

         Ｌ＝ ld ＋ ls 

○

設  計  内  容道 路 構 造 令

   右折車線長は､テーパ長と､滞留に必要な長さとから成る．

   数に応じて決めるものとする．

       道路のピーク時の処理能力に十分余裕がある場合

    ３)設計速度４０㎞／ｈ以下の２車線道路において、

   右折車線の長さは、設計速度とそこに滞留する車両の

３）右折車線の設置

○○□□線及び□□△△線ともにＷ＝3.00ｍの右折
車線を設置する。

６
 
平
 
面
 
交
 
差
 
点
 
付
 
近
 
の
 
横
 
断
 
構
 
成

    １)右折を認めない場合

   平面交差点には、次に掲げる場合を除き、右折車線を

   設けるものとする．

    ２)第３種第４級、第３種第５級、第４種第３級、第

区分

80 60 45

60 40 30

50 30 20

40 20 15

30 10 10

20 10 10

減速のために必要な最小長（lb）

（単位：ｍ）

地方部の
主道路

地方部の
従道路および
都市部の道路設計

速度（km/h）

右折車線を設
置しない場合は
その理由を記
載

2.2 2 1.8 1.6 1.5右折車線長係数(λγ)

右折車線長係数の値(λγ)

平均右折台数
(台/サイクル)

2以下 3 6 8 10以上

信号制御の場
合は、需要率
計算書を添付

出典）『道路構造令の解説と運用（令和3年3月）

（公社）日本道路協会 P500』
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従道路の拡幅

　□□△△線

    ２車線以上

    　幅員（滞留車線部）

      　Ｗ＝3.0＋3.0＋3.0＝9.0　＞　5.5ｍ

    　延長（滞留車線部）

      　Ｌ＝70.0ｍ　＞　30ｍ

すりつけ

　□□△△線

    　延長

      　Ｌ＝1.0ｍ/(1/30)＝30ｍ < 40ｍ

（根拠資料ｐ○参照）

１）導流路の曲線半径、幅員

 A   Ｒ＝１３ｍ，Ｗ＝３．０ｍ

 B   Ｒ＝１３ｍ，Ｗ＝３．０ｍ

 C   Ｒ＝１３ｍ，Ｗ＝３．０ｍ

 D   Ｒ＝１３ｍ，Ｗ＝３．０ｍ

※ただし、普通自動車については、走行軌跡により

　通行可能なことを確認している。

（根拠資料ｐ○参照）

  　　分10ｍ以上の区間を車幅4.0ｍ以上確保する．

なお、幅員のすりつけはこの区間外ですることとし、
車線数の増減の場合のすりつけ率は、下表を標準とす
る。

　１．従道路の幅員が2車線ない場合（車幅5.0ｍ以下）は

　　　本線取合部分30ｍ以上の区間を2車線以上（車幅5.5

　　ｍ以上）の幅員とし、ほ場整備事業等で実施する通

６

平

面

交

差

点

付

近

の

横

断

構

成

○

４）従道路の拡幅

   　 舗装すること

　２．砂利道である場合は、本線路肩より30m以上の区間を

設  計  内  容道 路 構 造 令

　

    過交通のない道路（行き止まり道路）は本線取合部

○

（単位：ｍ）

設計車両

以上 未満

8 9

9 12

12 13

13 14

14 15

15 16

16 17

17 19

19 21

21 25

25 30

30 40

40 60

60

（単位：ｍ）

設計車両

ｍ以上 ｍ未満 ｍ

7 9

9

5.5

5.0

4.5

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

4.0

小型車
（P）導流路の

外側半径(R0）

5.0

導流路幅員

小型自動車等
（C）

4.0

3.5

導流路の
外側半径(R0）

セミトレーラ-連結車

(第1種、第2種、第3種

第1級、第4種第1級)

普通自動車
(その他の道路)

3.0

3.0

2.75

8.5

8.0

3.5

4.5

4.0

3.5
3.5

120

100

80

60

50

40

30

20 1/15

すりつけ率の標準値
設計速度Ｖ(km/h)

地方部

1/70

1/60

1/50

1/40

1/30

1/25

1/20

都市部

－

－

1/40

1/30

1/25

1/20

1/15

1/10

平面図に延長
を旗挙げ

走行軌跡を使
用する場合は
その旨を記載

導流路は、拡
大図により３心
円の起終点等
が確認出来る
こと
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Ａ  Ｃ４　→　Ｃ３

B  Ｃ４　→　Ｃ３

C  Ｃ４　→　Ｃ３

D  Ｃ４　→　Ｃ３

         車線（左折時）のみ使用する．

     また、※印は主道路と従道路で設計車両が異なる場合

     においては、従道路の設計車両を用いることを示す．

　ａ　歩行者の流れに合致させている。

  ｂ  車道に直角である。

 ｃ　歩車道境界の延長線上から4ｍの位置としている。

  ｄ　運転者から視認しやすい位置としている。

  ｅ　横断歩道の長さ

　　　　　○○□□線：Ｌ＝ ●ｍ

□□△△線：Ｌ＝ 9ｍ

  ｆ　横断歩道の幅員　Ｗ＝ 3ｍ

（根拠資料ｐ○参照）

２）停止線  

    停止線の位置における一般的留意点

    ⅰ）停止線は、原則として車道中心線に直角に設置する．   ⅰ）　車道に直角である。

    ⅱ）横断歩道がある場合は、その手前３ｍの位置を標準   ⅱ）  ○○□□線：導流路の端点に計画している。

        とする．  　　   □□△△線：横断歩道手前３ｍに計画している。

    ⅲ）交差道路側の走行車両を十分な見通し距離をもって   ⅲ）  十分視認できる位置としている。

        視認できる位置に設置する．   ⅳ）  右左折車の走行に支障を与えない位置としている。

    ⅳ）交差道路側の右左折車の走行に支障を与えない位置

        に設置する．

○

８
 
横
 
断
 
歩
 
道
 
お
 
よ
 
び
 
停
 
止
 
線

○

     ＳまたはＴのあとに記されている１～４の数字は次に

     示す通行方法を表す．

○

         しない．

     １．車道全幅を使用する．

     ４．屈折車線または最右車線（右折時）もしくは最左

    ｃ．横断歩道は出来るだけ交差点の中心部に寄せる．

    ｄ．横断歩道は運転者から視認しやすい位置に設ける．

     ３．屈折車線または最右車線（右折時）もしくは最左

         車線（左折時）およびそれに接する他の１車線を

         使用する．ただし、対向車線は使用しない．

    ｂ．横断歩道は出来るだけ車道に直角に設置する．

道 路 構 造 令 設  計  内  容

        単位で広くする．

（根拠資料ｐ○参照）

    ｆ．横断歩道の幅員は標準３ｍとし、必要に応じて１ｍ

    ａ．可能な限り歩行者の流れに合致させる．

     ２．車道の中央から左側を使用する．対向車線は使用

交差点における右左折車の通行方法

    ｅ．横断歩道の長さは１５ｍ以下とすることが望ましい．

１）横断歩道 

７
 
導
 
流
 
路

２）右左折車の通行方法 

横断歩道の長
さを図示

横断歩道の位
置の根拠を図
示

３種５級または
４種４級の道路
において交差
点部を２車線に
拡幅する場合
は、C1→C2に１
ランクアップさ
せる

停止線位置の
妥当性が確認
できるように導
流路の拡大図
を添付
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